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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回動可能に設けられた表示部材を備え、
　前記表示部材の外周部には、当該表示部材の回動方向に並設され、境界にてコーナー部
分が生じるようにして連続する複数の周面が形成されており、
　前記複数の周面のうち隣り合う１組の周面はそれぞれ、少なくとも所定の表示位置に配
置された場合に遊技機前方から視認可能となる第１表示面及び第２表示面を構成し、
　前記第１表示面及び前記第２表示面は、隣り合う周面との境界間の長さ寸法が相互に異
なるように形成されており、
　前記表示部材の回動中心軸線は、前記周面によって囲まれた領域の範囲内に設定されて
おり、
　前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表示面の少なくとも
一部が、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第１表示面を含む
仮想面に重なるように形成され、
　前記第１表示面における隣り合う周面との境界間の所定の領域と、前記第２表示面にお
ける隣り合う周面との境界間の所定の領域とが、これら第１表示面と第２表示面とがそれ
ぞれ前記所定の表示位置に配置された場合に前記仮想面上における同一の領域に重なるよ
うに、前記第１表示面及び前記第２表示面が形成されていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機等の遊技機には、遊技盤に形成された遊技領域に対して遊技球が発射さ
れ、当該遊技領域内の各種入賞口に遊技球が入賞されるとそれに伴い所定個数の遊技球が
払い出されるものがある。また、遊技機には例えば図柄表示ユニットが設けられ、この図
柄表示ユニットにより複数列の図柄が変動表示される。図柄表示ユニットは、液晶表示装
置等によって構成されることが多く、例えば左右方向又は上下方向に並ぶ３つの図柄列が
設けられ、各図柄列毎に図柄が変動表示される。この場合、所定入賞口（始動入賞口）へ
の入賞をトリガとして図柄表示ユニットによる図柄の変動表示が開始され、その後、所定
の変動パターンによる変動表示を経て図柄の変動表示が停止される。
【０００３】
　また近年では、遊技の興趣を高めるべく、液晶表示装置の表示画面に表示される表示内
容を複雑なものにしたり、当該表示画面を大型化して表示画像の迫力を向上させたりする
等、図柄表示に関して様々な工夫が施されてきている。また、例えば液晶表示装置等の図
柄表示ユニットの周辺に可動部材を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容）と可
動部材の動作内容に所定の対応関係をもたせ、遊技中（例えば図柄の変動時）における遊
技者の興趣を高めるようにしているものもある（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－７８９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、現在知られている遊技機では、その多くが似かよった演出を採用しており、遊
技者の興味を引くためには新たな演出が必要である。
【０００５】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、多様な演出を実現し、遊
技の興趣性を高めることができる遊技機を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、
　回動可能に設けられた表示部材を備え、
　前記表示部材の外周部には、当該表示部材の回動方向に並設され、境界にてコーナー部
分が生じるようにして連続する複数の周面が形成されており、
　前記複数の周面のうち隣り合う１組の周面はそれぞれ、少なくとも所定の表示位置に配
置された場合に遊技機前方から視認可能となる第１表示面及び第２表示面を構成し、
　前記第１表示面及び前記第２表示面は、隣り合う周面との境界間の長さ寸法が相互に異
なるように形成されており、
　前記表示部材の回動中心軸線は、前記周面によって囲まれた領域の範囲内に設定されて
おり、
　前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表示面の少なくとも
一部が、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面を含む
仮想面に重なるように形成され、
　前記第１表示面における隣り合う周面との境界間の所定の領域と、前記第２表示面にお
ける隣り合う周面との境界間の所定の領域とが、これら第１表示面と第２表示面とがそれ
ぞれ前記所定の表示位置に配置された場合に前記仮想面上における同一の領域に重なるよ
うに、前記第１表示面及び前記第２表示面が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、多様な演出を実現し、遊技の興趣性を高めることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明を、必要に応じて効果等を示しつつ説明
する。
【０００９】
　以下の各手段は、「遊技機として例えばパチンコ遊技機では、遊技盤に形成された遊技
領域に対して遊技球が発射され、当該遊技領域内の各種入賞口に遊技球が入賞されるとそ
れに伴い所定個数の遊技球が払い出される。また、パチンコ遊技機には例えば図柄表示ユ
ニットが設けられ、この図柄表示ユニットにより複数列の図柄が変動表示される。図柄表
示ユニットは、液晶表示装置等によって構成されることが多く、例えば左右方向又は上下
方向に並ぶ３つの図柄列が設けられ、各図柄列毎に図柄が変動表示される。この場合、所
定入賞口（始動入賞口）への入賞をトリガとして図柄表示ユニットによる図柄の変動表示
が開始され、その後、所定の変動パターンによる変動表示を経て図柄の変動表示が停止さ
れる。そして、各図柄列の停止図柄が確定した際にその図柄が同一図柄であれば、特別遊
技状態（大当たり状態）に移行し多量の遊技球が払い出される。特別遊技状態に移行する
確率は比較的低確率で設定され、特別遊技状態に移行しない場合には通常状態のままとさ
れる。また近年では、遊技の興趣を高めるべく、液晶表示装置の表示画面に表示される表
示内容を複雑なものにしたり、当該表示画面を大型化して表示画像の迫力を向上させたり
する等、図柄表示に関して様々な工夫が施されてきている。また、例えば液晶表示装置等
の図柄表示ユニットの周辺に可動部材を設け、遊技内容（例えば図柄の変動表示の内容）
と可動部材の動作内容に所定の対応関係をもたせ、遊技中（例えば図柄の変動時）におけ
る遊技者の興趣を高めるようにしている（例えば、特開２００２－７８９０４号公報参照
）。しかし、現在知られている遊技機では、その多くは似かよった演出を採用しており、
遊技者の興味を引くためには新たな演出が必要である。」という技術背景及び課題等を解
決するためになされたものである。
【００１０】
　手段１．回動可能に設けられた表示部材（遮蔽体１５２）を備え、
　前記表示部材の外周部には、当該表示部材の回動方向に並設され、境界にてコーナー部
分が生じるようにして連続する複数の周面（例えば外周面１５２ａ～１５２ｃ）が形成さ
れており、
　前記複数の周面のうち隣り合う１組の周面はそれぞれ、少なくとも所定の表示位置に配
置された場合に遊技機前方から視認可能となる第１表示面（例えば第１外周面１５２ａ）
及び第２表示面（例えば第２外周面１５２ｂ）を構成し、
　前記第１表示面及び前記第２表示面は、隣り合う周面との境界間の長さ寸法が相互に異
なるように形成されており、
　さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表示面が、
前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第１表示面を含む仮想面（
仮想平面Ｐ）に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機。
【００１１】
　手段１によれば、表示部材が回動することにより、遊技機前方から視認可能となる表示
面（第１表示面及び第２表示面）が切り替えられる。このように一の表示部材の表示面を
切り替えることにより、異なる複数種の演出を行うことができる。また、それら各表示面
の長さ寸法（詳しくは隣り合う周面との境界間の長さ寸法）が異なるため、その演出範囲
に差違を生じさせることができ、演出の多様化に貢献できる。
【００１２】
　また、各表示面は隣接して設けられているため、所定の表示位置に配置される第１表示
面と第２表示面とを切り替える際に、表示部材の回転量を小さくすることができ、円滑な
切り替えの実現に貢献することができる。
【００１３】
　表示部材が複数の表示面を有する構成とすれば、多様な演出を実現できる反面、それぞ
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れの演出の見やすさに差違が生じることが懸念される。特に、表示面に対する遊技者から
の距離が変化すると、表示面を用いた演出に対して違和感が生じやすくなると想定される
。この点、本手段においては、第１表示面と第２表示面とは、所定の表示位置に配置され
た状態にて仮想面と重なる構成となっている。これにより、第１表示面及び第２表示面と
の表示位置を揃えることができ、第１表示面を用いた演出及び第２表示面を用いた演出の
切り替えに伴って発生する違和感を好適に抑えることができる。
【００１４】
　なお、上述した「仮想面」は、例えば平面や一定の曲率の曲面によって構成するとよい
。
【００１５】
　また、「コーナー部分」は、周面間における折れ曲がり部分（角部分）や、両側の周面
のいずれとも曲率の連続していない部分（すなわち曲率の異なる部分）等を示す。
【００１６】
　本手段に示す「さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記
第２表示面が、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面
を含む仮想面（仮想平面Ｐ）に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機」を
「さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表示面の少
なくとも一部が、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第１表示面と一致する仮想
面に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機」と置き換えることも可能であ
る。
【００１７】
　また、「さらに、前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第２表
示面が、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面を含む
仮想面（仮想平面Ｐ）に重なるように形成されていることを特徴とする遊技機」を「さら
に、前記表示部材は、前記所定の表示位置に前記第２表示面が配置された場合の当該第２
表示面と隣り合う２つの周面との境界が、前記所定の表示位置に配置された前記第１表示
面と隣り合う２つの周面との各境界を含む仮想平面上に位置するように形成されているこ
とを特徴とする遊技機」と置き換えてもよい。因みに、本構成における「仮想平面」は、
上述した「仮想面」が第１表示面を含んでなる構成であるのに対して、第１表示面におけ
る隣り合う２つの周面との各境界を含んでなる構成である点で相違している。
【００１８】
　手段２．前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置され前記仮想面に重なっている状
態にて、前記表示部材の回動中心軸線を中心として回動することにより、前記第２表示面
が前記所定の表示位置に配置されて前記仮想面に重なった状態となることを特徴とする手
段１に記載の遊技機。
【００１９】
　手段２によれば、表示部材を回動させることにより、第１表示面と第２表示面とが所定
の表示位置、すなわち仮想面に重なる位置に配置される。詳しくは、回動中心軸線（表示
部材）を仮想面に対して近づけたり遠ざけたりするといった別動作を必要とすることなく
、表示面の切り替えを実現することができる。これにより、各表示面の切り替え操作に関
する構成の煩雑化を抑えつつ、演出の多様化を実現することができる。
【００２０】
　手段３．前記表示部材の回動中心軸線（中心軸線Ｘ）は、前記周面によって囲まれた領
域の範囲内に設定されており、
　前記第１表示面における隣り合う周面との境界間の所定の領域と、前記第２表示面にお
ける隣り合う周面との境界間の所定の領域とが、これら第１表示面と第２表示面とがそれ
ぞれ前記所定の表示位置に配置された場合に前記仮想面上における同一の領域に重なるよ
うに、前記第１表示面及び前記第２表示面が形成されていることを特徴とする手段１又は
手段２に記載の遊技機。
【００２１】
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　仮に中心軸線が表示部材の外部に配されている場合、表示部材を回動させた際の最大回
転半径が大きくなり、表示部材の動作スペースを大きく設定する必要が生じる。また、表
示部材における中心軸線側の周面（例えば中心軸線側を向いた周面）を表示面として活用
することは困難になると想定される。この点、本手段に示すように、回動中心軸線を前記
周面によって囲まれた領域の範囲内に設定すれば、上述したような不都合を好適に回避し
得る。詳しくは、表示部材の動作スペースを小さくすることができるとともに、表示部材
における周面の利用を促進することができる。これにより、表示部材の動作スペースをコ
ンパクトなものとし実用上好ましい構成を実現することができる。
【００２２】
　手段４．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パネ
ル部材（遊技領域形成板１０３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機前
方から視認可能となるものであり、
　前記第１表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記パネル部材に対
して平行と認識される第１平行領域を有し、
　前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記パネル部材に対
して平行と認識される第２平行領域を有し、
　前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面の前記第１平行領域及び前記パネル部
材の距離寸法と、前記所定の表示位置に配置された前記第２表示面の前記第２平行領域及
び前記パネル部材の距離寸法と、が同一であると認識されるように前記表示部材が形成さ
れていることを特徴とする手段１乃至手段３のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００２３】
　手段４によれば、所定の表示位置に配置された表示面の平行領域とパネル部材との間隔
が一定に保たれる。すなわち、パネル部材に対する各表示面の平行領域の位置ばらつきが
抑えられる。これにより、パネル部材を介して視認される演出（各表示面を用いた演出）
の切り替えに起因して違和感が発生することを好適に抑制できる。
【００２４】
　なお、表示面の一部に凸状や凹状のデザイン（文字等を含む）が付与されている場合で
あっても、これらデザインのベースとなる部分、例えば一の表示面において隣り合う周面
との境界部位同士を繋ぐ平面を有するのであれば、このベース部分によって「平行領域」
を構成するとよい。また、「平行領域」は必ずしも面状をなす必要は無い。例えば表示面
における隣り合う周面との境界部位によって「平行領域」を構成してもよい。
【００２５】
　因みに「パネル部材」としては、例えば透明材料からなる遊技盤が挙げられる。遊技盤
の前面側には遊技球が流下する遊技領域が形成されている。このようにパネル部材を遊技
盤によって構成した場合には、本手段に示した構成を「前記所定の表示位置に配置された
前記第１表示面及び前記第２表示面は、遊技盤と対向するとともに、当該遊技盤を通じて
遊技機前方から視認可能となるものであり、前記第１表示面は、前記所定の表示位置に配
置された状態において前記遊技盤の前面に対して平行と認識される第１平行領域を有し、
前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記遊技盤の前面に対
して平行と認識される第２平行領域を有し、前記所定の表示位置に配置された前記第１表
示面の前記第１平行領域及び前記遊技盤の前面の距離寸法と、前記所定の表示位置に配置
された前記第２表示面の前記第２平行領域及び前記遊技盤の前面の距離寸法と、が同一で
あると認識されるように前記表示部材が形成されていることを特徴とする手段１乃至手段
３のいずれか１つの手段に記載の遊技機」に置き換えてもよい。
【００２６】
　手段５．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パネ
ル部材（遊技領域形成板１０３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機前
方から視認可能となるものであり、
　前記第１表示面及び前記第２表示面のそれぞれが前記所定の表示位置に配置された状態
にて前記パネル部材と平行と認識されるとともに、前記パネル部材からの距離寸法が同一
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であると認識されるように前記表示部材が形成されていることを特徴とする手段１乃至手
段３のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００２７】
　手段５によれば、所定の表示位置に配置された表示面とパネル部材との間隔が一定に保
たれる。すなわち、パネル部材に対する各表示面の位置のばらつきが抑えられる。これに
より、パネル部材を介して視認される演出（各表示面を用いた演出）の切り替えに起因し
て違和感が発生することを好適に抑制できる。
【００２８】
　手段６．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、画像
を表示する表示画面（図柄表示装置１４０の表示画面１４１）の少なくとも一部を遮蔽す
るものであり、
　前記第１表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記表示画面に対し
て平行と認識される第１平行領域を有し、
　前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状態において前記表示画面に対し
て平行と認識される第２平行領域を有し、
　前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面の前記第１平行領域及び前記表示画面
の距離寸法と、前記所定の表示位置に配置された前記第２表示面の前記第２平行領域及び
前記表示画面の距離寸法と、が同一であると認識されるように前記表示部材が形成されて
いることを特徴とする手段１乃至手段３のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００２９】
　手段６によれば、所定の表示位置に配置された表示面の平行領域と表示画面との間隔が
一定に保たれる。すなわち、表示画面に対する各表示面の平行領域の位置のばらつきが抑
えられる。これにより、各表示面による遮蔽状態の切り替えに起因して違和感が発生する
ことを好適に抑制できる。
【００３０】
　なお、表示面の一部に凸状や凹状のデザイン（文字等を含む）が付与されている場合で
あっても、これらデザインのベースとなる部分、例えば一の表示面において隣り合う周面
との境界部位同士を繋ぐ平面を有するのであれば、このベース部分によって「平行領域」
を構成するとよい。また、「平行領域」は必ずしも面状をなす必要は無い。例えば表示面
における隣り合う周面との境界部位によって「平行領域」を構成してもよい。
【００３１】
　手段７．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、画像
を表示する表示画面（図柄表示装置１４０の表示画面１４１）の少なくとも一部を遮蔽す
るものであり、
　前記第１表示面及び前記第２表示面のそれぞれが前記所定の表示位置に配置された状態
にて前記表示画面と平行と認識されるとともに、前記表示画面からの距離寸法が同一であ
ると認識されるように前記表示部材が形成されていることを特徴とする手段１乃至手段３
のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００３２】
　手段７によれば、所定の表示位置に配置された表示面と表示画面との間隔が一定に保た
れる。すなわち、表示画面に対する各表示面の位置のばらつきが抑えられる。これにより
、各表示面による遮蔽状態の切り替えに起因して違和感が発生することを好適に抑制でき
る。
【００３３】
　手段８．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パネ
ル部材（遊技領域形成板１０３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機前
方から視認可能となるものであり、
　前記第１表示面及び前記第２表示面が前記所定の表示位置に配置されている状態では、
前記パネル部材の正面側から前記表示部材を見た場合に前記所定の表示位置に配置されて
いない側の表示面が視認不可となるように、前記第１表示面及び前記第２表示面の位置関
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係が設定されていることを特徴とする手段１乃至手段７のいずれか１つの手段に記載の遊
技機。
【００３４】
　手段８によれば、一方の表示面を用いて演出を行っている際には、演出に用いられてい
る表示面についてはパネル部材を介しての視認が許容され、演出に用いられていない他方
の表示面についてはパネル部材を介しての視認が不可とされる。これにより、各表示面が
所定の表示位置に配置されている状態を明確に異なったものとすることができ、それら表
示面を用いた演出の差違を認識しやすくすることができる。
【００３５】
　また、手段７との組み合わせにおいては特に、表示画面の遮蔽範囲が所定の表示位置に
配置された表示面に依存することとなり、他の表示面による遮蔽が回避される。これによ
り、実用上好ましい構成を実現できる。
【００３６】
　手段９．前記表示部材は、前記パネル部材の後方に配置されており、
　更に、前記表示部材は、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置されている状態に
おける前記パネル部材の正面側から遊技機後方への当該第１表示面の投影範囲内に前記第
２表示面が含まれるとともに、前記第２表示面が前記所定の表示位置に配置されている状
態における前記パネル部材の正面側から遊技機後方への当該第２表示面の投影範囲内に前
記第１表示面が含まれるように形成されていることを特徴とする手段８に記載の遊技機。
【００３７】
　個々の表示面による演出を差別化するには、本手段に示すように一方の表示面の後方へ
の投影範囲内に他方の表示面が含まれるように、表示部材を形成するとよい。これにより
、演出に用いられている表示面の背後に他方の表示面が隠れることとなり、パネル部材を
介して視認される表示面を一方に限定しやすくできる。
【００３８】
　手段１０．前記回動中心軸線は、上下に延びるように配置されていることを特徴とする
手段１乃至手段９のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００３９】
　手段１０によれば、軸部が上下に延びるように配置されているため、表示部材は水平に
回動する（左右方向に回動する）こととなる。これにより、表示部材を回動させる際に生
じる負荷を低減することができる。より具体的に説明すれば、表示部材を縦（詳しくは上
下）に回動させる構成とした場合、重力に抗して表示部材を動作させる必要があり、負荷
が比較的大きくなりやすい。このため、所定の表示位置への配置精度を担保することが困
難となったり、表示部材を駆動させるための構成が大型化したりするといった不都合が生
じ得る。この点、表示部材が水平に回動する構成とすれば、上述した不都合の発生を抑え
ることができる。
【００４０】
　手段１１．前記回動中心軸線は、前記両表示面の境界から前記回動中心軸線までの距離
寸法が、前記第１表示面における前記両表示面の境界に対して反対側の端部及び前記回動
中心軸線の距離寸法と、前記第２表示面における前記境界に対して反対側の端部及び前記
回動中心軸線の距離寸法との両距離寸法のうち大きいほうの距離寸法よりも、小さくなる
ように配置されているとともに、前記仮想面を挟んで二分された領域のうち片側の領域に
配置されており、
　前記仮想面を挟んで二分された各領域のうち前記回動中心軸線が配置された側と反対側
の領域内で前記両表示面の境界が移動するように規定された方向へ前記表示部材が回動す
ることにより、前記所定の表示位置に前記第１表示面が配置された状態から前記所定の表
示位置に前記第２表示面が配置された状態への切り替えがなされるとともに、
　前記規定された方向と反対に前記表示部材が回動することにより、前記所定の表示位置
に前記第２表示面が配置された状態から、前記所定の表示位置に前記第１表示面が配置さ
れた状態への切り替えがなされることを特徴とする手段１乃至手段１０のいずれか１つの
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手段に記載の遊技機。
【００４１】
　表示部材を用いた演出を行うには、表示部材の動作スペースの確保が必要となる。本手
段に示す構成を適用することで、表示部材が一の方向にのみ回動する場合と比較して、表
示部材の動作スペースを小さくすることができる。
【００４２】
　より具体的に説明すると、表示部材が一の方向にのみ回動する構成とし、この一の方向
の回動により、第１表示面と第２表示面とが切り替えられる構成を採用した場合を想定す
れば、それら各表示面の境界とは逆側の端部は、仮想面を挟んだ両側の領域にて移動する
こととなる。すなわち、仮想面を跨いで移動することとなる。かかる場合、表示面の動作
スペースは、仮想面を挟んだ両側の領域において前記端部の移動経路に基づいて確保され
ることとなる。
【００４３】
　この点、本手段に示すように、相反する方向への回動に基づき、仮想面によって二分さ
れた各領域を前記端部が通過することを回避するように各表示面の切り替えを行えば、仮
想面を挟んだ両側の領域うち片側の領域における表示部材の動作スペースを小さく抑える
ことができる。これにより、動作スペースが大きくなることを抑えつつ、多様な演出の実
現に貢献することができる。
【００４４】
　また、両表示面の境界から回動中心軸線までの距離寸法が、前記逆側の端部のうち距離
寸法が大きい側の端部から回動中心軸線までの距離寸法よりも小さく設定されている。こ
れにより、表示面による演出範囲を拡張しつつ、これに起因して仮想面によって二分され
た領域のうち両表示面の境界が移動する側での動作スペースの広がりを抑えることが可能
となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【００４５】
　特に手段４等に示すように、パネル部材が存在している場合には、パネル部材に近い側
の領域における前記端部の移動を回避することにより、パネル部材に近い位置、すなわち
遊技者に近い位置での演出を実現することができる。これにより、演出の迫力向上を期待
することができる。
【００４６】
　手段１２．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パ
ネル部材（遊技領域形成板１０３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機
前方から視認可能となるものであり、
　前記仮想面を挟んで二分された領域のうち片側の領域内に前記パネル部材が配置されて
いるとともに、当該パネル部材が配置されている側と反対側の領域内に前記回動中心軸線
が配置されていることを特徴とする手段１１に記載の遊技機。
【００４７】
　手段１２によれば、仮想面を挟んで二分された領域のうちパネル部材に近い側の領域に
おける前記端部の移動を回避することで、パネル部材に対してより近い位置へ表示部材を
近づけることができる。これにより、表示部材を用いた演出を遊技者に対してより近い位
置で行うことが可能となり、パネル部材を介して視認される表示部材を用いた演出の迫力
向上に貢献することができる。
【００４８】
　手段１３．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面及び前記第２表示面は、パ
ネル部材（遊技領域形成板１０３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて遊技機
前方から視認可能となるものであり、
　前記表示部材は、前記第１表示面における前記両表示面の境界に対して反対側の端部及
び前記回動中心軸線の距離寸法と、前記第２表示面における前記境界に対して反対側の端
部及び前記回動中心軸線の距離寸法との両距離寸法のうち大きいほうの距離寸法よりも、
前記回動中心軸線と前記パネル部材との距離寸法が小さくなるように形成されていること
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を特徴とする手段１１又は手段１２に記載の遊技機。
【００４９】
　手段１３によれば、パネル部材との干渉を回避しつつ、広範囲での演出を可能とするこ
とができる。具体的には、第１表示面及び第２表示面の切り替えを行う場合に、両表示面
との境界と逆側の端部のうち回動中心軸線からの距離寸法が大きい側の端部が、仮想面を
超えてパネル部材に近づくことが回避される。これにより、パネル部材に対する動作隙の
拡大を抑制しつつ各表示面の大型化を実現することができる。故に、遊技者と演出位置の
離れを抑えつつ、広範囲での演出を可能とすることができる。
【００５０】
　手段１４．前記表示部材は、前記第１表示面における前記両表示面の境界に対して反対
側の端部及び前記回動中心軸線の距離寸法と、前記第２表示面における前記境界に対して
反対側の端部及び前記回動中心軸線の距離寸法との両距離寸法のうち小さいほうの距離寸
法よりも、前記回動中心軸線と前記パネル部材との距離寸法が小さくなるように形成され
ていることを特徴とする手段１３に記載の遊技機。
【００５１】
　手段１４によれば、手段１３に示した効果を一層顕著なものとすることができる。すな
わち、パネル部材に対する動作隙の拡大を抑制しつつ第１表示面及び第２表示面の大型化
を実現することができる。故に、遊技者と演出位置の離れを抑えつつ、更に広範囲での演
出を可能とすることができる。
【００５２】
　なお、手段１３又は手段１４においては、表示部材が前記周面を４つ以上有する構成で
ある場合、その効果を顕著なものとすることができる。
【００５３】
　手段１５．前記表示部材は、前記パネル部材と前記回動中心軸線との距離寸法が、前記
第１表示面及び前記第２表示面の境界と前記回動中心軸線との距離寸法よりも大きく、前
記第１表示面及び前記第２表示面における前記境界とは逆側の端部であって前記回動中心
軸線からの距離寸法が大きい側の端部から前記回動中心軸線までの距離寸法よりも小さく
なるように形成されていることを特徴とする手段１１乃至手段１４のいずれか１つの手段
に記載の遊技機。
【００５４】
　手段１５によれば、パネル部材に対して表示面（仮想面）を近づけつつ、広範囲での演
出を可能とすることができる。具体的には、回動中心軸線と境界との距離寸法を、回動中
心軸線と仮想面との距離寸法よりも小さくすることで、パネル部材との間を境界が移動す
ること、すなわち表示部材の切替機能を担保しつつ、両表示面の長さ寸法を大きくするこ
とができる。これにより、遊技者に対して演出が行われる位置を近づけ、更には演出の規
模を拡大でき、演出の迫力向上に貢献できる。
【００５５】
　手段１６．前記表示部材の各周面のうち前記第１表示面に対して隣り合うとともに当該
第１表示面を挟んで前記第２表示面の反対側に形成された周面は、所定の表示位置に配置
されることで遊技機前方から視認可能となる第３表示面（例えば第３外周面１５２ｃ）を
構成し、
　前記表示部材は、前記所定の表示位置に配置された場合の前記第３表示面が、前記第１
表示面が前記所定の表示位置に配置された場合の前記第1表示面を含む仮想面（仮想平面
Ｐ）に重なるように形成されており、
　前記所定の表示位置に配置された前記第１表示面，前記第２表示面及び前記第３表示面
は、パネル部材（遊技領域形成板１０３）と対向するとともに、当該パネル部材を通じて
遊技機前方から視認可能となるものであり、
　前記第１表示面は、当該第１表示面における前記長さ寸法が前記第２表示面における前
記長さ寸法及び前記第３表示面における前記長さ寸法よりも小さくなるように形成され、
　前記規定された方向と反対に前記表示部材が回動することにより、前記第１表示面が前
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記所定の表示位置に配置された状態から前記第３表示面が前記所定の表示位置に配置され
た状態への切り替えがなされるとともに、
　前記規定された方向に前記表示部材が回動することにより、前記第３表示面が前記所定
の表示位置に配置された状態から、前記第１表示面が前記所定の表示位置に配置された状
態への切り替えがなされることを特徴とする手段１１乃至手段１５のいずれか１つの手段
に記載の遊技機。
【００５６】
　手段１６によれば、第１表示面（第２表示面と第３表示面に挟まれた表示面）の長さ寸
法が他の表示面の長さ寸法よりも小さく設定されている。このように第１表示面の長さ寸
法を小さくすれば、回動中心軸線をパネル部材に対して近づけることが可能となる。詳し
くは、第１表示面における第２表示面及び第３表示面側の両端部は、それら表示面の切り
替えに際して仮想面によって二分された領域のうちパネル部材側の領域を通過することと
なる。かかる場合、回動中心軸線からの前記両端部までの距離寸法が大きくなると、表示
部材のパネル部材に対する動作スペースを大きくする必要が生じ、仮想面をパネル部材に
近づけることが困難となりやすい。この点、本手段においては、第１表示面の長さ寸法が
最も小さくなる構成としたことにより、第１表示面における両端部の回転半径を小さくし
、ひいてはパネル部材の動作スペースを小さくすることができる。これにより、仮想面を
パネル部材に近づけることが可能となり、より迫力のある演出の実現に貢献することがで
きる。
【００５７】
　手段１７．前記表示部材として、個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設け
られており、
　前記第１表示部材と前記第２表示部材とが隣り合うことにより、前記第１表示部材にお
いて当該第１表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面と前記第２表示部材にお
いて当該第２表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面とにより連続面が形成さ
れ、
　前記連続面は、前記第１表示部材の前記各表示面と前記第２表示部材の前記各表示面と
の組み合わせによって、同連続面を形成する各表示面の隣り合う方向における当該連続面
の長さ寸法が変更されるものであり、
　前記第１表示部材の前記各表示面及び前記第２表示部材の各表示面の組み合わせのうち
一の組み合わせにより形成される連続面を含む仮想面に、他の組み合わせにより形成され
る連続面が重なるように、前記第１表示部材及び前記第２表示部材が形成されていること
を特徴とする手段１乃至手段１６のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００５８】
　手段１７によれば、複数の表示部材によって連続する面が形成されることで、表示態様
を多様化することができる。具体的には、各表示部材がそれぞれ異なる幅の表示面を有し
ているため、各表示面の組み合わせによって連続面の幅のバリエーションを増やすことが
できる。これにより、表示面を用いた演出の多様化を図ることができる。
【００５９】
　また、複数の表示部材によって一の連続面、すなわち一の大きな表示面を形成する構成
とすれば、単体の表示部材において表示面を拡大することにより演出範囲を拡張する場合
と比較して、表示部材の動作スペースを小さくすることができる。これにより、省スペー
ス化を図りつつ、演出範囲の拡張を実現することができる。
【００６０】
　なお、「連続面」は、所定の表示位置に配置された第１表示部材の表示面と所定の表示
位置に配置された第２表示部材の表示面とが隙間無く連続しているものを含む他、所定の
表示位置に配置された連続面を遊技機前方より見た場合に、第１表示部材の各表示面と第
２表示部材の各表示面との間に隙間が無いと認識されるように形成されているものを含む
。例えば、前記所定の表示位置に配置された前記第１表示部材の前記表示面と、前記所定
の表示位置に配置された前記第２表示部材の前記表示面とがそれら表示面の境界部位にお
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いて段差なく連続するように構成するとよい。すなわち、第１表示部材の表示面の縁部と
第２表示部材の表示面の縁部とが接する構成とすればよい。
【００６１】
　因みに、第１表示部材における第１表示面と第２表示部材における第１表示面とは同一
の形状を有していてもよいし、異なる形状を有していてもよい。同様に、第１表示部材に
おける第２表示面と第２表示部材における第２表示面とは同一の形状を有していてもよい
し、異なる形状を有していてもよい。
【００６２】
　手段１８．前記第１表示部材及び前記第２表示部材の回動中心軸線間の距離を変化させ
るべくそれら第１表示部材及び第２表示部材を移動させる可変機構（一対のレール部材１
７０，１９０や遮蔽ユニット１５１の支持部１５３等）を有することを特徴とする手段１
７に記載の遊技機。
【００６３】
　手段１等に示すように各表示面が異なる長さ寸法（詳しくは回動方向における仮想面に
沿った長さ寸法）を有する構成においては、表示部材の回動に伴って各表示面が所定の表
示位置に配置された場合、各表示面の縁部の位置が異なることとなる。かかる場合、手段
１７に示した連続面を形成することは困難となり得る。そこで本手段に示すように、各表
示部材の相対距離を可変機構によって変化させる構成とすれば、上述したような不都合を
好適に解消することができる。すなわち、表示面の間の隙間や重なり等を解消し上記連続
面を好適に形成することが可能となる。特に、表示面の数の増加や表示部材の数の増加に
よって更なる演出の多様化を図る場合、回動中心軸線の位置を固定したまま各表示面の縁
部を合わせることは困難である。この点、回動中心軸線間の距離を変化させる構成とすれ
ば、上述したような演出の多様化を好適に促進することができる。
【００６４】
　また、可変機構を備える構成とすることで、連続面を形成するだけでなく、連続面が形
成されない状態、すなわち所定の表示位置に配置された第１表示部材の表示面と所定の表
示位置に配置された第２表示部材の表示面とが分離した状態とすることもでき、表示面を
用いた演出の多様化に貢献し得る。
【００６５】
　手段１９．前記所定の表示位置に配置された前記第１表示部材の前記各表示面と、前記
所定の表示位置に配置された前記第２表示部材の前記各表示面とに対向するとともに、前
記第１表示部材及び前記第２表示部材が視認可能となるように形成されたパネル部材（遊
技領域形成板１０３）と、
　前記第１表示部材及び前記第２表示部材を、前記パネル部材と平行な所定の方向に移動
可能な状態で支持するレール部材（例えば下側レール部材１７０）と、
　前記第１表示部材及び前記第２表示部材を前記所定の方向に個別に移動させる駆動部（
第１ステッピングモータ１６５）と、
　前記駆動部を制御する制御手段（表示制御装置９２のＭＰＵ２１２）と
を備えていることを特徴とする手段１７に記載の遊技機。
【００６６】
　手段１９によれば、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、表示
面とパネル部材との間隔寸法を保ったまま、回動中心軸線間の距離を変更することができ
る。これにより、表示面の切り替え操作に合わせて、連続面の態様を変化させた場合であ
っても、連続面の構成パターンによって表示画面と連続面との隙間が広がるといった不都
合の発生を好適に回避することができる。
【００６７】
　また、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、連続面の形態を維
持しつつ、連続面の位置を変更することができるし、連続面だけでなく各表示面が分離し
た状態にすることもできる。これにより、演出の多様化を促進することができる。
【００６８】
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　手段２０．前記両表示部材は、画像を表示する表示画面（図柄表示装置１４０の表示画
面１４１）の前方に配置されているとともに、同表示画面の少なくとも一部を遮蔽し、
　前記第１表示部材及び前記第２表示部材を、前記表示画面と平行な所定の方向に移動可
能な状態で支持するレール部材（例えば下側レール部材１７０）と、
　前記第１表示部材及び前記第２表示部材を前記所定の方向に個別に移動させる駆動部（
第１ステッピングモータ１６５）と、
　前記駆動部を制御する制御手段（表示制御装置９２のＭＰＵ２１２）と
を備えていることを特徴とする手段１７に記載の遊技機。
【００６９】
　手段２０によれば、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、表示
面と仮想面との重なりを担保したまま、回動中心軸線間の距離を変更することができる。
これにより、表示面の切り替え操作に合わせて、連続面の態様を好適に変化させることが
できる。
【００７０】
　両表示部材によって、表示画面の少なくとも一部が遮蔽される構成にあっては、所定の
表示位置に配置された両表示部材の各表示面（詳しくは連続面）と表示画面との間隔寸法
が一定に保たれる。このため、連続面の構成パターンによって表示画面と連続面との隙間
が広がり遮蔽機能が低下するといった不都合の発生を好適に回避することができる。
【００７１】
　また、各表示部材をレール部材に沿ってスライド移動させることで、連続面の形態を維
持しつつ、連続面の位置を変更することができるし、連続面だけでなく各表示面が分離し
た状態にすることもできる。これにより、表示画面の遮蔽のバリエーションを増やすこと
ができる。
【００７２】
　手段２１．前記第１表示部材を回動させる第１駆動部（例えば第２ステッピングモータ
１６７）と、
　前記第２表示部材を回動させる第２駆動部（例えば第２ステッピングモータ１６７）と
、
　前記連続面を形成する各表示面の組み合わせを変更させる変更手段（表示制御装置９２
のＭＰＵ２１２におけるステップＳ２０９の処理を実行する機能）と
を備えていることを特徴とする手段１７乃至手段２０のいずれか１つの手段に記載の遊技
機。
【００７３】
　手段２１によれば、各駆動部及び変更手段によって連続面の長さ寸法が変更される。連
続面による演出が行われる範囲を変化させることによって当該演出の多様化に貢献するこ
とが可能となり、演出の単調化抑制に貢献することができる。
【００７４】
　手段２２．前記変更手段によって前記連続面における各表示面の組み合わせが変更され
、当該連続面の前記長さ寸法が変更された場合に、その長さ寸法の変更に応じて前記表示
画面における画像の表示領域（表示領域Ｅ３）を変更する表示領域可変手段（表示制御装
置９２のＭＰＵ２１２におけるステップＳ２１１の処理を実行する機能）を備えているこ
とを特徴とする手段２１に記載の遊技機。
【００７５】
　手段２２によれば、表示部材（表示面）が遮蔽機能を有しているため、連続面を表示画
面の仕切りとして活用することができる。
【００７６】
　連続面の長さ寸法が変更されることに伴って、表示画面における表示領域を変更するこ
とにより、表示部材と表示画面とを用いた演出を一体的なものとすることができる。
【００７７】
　なお、「長さ寸法の変更に応じて前記表示画面における画像の表示領域を変更する」と
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は、連続面の長さ寸法が小さくなった場合、表示領域における長さ寸法（連続面を形成す
る各表示面の隣り合う方向における長さ寸法）が大きくなり、連続面の長さ寸法が大きく
なった場合、表示領域における長さ寸法が小さくなることを示す。例えば、表示画面にお
いて連続面により遮蔽される範囲との重なりを回避するように前記表示領域の長さ寸法を
変更するとよい。
【００７８】
　手段２３．前記各表示部材を前記レール部材に沿って移動させ、それら表示部材の位置
を変更することにより、前記第１表示部材及び前記第２表示部材が離間されていて前記連
続面が形成されていない離間状態と、前記第１表示部材及び前記第２表示部材によって連
続面が形成されている連続状態との異なる二つの状態で前記表示画面の区画態様を切り替
える表示画面区画切替手段（表示制御装置９２のＭＰＵ２１２におけるステップＳ２０４
の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする手段１７乃至手段２２のいずれか
１つの手段に記載の遊技機。
【００７９】
　手段２３によれば、表示部材がレール部材に沿って移動することによりその位置を変え
ることで、表示画面が複数又は一の領域に区画される。このような表示画面の区画態様の
切り替えに合わせて表示画面に画像を表示すれば、表示部材と表示画面とを用いた演出を
好適なものとすることができる。
【００８０】
　手段２４．前記離間状態においては、前記両表示部材の間に当該表示画面における画像
の表示領域（表示領域Ｅ３）を設定するとともに、前記連続状態においては、前記レール
部材のレール方向における前記連続面を挟んだ両側のうち少なくとも一方の側に前記表示
領域（表示領域Ｅ３）を設定する表示領域可変手段（表示制御装置９２のＭＰＵ２１２に
おけるステップＳ２０６の処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする手段２３
に記載の遊技機。
【００８１】
　手段２４によれば、表示画面が複数又は一の領域に区画され、これら区画された領域に
対応して表示領域が設定される。これにより、表示態様の多様化を図ることができる。本
手段においては特に、表示部材が遮蔽機能を有しているため、表示画面の仕切りとして活
用することができる。
【００８２】
　複数の表示領域が設定された場合においては特に、それら表示領域の区別がしにくくな
ったり、表示領域間の境を認識しにくくなったりすると想定される。仮に、表示画面に区
画線等を表す構成とした場合であっても、表示用域に表示された画像等と区画線との発光
具合が同程度となることで、上述したような境の認識がしにくくなると想定される。この
点、上述の如く表示部材を仕切りとして活用すれば、表示態様の多様化を実現しつつ、表
示領域の視認性を担保しやすくすることができる。
【００８３】
　手段２５．前記第１表示面及び前記第２表示面は、前記回動中心軸線（中心軸線Ｘ）と
平行な平面状をなし、
　前記回動中心軸線は、当該回動中心軸線及び前記第１表示面間の間隔（例えば最短距離
寸法Ｌ１）と、当該回動中心軸線及び前記第２表示面間の間隔（例えば最短距離寸法Ｌ２
）とが同一となるように配置されていることを特徴とする手段１乃至手段２４のいずれか
１つの手段に記載の遊技機。
【００８４】
　手段２５によれば、回動中心軸線と各表示面との間隔が同等であるため、表示部材を回
転させた後に、回動中心軸線（すなわち表示部材）を遊技盤に近づけたり遠ざけたりする
こと無く、すなわち前後方向に移動させること無く、前記所定の表示位置における両表示
面の重なりを実現することができる。これにより実用上好ましい構成を実現できる。
【００８５】
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　手段２６．前記第１表示面及び前記第２表示面は、前記所定の表示位置に配置された状
態にて遊技機正面側を向くように形成されており、
　前記第１表示面と前記第２表示面との内角（例えば内角Ａ１）が直角又は鋭角であるこ
とを特徴とする手段２５に記載の遊技機。
【００８６】
　手段２６によれば、第１表示面と第２表示面との内角が直角又は鋭角となっている。こ
のため、一方の表示面が所定の表示位置に配置され、遊技盤と対向している状態において
は、遊技機前方からの他方の表示面の視認が困難なものとなる。これにより、手段２に示
す効果と同様の効果を奏することとなる。すなわち、各表示面が所定の表示位置に存在し
ている状態を明確に異なったものとすることができ、各表示面を用いた演出の差違を認識
しやすくすることができる。
【００８７】
　また、手段１７等（第１表示部材及び第２表示部材により連続面が形成される構成）と
の組み合わせにおいては、第１表示面と第２表示面との内角を直角又は鋭角とすることで
、各表示部材の回転動作を許容しつつ、各表示面の縁部同士が当接した状態を実現しやす
くできる。これにより実用上好ましい構成を実現できる。
【００８８】
　手段２７．前記表示部材は、当該表示部材の回動中心軸線と同一の方向に延びる多角柱
状をなしていることを特徴とする手段１乃至手段２６のいずれか１つの手段に記載の遊技
機。
【００８９】
　手段２７によれば、表示部材が多角柱状をなしている。この外周面を表示面として利用
することで、簡易な構成によって複数の表示面を形成することができ、実用上好ましい構
成を実現できる。
【００９０】
　特に手段１５（複数の表示部材を有する構成）等との組み合わせにおいては、外周面を
構成する各構成面同士（詳しくは隣接する構成面同士）の内角を全て９０°以下とするこ
とで、連続面を形成しやすくすることができる。
【００９１】
　なお例えば、表示部材を、軸線方向が前記表示部材の回動中心軸線の方向と同一の方向
となるように形成された三角柱状、又は軸線方向が前記表示部材の回動中心軸線の方向と
同一方向となるように形成された四角柱状とするとよい。これにより、回動中心軸線と平
行な各外周面を表示面として利用でき、表示部材における構成の煩雑化を抑えつつ、複数
の表示面を有する構成を好適に実現できる。
【００９２】
　手段２８．前記表示部材の後方に設けられ、画像を表示するとともに、前記表示部材に
よって少なくとも一部が遮蔽される表示画面（図柄表示装置１４０の表示画面１４１）と
、
　前記所定の表示位置に前記第１表示面が配置される場合に、前記表示部材によって遮蔽
される遮蔽領域との重なりを回避するように表示画面に表示される画像の表示領域（表示
領域Ｅ３）を変更し、前記所定の表示位置に前記第２表示面が配置される場合に、前記表
示部材によって遮蔽される遮蔽領域との重なりを回避するように表示画面に表示される画
像の表示領域（表示領域Ｅ３）を変更する表示領域可変手段（表示制御装置９２のＭＰＵ
２１２におけるステップＳ２１１の処理を実行する機能）と
を備えていることを特徴とする手段１乃至手段２７のいずれか１つの手段に記載の遊技機
。
【００９３】
　手段２８によれば、表示部材（詳しくは表示面）によって、同表示部材の後方に設けら
れた表示画面が遮蔽される。すなわち、表示部材は、自身の表示面を用いた演出機能に加
え、表示画面を遮蔽する遮蔽機能を併せ有している。
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【００９４】
　各表示面の切り替え操作によって、表示画面における遮蔽される領域が変化することで
、更なる演出の多様化に貢献することができる。
【００９５】
　具体的には、所定の表示位置に第１表示面及び第２表示面の少なくともいずれかが配置
されることに基づき、表示画面に表示される画像の表示領域が変更される。これにより、
表示部材と表示画面との両者を合わせた演出を行うことが可能となり、演出の多様化を一
層好適に促進することができる。
【００９６】
　上述したように表示部材の各表示面においてはそれらの長さ寸法が異なっている。これ
ら各表示面によって表示画面の一部が遮蔽される構成とすれば、表示画面における視認可
能な範囲が変化することとなる。これに基づき表示領域が変化することで、表示部材と表
示画面とを用いた演出の一体感を一層向上することができる。
【００９７】
　例えば、表示面によって表示画面における視認可能な範囲を狭めることで、遊技者に対
して注目すべき部位を示唆しやすくすることができる。特に表示画面の大型化により、演
出規模を広げている場合には、注目すべき部位を限定することにより、遊技者の注意を所
定の領域に向けやすくし、演出効果の向上に貢献することができる。
【００９８】
　手段２９．前記表示部材の後方に設けられ、画像を表示する表示画面（図柄表示装置１
４０の表示画面１４１）と、
　前記表示部材を回動させる駆動手段（第２ステッピングモータ１６７等）と、
　遊技状況に応じて前記第１表示面又は前記第２表示面を前記所定の表示位置に配置する
ように前記駆動手段を駆動制御する駆動制御手段（表示制御装置９２のＭＰＵ２１２にお
けるステップＳ２０９の処理を実行する機能）と、
　前記駆動制御手段による表示面の切替に基づいて、前記表示画面における前記表示領域
を変更する表示領域可変手段（表示制御装置９２のＭＰＵ２１２におけるステップＳ２１
１の処理を実行する機能）と
を備えていることを特徴とする手段１乃至手段２８のいずれか１つの手段に記載の遊技機
。
【００９９】
　表示部材における各表示面の長さ寸法（回動方向における仮想面に沿った長さ寸法）が
異なっており、所定の表示位置に配置された際の表示画面との重なり具合が異なることと
なる。遊技状態に応じて各表示面が所定の表示位置に配置された際に、表示画面における
画像の表示領域をそれら表示面の配置に合わせて変化させることにより、前後に並設され
た表示部材と表示画面とによる一体的な演出を実現できる。
【０１００】
　手段３０．遊技領域（遊技領域１０４）を形成するとともに、透明性を有する遊技盤（
遊技領域形成板１０３）を備え、
　前記表示部材は、前記遊技盤の背面側に配置されているとともに、同遊技盤に対して装
着されていることを特徴とする手段１乃至手段２９のいずれか１つの手段に記載の遊技機
。
【０１０１】
　遊技盤はメンテナンス等の目的で露出される機会が多いと想定される。仮に遊技盤の前
面側すなわち遊技領域側に表示部材を配置した場合、メンテナンス等の度に表示部材が露
出しやすくなり得る。仮に作業者が表示部材に当る等することに起因して表示部材に位置
ずれが生じると、演出が不完全な状態で行われることとなり好ましくない。そこで、本手
段においては、表示部材を遊技盤の背面側に配置することで、上述したメンテナンス等の
際に表示部材が露出される機会を減らしている。これにより、表示部材の視認性を担保し
つつ、表示部材に位置ずれ等の不都合が生じることを好適に回避している。
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【０１０２】
　また、一般的に遊技盤は遊技機固有となる構成であり、機種変更等の際には交換の対象
となりやすい。同様に、演出に係わる構成である表示部材についても遊技機固有の構成と
なりやすいと想定される。これら遊技機固有となり得る構成をまとめることで、機種変更
時の部品交換作業の容易化に貢献できる。これにより、リユースの促進に貢献できる。
【０１０３】
　以下に、本明細書の開示範囲内において上記以外に抽出可能な技術的思想を記載する。
【０１０４】
　手段３１．所定の間隔を隔てて対峙する第１レール部材（下側レール部材４６０）及び
第２レール部材（上側レール部材４８０）を有する支持レールと、
　前記第１レール部材及び前記第２レール部材の間に設けられ、それら第１レール部材及
び第２レール部材によって定められた所定の方向に移動可能な状態で支持されている表示
部材（遮蔽体４１１）と、
　前記表示部材を前記所定の方向に移動させる駆動機構（駆動機構５００）と
を備え、
　前記第１レール部材は、前記所定の方向に延びるとともに、前記表示部材の一端部を支
持するように形成されており、
　前記第２レール部材は、前記第１レール部材と並行となるように延びるとともに、前記
表示部材の他端部を支持するように形成されており、
　前記駆動機構は、
　駆動力を発生する駆動部（スライド用ステッピングモータ５６０）と、
　前記駆動部及び前記表示部材の前記一端部を繋ぐとともに、前記駆動部に発生した駆動
力を同表示部材の一端部に伝える第１駆動力伝達部（下側ベルト部材５１１）と、
　前記駆動部及び前記表示部材の前記他端部を繋ぐとともに、前記駆動部に発生した駆動
力を同表示部材の他端部に伝える第２駆動力伝達部（上側ベルト部材５２１）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０１０５】
　手段３１によれば、表示部材を支持レールに沿って移動させることにより演出を行うこ
とができる。表示部材の両端にはレール部材が配されており、これらレール部材によって
それら両端が支持されている。１の駆動部に発生した駆動力は第１駆動力伝達部及び第２
駆動力伝達部を介して表示部材の両端、すなわち上述の如く各レール部材によって支持さ
れている部分に伝えられることとなる。このように表示部材の両端に駆動力が伝わること
により、表示部材が両レール部材に沿って所定の方向に移動する。
【０１０６】
　例えば表示部材の一端部にのみ動力を伝え、他端部がその一端部の移動に対して従属的
に移動する構成を想定した場合、他端部の動作が一端部の動作に対して遅れやすくなると
考えられる。このような他端部における動作の遅れは、表示部材に揺れや傾き等が生じる
要因となり得る。このような揺れ等の発生を回避しようとすれば、表示部材を機敏に動か
すことが難しくなると懸念される。更には、他端部における動作の遅れ（両端における動
作の不一致）は、表示部材が大きくなるに従って顕著なものとなり得る。表示部材を演出
に用いることを想定すれば、表示部材の大型化によって迫力のある演出を実現したとして
も、演出の流麗さ等が損なわれることは好ましくないと考えられる。この点、本手段に示
すように１の駆動部に発生する駆動力を表示部材の両端に伝える構成とすれば、表示部材
の両端の動きがばらつくことを抑制でき、上述した不都合の発生を好適に抑制することが
できる。すなわち、１の動力部を用いることにより、構成の簡略化を図りつつ、両端の動
きを同期させることが可能となる。これにより、上述した揺れ等の発生を好適に回避でき
、表示部材の機敏で細やかな動きの実現に貢献することができる。また、表示部材の両端
に駆動力を伝える構成とすることにより、両レール部材の間隔に基づく動作ばらつきを抑
えることが可能となり、表示部材の大型化を促進することが可能となる。故に、表示部材
を用いた演出を好適なものとすることができる。



(17) JP 5251373 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

【０１０７】
　手段３２．前記表示部材は複数設けられていることを特徴とする手段３１に記載の遊技
機。
【０１０８】
　手段３２によれば、表示部材を複数設けることにより、表示演出の多様化を図ることが
できる。しかしながら、表示部材を複数有する構成を採用した場合には、レール部材の大
型化を回避しつつ、各表示部材において上述した支持長さを確保することが困難となり得
る。つまり、表示部材以外の演出に関する構成をコンパクトなものとしつつ、演出の多様
化及び円滑化を図ることは困難であると想定される。この点、手段３１に示す構成を適用
することにより、支持長さを短くすることができ、表示部材以外の演出に関する構成をコ
ンパクトなものとすることができる。これにより、複数の表示部材を有する構成とするこ
とにより演出の多様化を図りつつ、それに起因して演出の円滑さが損なわれたり、表示部
材以外の演出に関わる構成の設置スペースが嵩んだりすることを好適に抑制でき、実用上
好ましい構成を実現できる。
【０１０９】
　また、上述の如く表示部材の一端部にのみ動力を伝える構成とし、他端部がその一端部
の移動に対して従属的に移動する構成を想定した場合、一端部を基端として表示部材が傾
きやすくなると想定される。これを抑制するには、第１レール部材における所定の方向で
の支持長さ（支持スパン）を長くする等の対策が必要となり得る。しかしながら、このよ
うに支持長さが長くなることは、表示部材の移動範囲を狭める要因となるため好ましくな
い。更には、支持スパンを長くすることによって表示部材の傾きを抑制したとしても、他
端部に発生するモーメントを払拭することは困難であると考えられ、そのようなモーメン
トは表示部材の動作を妨げる要因となり得るため好ましくない。この点、本手段において
は、表示部材の両端に駆動力を伝える構成とすることにより、支持長さを短くすることが
でき、表示部材の移動範囲の拡張に貢献できる。また、上述したモーメントの発生を抑え
ることにより、表示部材の円滑な移動を実現できる。
【０１１０】
　手段３３．パネル部（遊技領域形成板１０３）と、
　前記パネル部の後方に所定の間隔を隔てて配置され、当該パネル部を通じて遊技機前方
から視認可能となる表示部（図柄表示装置１４０の表示画面１４１）と
を備え、
　前記表示部材，前記第１レール部材，前記第２レール部材及び前記駆動機構は、前記パ
ネル部及び前記表示部によって挟まれた領域に配されており、
　前記各表示部材は、前記パネル部を通じて遊技機前方から視認可能となるものであり、
　前記第１レール部材及び前記第２レール部材は、前記パネル部に沿って配置されている
ことを特徴とする手段３１又は手段３２に記載の遊技機。
【０１１１】
　手段３３によれば、パネル部を介して表示部が視認可能となっており、この表示部を用
いた演出が可能となっている。これら表示部とパネル部との間に、表示部材等を配するこ
とで、表示部及び表示部材を組み合わせた多様な演出を実現することができる。また、表
示部材の前方にパネル部を設けることによって、表示部材へのアクセスを回避することが
可能となっている。これにより、遊技者等によって可動物たる表示部材が触られることを
抑制している。
【０１１２】
　このようにパネル部を有する構成を採用する場合には、表示部をパネル部に対して近づ
けて配置することにより表示部の見やすくすることが好ましい。つまり、表示部とパネル
部との間に形成される隙間はできる限り小さくすることが好ましい。この点、本手段にお
いては、レール部材をパネル部に沿って配置しており、表示部材の動作領域がパネル部及
び表示部の並設方向に大きくなることを抑制している。つまり、パネル部と表示部との隙
間は、表示部材や駆動機構等の表示演出に関する構成の厚みに依存しやすくなっている。
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そこで、手段３１等に示した構成を適用することにより、演出に関する構成の薄型化に貢
献でき、表示部材や駆動機構等の演出に関する構成の設置スペース（厚み）を縮小してい
る。故に、表示部材のパネル部からの離れを抑えることで表示部の見やすくしつつ、演出
の多様化を促進することが可能となっている。
【０１１３】
　なお「パネル部」としては、例えば透明材料からなる遊技盤が挙げられる。遊技盤の前
面側には遊技球が流下する遊技領域が形成されている。このようにパネル部を遊技盤によ
って構成した場合には、本手段に示した構成を「遊技盤と、前記遊技盤の後方に所定の間
隔を隔てて配置され、当該遊技盤を通じて遊技機前方から視認可能となる表示部とを備え
、前記表示部材と前記第１レール部材と前記第２レール部材と前記駆動機構とは、前記パ
ネル部及び前記表示部によって挟まれた領域に配されており、前記表示部材は前記遊技盤
を通じて遊技機前方から視認可能となるものであり、前記第１レール部材及び前記第２レ
ール部材は前記パネル部に沿って配置されていることを特徴とする手段３１又は手段３２
に記載の遊技機。」に置き換えてもよい。
【０１１４】
　手段３４．前記表示部材は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材の並設方向に
延びる軸線を中心として回動可能に支持されており、
　前記表示部材の外周部には、当該表示部材の回動方向に並設され、境界にてコーナー部
分が生じるようにして連続する複数の周面（例えば外周面１５２ａ～１５２ｃ）が形成さ
れており、
　前記複数の周面のうち隣り合う１組の周面はそれぞれ、少なくとも前記所定の表示位置
に配置された場合に遊技機前方から視認可能となる第１表示面（例えば第１外周面１５２
ａ）及び第２表示面（例えば第２外周面１５２ｂ）を構成し、
　前記第１表示面及び前記第２表示面は、隣り合う周面との境界間の長さ寸法が相互に異
なるように形成されており、
　前記表示部材として、個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設けられており
、
　前記第１表示部材と前記第２表示部材とが隣り合うことにより、前記第１表示部材にお
いて当該第１表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面と前記第２表示部材にお
いて当該第２表示部材の所定の表示位置に配置された前記表示面とにより連続面が形成さ
れ、
　前記連続面は、前記第１表示部材の前記各表示面と前記第２表示部材の前記各表示面と
の組み合わせによって、同連続面を形成する各表示面の隣り合う方向における当該連続面
の長さ寸法が変更されるものであることを特徴とする手段３１乃至手段３３のいずれか１
つの手段に記載の遊技機。
【０１１５】
　手段３４によれば、連続面を形成するには、第１表示面及び第２表示面の前記長さ寸法
の小さい方に合わせて支持長さが決定されやすくなる。言い換えれば、表示面の長さ寸法
が制限を受けやすくなり上述した長さ寸法の差違を大きくすることが難しくなる。これは
、各連続面を用いた演出の差別化を困難なものとする要因となり得るため好ましくない。
確かに、各表示部材においてレール部材により支持されている部分をパネル部と表示部と
の並設方向にオフセットすることも可能であり、表示部材の支持長さと表示面の長さ寸法
との相関を弱め、支持長さを大きくしつつ表示面を小さくすることも可能である。しかし
ながら、このような対応は、上述の如くパネル部及び表示部の離れを大きくする要因とな
り得るため好ましくない。
【０１１６】
　以上詳述したように、限られたスペースの中で多様な演出を実現するには、表示部材の
支持長さによる表示部材の移動の安定化ではなく、すなわちそのような支持長さに依存す
る安定化手法ではなく、支持長さに依存しない安定化手法を採用することが好ましいと考
えられる。この点、手段３１等に示した構成を適用することにより、支持長さに対する依
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存を抑えることが可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。すなわち、連続面を形
成する各表示面の長さ寸法に対する制限を弱め、各表示面を用いた演出の差違を明確なも
のとしつつ、それに起因してパネル部と表示部との隙間が広がることを抑制できる。
【０１１７】
　手段３５．前記駆動部は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材の離間方向にお
ける中間位置又は中間位置付近に配置されていることを特徴とする手段３１乃至手段３４
のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【０１１８】
　駆動部に発生する駆動力を第１駆動力伝達部及び第２駆動力伝達部によって表示部材の
両端に伝える構成においては、一端部での移動と他端部での移動とを同期しやすくできる
反面、動力をダイレクトに伝える構成ではないことに起因して動力の伝達タイミングに遅
れ（タイムラグ）が発生することが懸念される。具体的には、伝達経路の長さ（距離）に
よって動力の伝達タイミングに差が生じるおそれがある。この点、駆動部を両レール部材
の離間方向における中間位置又は中間位置付近に配置することにより、第１駆動力伝達部
における伝経経路の長さと、第２駆動力伝達部における伝達経路の長さとの差違を小さく
することができる。これにより、一端部及び他端部のうち一方での動作の遅れを好適に抑
制することができる。例えば、第１駆動力伝達部の伝達経路の長さ及び第２駆動力伝達部
の伝達経路の長さが同等となるように構成するとよい。
【０１１９】
　手段３６．前記表示部材として個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設けら
れているとともに、前記駆動部として前記第１表示部材に対応する第１駆動部及び前記第
２表示部材に対応する第２駆動部が設けられており、
　前記第１駆動部及び前記第２駆動部は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材と
同一面上に前記所定の方向にずらして配置されていることを特徴とする手段３１乃至手段
３５のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【０１２０】
　複数の表示部材を有する構成とすることにより演出の多様化を促進できる反面、そのよ
うに表示部材を複数設けることに起因して演出に関する構成の厚みが増加しやすくなるこ
とが懸念される。そこで、本手段に示すように各駆動部と両レール部材とを同一面上に配
置するとよい。これにより、上述した厚みの増加を抑制することが可能となり、実用上好
ましい構成を実現できる。
【０１２１】
　各駆動部を同一面上に配置した場合、各駆動部に連なる駆動力伝達部の伝達経路が交差
しやすくなると想定される。これを回避すべく駆動力伝達部を例えば前記同一面からオフ
セットして配置することは、演出に関する構成の厚みが増加する要因となり得るため好ま
しくない。この点、本手段に示すように、第１駆動部及び前記第２駆動部を所定の方向に
ずらして配置することにより、駆動力伝達部同士の干渉を同一面上にて回避しやすくでき
、上述したような不都合を好適に解消することができる。
【０１２２】
　手段３７．前記駆動部は、前記支持レールが配置されている領域の外側に配されている
とともに、前記所定の方向に同支持レールと並べて配置されており、
　前記表示部材として個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が設けられていると
ともに、前記駆動部として前記第１表示部材に対応する第１駆動部及び前記第２表示部材
に対応する第２駆動部が設けられており、
　それら各駆動部及び各表示部材は、前記所定の方向に沿って、前記第１駆動部、前記第
２駆動部、前記第１表示部材、前記第２表示部材の順に並べられていることを特徴とする
手段３１乃至手段３６のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【０１２３】
　手段３７によれば、複数の駆動部を集約して配置することにより、駆動力伝達部の伝達
経路に関する構成を簡素化しやすくなっている。これにより駆動力の伝達効率を向上する
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ことが可能となり、更には演出に関する構成の煩雑化を好適に抑制することが可能となる
。
【０１２４】
　また、第１駆動部及び第１表示部材を繋ぐ駆動力伝達部の伝達経路の長さと、第２駆動
部及び第２表示部材を繋ぐ駆動力伝達部の伝達経路の長さとのうち一方が他方に対して極
端に長くなることを回避しやすくできる。これにより、各表示部材をそれぞれ動作させる
構成とした場合に、１の表示部材の動作が他の表示部材の動作に対して遅れるといった不
都合を生じにくくすることができる。例えば、各表示部材に対応する駆動力伝達部の伝達
経路の長さが同等となるように、各駆動部及び各表示部材を配置するとよい。
【０１２５】
　手段３８．前記駆動部は、周方向に複数の歯部が形成された歯車（歯車５６２）を備え
、
　前記第１駆動力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、帯状をなす本体部（ベース部５１
２，５２２）と、前記本体部の長手方向に配列され、前記歯部に係合する係合部（歯部５
１３，５２３）とを有してなり、
　更に、それら第１駆動力伝達部及び第２駆動力伝達部は、前記第１駆動力伝達部の係合
部と前記第２駆動力伝達部の係合部とが前記歯車を挟んで対峙するように配置されている
ことを特徴とする手段３１乃至手段３７のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【０１２６】
　表示部材を用いて表示演出を行う構成においては、表示部材の移動パターンを細かく設
定したり、表示部材の移動速度を変化させたりすることにより、演出の多様化を図ること
ができる。しかしながらその反面、動きを細やかなものとしたり移動速度を高くしたりす
ることにより駆動部と駆動力伝達部との間に発生する負荷がおおきくなり、同駆動力伝達
部の位置ずれ（滑り等）が生じやすくなると懸念される。仮にこのような位置ずれが生じ
ると、演出が正常に行われなくなり、ひいては遊技意欲の減退を招くと想定される。この
点、上述の如く歯部と係合部とを有する構成とすれば、上述した位置ずれを好適に抑制で
き、実用上好ましい構成を実現できる。
【０１２７】
　また、両駆動力伝達部が歯車を挟んで対峙するように配置されている。これにより、構
成の簡素化を図りつつ、表示部材における一端部の移動と他端部の移動とを同期しやすく
できる。更には、両駆動力伝達部に伝わる駆動力に差が生じるといった不都合を好適に抑
制できる。
【０１２８】
　手段３９．前記第１駆動力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、それら両駆動力伝達部
が前記駆動部によって移動されることによって前記表示部材を前記所定の方向に移動させ
るものであり、
　前記第１駆動力伝達部の移動経路を規定する第１規定部（ベルト収容溝４７２、ケーシ
ング５７１，５７２及びケーシング収容部５８２，５８３）と、
　前記第２駆動力伝達部の移動経路を規定する第２規定部（ベルト収容溝４９２、ケーシ
ング５７３，５７４及びケーシング収容部５８４，５８５）と
を備え、
　前記駆動機構は、前記駆動部が搭載されているとともに前記両レール部材に跨って設け
られたベース部（ハウジング５８０）を有し、
　前記第１規定部及び前記第２規定部は、前記レール部材に設けられたレール側規定部（
ベルト収容溝４７２，４９２）と、前記ベース部に設けられたベース側規定部（ケーシン
グ５７１～５７４及びケーシング収容部５８２～５８５）とをそれぞれ有し、
　少なくとも前記ベース側規定部は、前記ベルトが嵌まる溝状又は孔状をなすことを特徴
とする手段３１乃至手段３８のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【０１２９】
　手段３９では、駆動力伝達経路を規定する規定部を設けることによって、駆動力伝達部
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に意図せぬ変位（移動や変形）が生じることを抑制することができる。これにより、駆動
力の伝達経路が変化することを回避することができる。
【０１３０】
　また、例えばベース部によって両レール部材を繋ぐことにより、両レール部材の相対位
置のずれを生じにくくすることができる。特に、ベース部にベース側規定部を設け、同ベ
ース側規定部を溝状又は孔状をなす構成とすることにより、ベース部自身の剛性の向上を
図ることが可能であるため、ベース部による補強機能を好適なものとすることができる。
【０１３１】
　手段４０．前記表示部材として個別に動作する第１表示部材及び第２表示部材が前記所
定の方向に並べて設けられているとともに、前記駆動部として前記第１表示部材に対応す
る第１駆動部及び前記第２表示部材に対応する第２駆動部が設けられており、
　前記第１駆動部及び前記第２駆動部は、前記支持レールが配置されている領域の外側で
あって前記所定の方向に前記支持レールと並ぶ領域において前記所定の方向に並べて配置
されており、
　それら両駆動部のうち前記支持レールの配置領域に近い側の一方に繋がる前記第１駆動
力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、前記両駆動部のうち他方に繋がる前記第１駆動力
伝達部及び前記第２駆動力伝達部よりも前記支持レールの配置領域側に配置されているこ
とを特徴とする手段３１乃至手段３９のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【０１３２】
　手段４０によれば、演出に関する構成の薄型化を図りつつ、駆動力伝達部の伝達経路が
入り組むことを回避することができる。例えば、各駆動部を所定方向及び離間方向の両方
向に直交する方向にずらして配置すれば、駆動力伝達部の伝達経路が交差することを回避
し、伝達経路を簡素化することができる。これは駆動力の伝達効率の向上を図るという点
から見れば好ましいと想定される反面、それら駆動部が前記直交する方向にずれているこ
とに起因して演出に関する構成の薄型化を妨げられることが懸念される。一方、各駆動部
を所定の方向に並設すれば、演出に関する構成の薄型化に貢献できる反面、各駆動部に連
なる駆動力伝達部の伝達経路が交差しやすくなると想定される。これは、駆動力の伝達効
率、ひいては駆動タイミングのずれを大きくする要因となり得るため好ましくない。
【０１３３】
　この点、本手段に示すように、内側の駆動部に繋がる駆動力伝達部と、外側の駆動部に
繋がる駆動力伝達部とを、前者が内側且つ後者が外側となるように配置することにより、
演出に関する構成の薄型化と伝達経路の簡素化とを好適に両立することが可能となる。例
えば各駆動部及び各駆動力伝達部を同一平面上に配置するとよい。
【０１３４】
　手段４１．前記第１駆動力伝達部及び前記第２駆動力伝達部は、それら両駆動力伝達部
が前記駆動部によって移動されることによって前記表示部材を前記所定の方向に移動させ
るものであり、
　前記第１レール部材は、前記各表示部材が移動する第１通路部（溝部４６４）と、前記
各表示部材に繋ながれている各第１駆動力伝達部に個々に対応しそれら各第１駆動力伝達
部の移動経路を規定する複数の第１規定部（ベルト収容溝４７２）とを備え、
　前記第２レール部材は、前記各表示部材が移動する第２通路部（溝部４８４）と、前記
各表示部材に繋ながれている各第２駆動力伝達部に個々に対応しそれら各第２駆動力伝達
部の移動経路を規定する複数の第２規定部（ベルト収容溝４９２）とを備え、
　前記各第１規定部は、前記第１レール部材及び前記第２レール部材の離間方向に並べて
配置されているとともに、前記各第２規定部は、同離間方向に並べて配置されており、
　更に、前記第１通路部及び前記各第１規定部は前記第１レール部材の幅方向に並べて設
けられているとともに、前記第２通路部及び前記各第２規定部は前記第２レール部材の幅
方向に並べて設けられていることを特徴とする手段４０に記載の遊技機。
【０１３５】
　手段４１によれば、上記手段４０に示した構成を好適に実現できる。複数の表示部材が
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所定の方向に並設されている構成においては、それら各表示部材が同一の通路部を通過す
る構成とすることにより、演出に関する構成の薄型化を図りつつ、演出の多様化に貢献で
きる。また、各駆動力伝達部に対応する規定部を設けることにより、駆動力伝達部に意図
せぬ変位（移動や変形）が生じることを抑制することができる。これにより、駆動力の伝
達経路が変化することを回避することができる。
【０１３６】
　複数の表示部材が同一の通路部を通過する構成においては、上述したような薄型化に貢
献できる反面、表示部材の動作領域と駆動力伝達部の移動経路とが離れやすくなる。これ
は駆動力が表示部材に伝わる際に同表示部材に対してモーメントが生じる要因となり、こ
のモーメントが大きくなることによって表示部材の円滑な移動を妨げられやすくなると懸
念される。この点、本手段に示すように通路部及び規定部をレール部材の幅方向に並べて
設けることにより、手段４０に示した構成を実現しつつ、複数の表示部材を有する構成に
おいても表示部材の動作領域と駆動力伝達部の移動経路との離れを抑えることができる。
これにより、上述したようなモーメントが大きくなることを抑制でき、表示部材の円滑な
移動の実現に貢献できる。
【０１３７】
　また、各第１規定部を両レール部材の離間方向に並べて配置するとともに各第２規定部
を同離間方向に並べて配置することにより、各駆動力伝達部を内外にずらして配置するこ
とで演出に関する構成の薄型化を実現することができる。また、表示部材は両レール部材
に跨って設けられているため、上述した離間方向に規定部を並設することで、表示部材（
詳しくは表示部材の動作領域）と駆動力伝達部（詳しくは駆動力伝達部の移動経路）との
距離を同等にしやすくできる。これにより、各表示部材のうち１の表示部材に対して大き
なモーメントが生じることを好適に抑制できる。
【０１３８】
　例えば、レール部材が、前記表示部材を挟んで対向する１組みの対向部と、それら対向
部を繋ぐ連結部とを有する構成とし、それら両対向部の一方に各規定部を並べて形成する
とよい。
【０１３９】
　なお、「第１レール部材の幅方向」及び「第２レール部材の幅方向」は、例えば第１レ
ール部材及び第２レール部材の離間方向と前記所定の方向との両方向に直交する方向を示
している。
【０１４０】
　因みに、手段３１乃至手段４１のいずれか１つの手段を、上記手段１乃至手段３０に適
用してもよい。
【０１４１】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【０１４２】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段（ハンドル装置５９）と、その操作手段の
操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射手段（遊技球発射機構５０）と、その発射さ
れた遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（内レール１０１及び外レール１０２に挟まれ
た領域）と、遊技領域内に配置された各遊技部品（釘１３３等）とを備え、それら各遊技
部品のうち所定の通過部（作動口１０７等）を遊技球が通過した場合に遊技者に特典を付
与する遊技機。
【０１４３】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄
列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動
が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変
動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者
に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【０１４４】
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　（第１の実施の形態）
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０を前方から見た斜視
図、図２はパチンコ機１０の遊技機本体１２の分解斜視図である。なお、図２では便宜上
、パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【０１４５】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能（開閉可能）に取り付けられた遊技機本体１２とを有している。な
お、パチンコ機１０において外枠１１は必須の構成ではなく、遊技場の島設備に外枠１１
が備え付けられた構成としてもよい。
【０１４６】
　外枠１１は、木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている
。パチンコ機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技場に設置さ
れる。なお、外枠１１を合成樹脂やアルミニウム等の金属によって形成することも可能で
ある。
【０１４７】
　外枠１１の一側部に遊技機本体１２が回動可能に支持されている。具体的には、図１に
示すように、外枠１１における上枠部と左枠部との連結部分に上側支持用金具２１が設け
られており、さらに外枠１１における下枠部と左枠部との連結部分に下側支持用金具２２
が設けられている。これら上側支持用金具２１及び下側支持用金具２２により支持機構が
構成され、当該支持機構によって外枠１１に対して遊技機本体１２が回動可能に支持され
ている。
【０１４８】
　また、遊技機本体１２には、図２に示すように、その回動先端部に施錠装置２３が設け
られており、遊技機本体１２を外枠１１に対して閉鎖状態とした場合には施錠装置２３の
鉤部材２４が外枠１１の右枠部の内側面に設けられた鉤受け部にて受けられ、遊技機本体
１２の開放が阻止される。一方、パチンコ機１０前面にて露出させて設けられたシリンダ
錠２５に対して解錠キーを用いて解錠操作を行うことにより、外枠１１の鉤受け部にて鉤
部材２４が受けられた状態が解除され、遊技機本体１２の外枠１１からの開放が可能とな
る。なお、施錠装置２３は、後述する内枠１３と前扉枠１４との施錠を行う機能も有して
いる。
【０１４９】
　遊技機本体１２は、ベース体としての内枠１３と、その内枠１３の前方に配置される前
扉枠１４と、内枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。遊技機
本体１２のうち内枠１３が外枠１１に対して回動可能（開閉可能）に支持されている。詳
細には、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）
として内枠１３が前方へ回動可能とされている。
【０１５０】
　内枠１３には、前扉枠１４が回動可能（開閉可能）に支持されており、正面視で左側を
回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）として前方へ回動可能と
されている。また、内枠１３には、裏パックユニット１５が回動可能（開閉可能）に支持
されており、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端
側）として後方へ回動可能とされている。
【０１５１】
　次に、遊技機本体１２の前面側の構成について説明する。図３は内枠１３の正面図であ
る。
【０１５２】
　内枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース２８を主体として構成さ
れている。樹脂ベース２８の中央部には略楕円形状の窓孔２９が形成されている。樹脂ベ
ース２８にはその後方から遊技盤ユニット１００が着脱可能に取り付けられており、遊技
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盤ユニット１００の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース２８の窓孔２９を通じて内枠
１３の前面側に露出した状態となっている。
【０１５３】
　遊技盤ユニット１００の前面には、内レール１０１と外レール１０２とが取り付けられ
ている。当該遊技盤ユニット１００の前面は、これら内外のレール１０１，１０２により
区画され、略円形状に区画された内側領域に遊技領域が形成されている。そして、これら
内レール１０１と外レール１０２とにより誘導レールが構成され、遊技球発射機構５０か
ら発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【０１５４】
　遊技球発射機構５０は、同図３に示すように、樹脂ベース２８における窓孔２９の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構５０は、電磁式のソレノイド５１と、発射レール
５２と、球送り機構５３とからなり、ソレノイド５１への電気的な信号の入力により当該
ソレノイド５１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構５３によって発射レール５２上
に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【０１５５】
　ここで、図４～図６に基づき遊技盤ユニット１００について詳細に説明する。図４は遊
技盤ユニット１００の正面図、図５は遊技盤ユニット１００の一部を分解して示す分解斜
視図、図６は図４のＡ－Ａ線部分断面図である。
【０１５６】
　図４に示すように、遊技盤ユニット１００は、窓孔２９を塞ぐ略矩形状の遊技領域形成
板１０３を有している。遊技領域形成板１０３は、無色透明のポリカーボネート樹脂から
なり、その前面には上述した遊技領域１０４が形成されている。
【０１５７】
　遊技領域形成板１０３には、自身の板厚方向（前後方向）に貫通する大小複数の貫通孔
が形成されており、各貫通孔には一般入賞口１０５，可変入賞装置１０６，作動口１０７
，スルーゲート１０８及びセンターフレーム１１０がそれぞれ配設されている。各部材の
配置について詳細に説明すれば、センターフレーム１１０が遊技領域１０４の略中央に配
置され、その下方に作動口１０７が配置され、さらにその下方に可変入賞装置１０６が配
置されている。また、センターフレーム１１０の左右両側にはスルーゲート１０８が配置
され、遊技領域１０４の下部両側には一般入賞口１０５が複数配置されている（具体的に
は左側に３個配置され、右側に１個配置されている）。一般入賞口１０５、可変入賞装置
１０６及び作動口１０７に遊技球が入ると検出スイッチ（図示略）により検出され、その
検出結果に基づいて所定数の賞品球が払い出される。
【０１５８】
　その他に、遊技領域１０４の上部右側には第１特定ランプ部１３０及び第２特定ランプ
部１３１が設けられており、遊技領域１０４の下部、詳しくは可変入賞装置１０６の下方
にはアウト口１３２が形成されている。各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口１
３２を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。また、遊技領域
１０４には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘１３３が植設され
ているとともに、風車（役物）１３４等が配設されている。また、図６に示すように、可
変入賞装置１０６や作動口１０７などを遊技領域形成板１０３に固定するためのネジの長
さ寸法や、釘１３３における遊技領域形成板１０３内に打ち込まれている部位の長さ寸法
は遊技領域形成板１０３の厚み寸法よりも十分に小さくなっており、これらネジ及び釘１
３３は遊技領域形成板１０３の背面にまでは達していない。
【０１５９】
　第１特定ランプ部１３０には、その内側に赤、緑、青の３色発光タイプのＬＥＤランプ
が配設されている。そして、作動口１０７への入賞をトリガとして、所定の順序で発光色
の切り替えが行われる。具体的には、作動口１０７への入賞をトリガとして、赤色光が点
灯され、その状態で所定時間が経過すると緑色光に発光色が切り替えられる。そして、緑
色光が点灯された状態で前記所定時間が経過すると青色光に発光色が切り替えられる。そ
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の後、発光色の切り替え停止時期がくるまで、赤色、緑色、青色という順序で発光色の切
り替えが繰り返し行われる。これにより、第１特定ランプ部１３０には、赤色、緑色、青
色が、この順序で繰り返し表示されることとなる。そして、最終的に赤色又は緑色が停止
表示された場合には大当たりが発生し、青色が停止表示された場合には大当たりが発生し
ない。また、最終的に赤色で停止表示された場合と、最終的に緑色で停止表示された場合
とで、大当たりの種類が異なり、前者の方が遊技者に有利な大当たりが発生することとな
る。
【０１６０】
　一方、第２特定ランプ部１３１には、その内側に赤、緑の２色発光タイプのＬＥＤラン
プが配設されている。この第２特定ランプ部１３１は、スルーゲート１０８の遊技球の通
過をトリガとして、所定の順序で発光色の切り替えが行われる。具体的には、遊技球がス
ルーゲート１０８を通過すると、赤色光の点灯と緑色光の点灯とが交互に行われる。これ
により、第２特定ランプ部１３１には、赤色、緑色が交互に表示されることとなる。そし
て、赤色が停止表示された場合には、作動口１０７に付随する電動役物が所定時間だけ開
放状態となるよう構成されている。
【０１６１】
　可変入賞装置１０６は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞しにくい閉状態になって
おり、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り替えられるようになっ
ている。より詳しくは、大当たりが発生すると、可変入賞装置１０６が所定の開放状態と
なり、遊技球が入賞し易い状態となる。可変入賞装置１０６の開放態様としては、所定時
間（例えば３０秒間）の経過又は所定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、
可変入賞装置１０６内の継続入賞口への入賞を条件として次ラウンドへの移行条件成立と
し、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）を上限として可変入賞装置１０６が繰り返し開
放されるものが一般的である。なお、可変入賞装置１０６の駆動制御は、後述する主制御
装置により行われる。
【０１６２】
　センターフレーム１１０は、当該センターフレーム１１０の上部を構成する屋根フレー
ム１１１と、センターフレーム１１０の下部を構成するステージフレーム１１２とから構
成されている。これら屋根フレーム１１１及びステージフレーム１１２は、アクリル樹脂
などといった透明性を有する材料により形成されている。そして、これら各フレーム１１
１，１１２が連結されることで、センターフレーム１１０は全体として枠状をなしている
。
【０１６３】
　屋根フレーム１１１はその全体が後方に開放された溝形状をなしており、遊技領域形成
板１０３に固定されることで後方への開放部分が塞がれ手前側球通路１１３が形成されて
いる。手前側球通路１１３は、屋根フレーム１１１の上部に形成された開口１１４を入口
として左右に形成されている。また、屋根フレーム１１１の左右の下端部１１５は後方へ
延出しており、遊技領域形成板１０３に形成された貫通孔を貫通している。これら下端部
１１５はステージフレーム１１２に連結されており、これにより手前側球通路１１３がス
テージフレーム１１２に連通されている。
【０１６４】
　ステージフレーム１１２は前側ステージ部材１２１と後側ステージ部材１２２とから構
成されており、両者が遊技領域形成板１０３に形成された貫通孔を介して組み付けられて
いる。前側ステージ部材１２１は前後に開口されているのに対して、後側ステージ部材１
２２はその全体が前方に開放された溝形状をなしている。後側ステージ部材１２２におけ
る左右両側部の開放部分が遊技領域形成板１０３の背面により塞がれ奥側球通路１２３が
形成されている。奥側球通路１２３は手前側球通路１１３に連通されている。また、前側
ステージ部材１２１と後側ステージ部材１２２とにより、奥側球通路１２３を通過した遊
技球が左右方向に転動するステージ１２４が形成されている。
【０１６５】
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　ステージ１２４には、その中央に後方案内部１２５が形成されており、さらに後方案内
部１２５を挟むようにして前方案内部１２６が形成されている。十分に減速されて後方案
内部１２５に到達した遊技球は後側ステージ部材１２２に形成された誘導通路１２７に案
内され、誘導通路１２７から遊技領域１０４内に排出される。この場合に、誘導通路１２
７の出口は作動口１０７の鉛直上方に位置しており、両者の間に釘１３３などの障害とな
る部材が配設されていない。よって、誘導通路１２７を通過した遊技球は作動口１０７に
入球し易くなっている。一方、十分に減速されて前方案内部１２６に到達した遊技球はそ
のまま遊技領域１０４内に排出される。
【０１６６】
　センターフレーム１１０における遊技球の動きを簡単に説明すると、屋根フレーム１１
１の開口１１４に入った遊技球は左右いずれかの手前側球通路１１３を通過して、奥側球
通路１２３に到達する。奥側球通路１２３に到達した遊技球は当該奥側球通路１２３を通
過して、ステージ１２４に到達する。ステージ１２４に到達した遊技球は当該ステージ１
２４上を左右に転動する。そして、転動の結果、後方案内部１２５に到達した遊技球は誘
導通路１２７を通過することで作動口１０７に向けて誘導される。一方、前方案内部１２
６に到達した遊技球は作動口１０７に向けて誘導されることなく、遊技領域１０４内に排
出される。
【０１６７】
　また、図５等に示すように、遊技領域形成板１０３の背側の一部には絵柄等の装飾が付
与されてなる第１シート材１２８及び第２シート材１２９（いわゆるセルシート）が取り
付けられている。詳しくは、各シート材１２８，１２９は遊技領域形成板１０３の背面に
対して貼り付けられている。これら各シート材１２８，１２９によって遊技領域形成板１
０３の意匠性の向上が図られているとともに、当該遊技領域形成板１０３の背面の一部が
後方から覆われた状態となっている。なお、シート材１２８，１２９をネジ等の固定手段
によって固定することも可能である。
【０１６８】
　第１シート材１２８は、遊技領域形成板１０３におけるセンターフレーム１１０によっ
て囲われた領域よりも上側の領域、詳しくは屋根フレーム１１１よりも上側の領域を覆っ
ている。また、第２シート材１２９は、遊技領域形成板１０３におけるセンターフレーム
１１０によって囲われた領域よりも下側の領域、詳しくはステージフレーム１１２よりも
下側の領域を覆っている。両シート材１２８，１２９は遮光性を有しているため、遊技領
域形成板１０３における中央領域においては遊技領域形成板１０３の後方の視認が許容さ
れるとともに、中央領域を挟んだ両側（詳しくは上下両側）においては遊技領域形成板１
０３の後方の視認が不可となっている。以下便宜上、後方の視認が許容されている領域を
透過領域Ｅ１と称する。
【０１６９】
　図５等に示すように、遊技領域形成板１０３の背面には、両シート材１２８，１２９に
対応して段差状に凹んだ収容段差部１０３ａ，１０３ｂが形成されている。これら収容段
差部１０３ａ，１０３ｂに各シート材１２８，１２９が収容されることで、遊技領域形成
板１０３の後方への両シート材１２８，１２９の突出が抑えられている。なお、第１シー
ト材１２８に関しては、遊技領域形成板１０３の貫通孔に連通する開口が複数形成されて
おり、上述した可変入賞装置１０６やセンターフレーム１１０等との干渉が回避されてい
る。
【０１７０】
　以上詳述した遊技盤ユニット１００の後方には、作動口１０７への入賞等をトリガとし
て図柄を可変表示する図柄表示装置１４０が設けられている（図８等参照）。
【０１７１】
　図柄表示装置１４０は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されている
。より具体的には、図柄の変動表示や各種演出を表示する表示画面（液晶ディスプレイ）
１４１と、その表示画面１４１を囲う枠部１４２とを備えており、後述する表示制御装置
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によって表示画面１４１に表示される内容が制御される。
【０１７２】
　また、表示画面１４１はその面積が遊技領域１０４よりも広くなっており、前方から見
て遊技領域１０４の全体が表示画面１４１に含まれるように図柄表示装置１４０が配置さ
れている。
【０１７３】
　表示画面１４１には、例えば左、中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上
下方向にスクロールされるようにして変動表示されるようになっている。そして、予め設
定されている有効ライン上に所定の組み合わせの図柄が停止表示された場合には、特別遊
技状態（以下、大当たりという）が発生することとなる。
【０１７４】
　図柄表示装置１４０は、遊技盤ユニット１００の奥側に、当該遊技盤ユニット１００に
対して所定の間隔を隔てて配置されており、枠部１４２が樹脂ベース２８に対してネジ止
めされることにより、内枠１３に対して一体化されている。このため、内枠１３が回動等
した場合であっても、遊技盤ユニット１００と図柄表示装置１４０とが相対位置の関係を
維持したまま内枠１３に追従して移動する。すなわち、上記所定の間隔が維持される構成
となっている。このように図柄表示装置１４０と遊技盤ユニット１００との間に所定の間
隔を確保することにより、可変入賞装置１０６や作動口１０７等の遊技領域形成板１０３
の背面からの突出を許容しつつ、それら可変入賞装置１０６等と図柄表示装置１４０との
干渉が回避されている。
【０１７５】
　また、遊技領域１０４に打ち出され、一般入賞口１０５、可変入賞装置１０６及び作動
口１０７等に入った遊技球は、遊技領域形成板１０３に形成された貫通孔を通って遊技盤
ユニット１００の奥側（すなわち図柄表示装置１４０側）へと導かれる。この場合に、図
６等に示すように、遊技領域形成板１０３と図柄表示装置１４０との間に形成された空間
には排出通路形成部材１４５が設けられており、奥側へと導かれた遊技球はこの排出通路
形成部材１４５に形成された排出通路１４６を通過してパチンコ機１０の外部へ排出され
る。
【０１７６】
　以上詳述したように遊技領域形成板１０３と図柄表示装置１４０との間に所定の空間を
設けることにより、同空間への各種部材の配置を可能としている。これら各種部材に関す
る詳細については後述する。
【０１７７】
　内枠１３の前面側全体を覆うようにして前扉枠１４が設けられている。前扉枠１４には
、図１等に示すように、遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした
窓部５４が形成されている。窓部５４は、略楕円形状をなし、透明性を有する窓パネル５
５が嵌め込まれている。窓部５４の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている
。また、左上及び右上の位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ５
６が設けられている。
【０１７８】
　前扉枠１４における窓部５４の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部５７と下側膨出
部５８とが上下に並設されている。上側膨出部５７内側には上方に開口した上皿５７ａが
設けられており、下側膨出部５８内側には同じく上方に開口した下皿５８ａが設けられて
いる。上皿５７ａは、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整
列させながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿５８ａは
、上皿５７ａ内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【０１７９】
　下側膨出部５８の右方には、手前側へ突出するようにしてハンドル装置５９が設けられ
ている。ハンドル装置５９が操作されることにより、遊技球発射機構から遊技球が発射さ
れる。
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【０１８０】
　次に、遊技機本体１２の背面側の構成について説明する。図７は裏パックユニット１５
の正面図である。
【０１８１】
　裏パックユニット１５は、図７に示すように、裏パック７１を備えており、当該裏パッ
ク７１に対して、払出機構部７２及び制御装置集合ユニット７３が取り付けられている。
裏パック７１は透明性を有する合成樹脂により形成されており、払出機構部７２などが取
り付けられるベース部７４と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形状をなす保護カバ
ー部７５とを有する。
【０１８２】
　ベース部７４には、その右上部に外部端子板７６が設けられている。外部端子板７６に
は各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技場側の管理制御装置
に対して各種信号が出力される。ベース部７４には、保護カバー部７５を迂回するように
して払出機構部７２が配設されている。すなわち、裏パック７１の最上部には上方に開口
したタンク７７が設けられており、タンク７７には遊技場の島設備から供給される遊技球
が逐次補給される。タンク７７の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレー
ルが連結され、タンクレールの下流側には上下方向に延びるケースレールが連結されてい
る。ケースレールの最下流部には払出装置７８が設けられている。払出装置７８より払い
出された遊技球は、当該払出装置７８の下流側に設けられた図示しない払出通路を通じて
、上皿５７ａ又は下皿５８ａに排出される。
【０１８３】
　払出機構部７２には、裏パック基板７９が設置されている。裏パック基板７９には、例
えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチの切替操作により電源ＯＮ又は電
源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１８４】
　ベース部７４の下端部には、制御装置集合ユニット７３が取り付けられている。制御装
置集合ユニット７３は、横長形状をなす取付台８１を有し、取付台８１に払出制御装置８
２と電源及び発射制御装置８３とが搭載されている。これら払出制御装置８２と電源及び
発射制御装置８３とは、払出制御装置８２がパチンコ機１０後方となるように前後に重ね
て配置されている。
【０１８５】
　払出制御装置８２は、基板ボックス８４内に払出装置７８を制御する払出制御基板が収
容されて構成されている。電源及び発射制御装置８３は、基板ボックス８５内に電源及び
発射制御基板が収容されて構成されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所
定の電力が生成されて出力され、さらに遊技者によるハンドル装置５９の操作に伴う遊技
球の打ち出しの制御が行われる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有して
おり、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時
の状態に復帰できるようになっている。
【０１８６】
　また、本実施の形態においては、遊技盤ユニット１００を介して視認される表示領域の
位置及びその範囲を変化させる表示領域可変機構１５０を備えている。そこで以下、その
表示領域可変機構１５０及びそれに関連する構成について図９，図１０に基づき詳細に説
明する。図９は遊技盤ユニット１００及び表示領域可変機構１５０を示す分解斜視図、図
１０は図９のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【０１８７】
　図９等に示すように、表示領域可変機構１５０は、遊技盤ユニット１００の背面側、詳
しくは遊技盤ユニット１００と図柄表示装置１４０とによって挟まれた前記空間内に配置
されている。表示領域可変機構１５０は、表示画面１４１に対して重なる複数（本実施の
形態においては６つ）の遮蔽ユニット１５１と、それら遮蔽ユニット１５１の移動方向を
規定する一対のレール部材１７０，１９０（詳しくは下側レール部材１７０及び上側レー



(29) JP 5251373 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

ル部材１９０）とによって構成されている。
【０１８８】
　遮蔽ユニット１５１は主として、表示領域の一部を遮蔽する遮蔽体１５２と、当該遮蔽
体１５２を支持する支持部１５３とからなる。遮蔽体１５２は、遮光性を有する有色の合
成樹脂材料によって形成されており、遊技領域形成板１０３の背面に沿って上下方向に延
びる角柱状をなしている。遮蔽体１５２の長さ寸法は透過領域Ｅ１における上下方向の長
さ寸法よりも大きく設定されており、同遮蔽体１５２の各端部が前後方向にて各シート材
１２８，１２９と重なるように配置されている。なお、遮蔽体１５２を構成し、当該遮蔽
体１５２の長手方向に延びる各周面には所定の絵柄等の各種装飾が付与（詳しくは印刷）
されているが、これら各絵柄についての詳細は後述する。
【０１８９】
　遮蔽体１５２には、当該遮蔽体１５２の長手方向と同一方向（上下方向）に延びる貫通
孔１６０が形成されており、当該貫通孔１６０にアルミニウム等の軽金属によって形成さ
れた円柱状の軸体１６１が挿通されている。この軸体１６１は貫通孔１６０に挿通された
状態で遮蔽体１５２に接着されており、それら遮蔽体１５２及び軸体１６１が一体化され
ている。軸体１６１の中心軸線Ｘは、貫通孔１６０と同様に遮蔽体１５２の長手方向（上
下方向）に延びており、遊技領域形成板１０３の背面に対して平行となっている。そして
、この中心軸線Ｘを中心として遮蔽体１５２が回動可能となっている。軸体１６１におけ
る支持部１５３側の端部は当該支持部１５３に連結されている。支持部１５３が下側レー
ル部材１７０に移動可能に支持されている。
【０１９０】
　下側レール部材１７０は、排出通路形成部材１４５の後方に配置されている。すなわち
、下側レール部材１７０は排出通路形成部材１４５と図柄表示装置１４０との間に挟まれ
た位置に配されている。下側レール部材１７０は左右方向（水平方向）に延びており、そ
の全長は遊技領域形成板１０３の幅寸法（左右方向における長さ寸法）とほぼ同等となる
ように形成されている。更に詳しくは、下側レール部材１７０は遊技領域形成板１０３の
背面と平行となるように形成されている。
【０１９１】
　下側レール部材１７０には遊技領域形成板１０３に対する取付部材としてのスペーサ部
材１７１，１７２が複数装着されており、これらスペーサ部材１７１，１７２を介するこ
とで遊技領域形成板１０３の背面に対して所定の間隔を隔てた状態で固定されている（ス
ペーサ部材１７２に関しては図９参照）。つまり、スペーサ部材１７１，１７２によって
遊技領域形成板１０３の背面から離間した状態で固定されている。スペーサ部材１７１，
１７２による遊技領域形成板１０３からのオフセット量は、上述した排出通路形成部材１
４５等の遊技領域形成板１０３からの突出量よりも大きく設定されており、それら排出通
路形成部材１４５等と下側レール部材１７０（表示領域可変機構１５０）との干渉が回避
されている。
【０１９２】
　また、下側レール部材１７０は、第２シート材１２９の後方に配置されており、その全
域において同第２シート材１２９と重なっている。これにより、パチンコ機１０の正面側
からは、下側レール部材１７０を視認しにくくなっている。
【０１９３】
　ここで、図１０に基づき下側レール部材１７０と支持部１５３との相互の関係について
詳細に説明する。下側レール部材１７０は、遊技領域形成板１０３の背面と平行な前側板
部１７５と、当該前側板部１７５に対し所定の間隔を隔てて対峙する後側板部１７６と、
それら両板部１７５，１７６を繋ぐ底板部１７７とによって構成されており、これら各板
部１７５，１７６，１７７の内面によって当該下側レール部材１７０の長手方向と同一方
向に延びる溝部１７８が形成されている。溝部１７８は左方，右方及び上方に向けて開放
されており、この溝部１７８に遮蔽ユニット１５１の支持部１５３が嵌まっている、詳し
くは、支持部１５３は、その上部が溝部１７８から突出した状態で嵌まっている。
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【０１９４】
　支持部１５３はその外殻を構成する本体１５４を備えている。本体１５４は全体として
略直方体状をなしており、前側板部１７５に対向する前側壁部１５５と、後側板部１７６
に対向する後側壁部１５６と、底板部１７７に対向する下側壁部１５７とを有している。
【０１９５】
　下側レール部材１７０の前側板部１７５及び後側板部１７６には、遮蔽ユニット１５１
の移動方向を規制する規制部１８０が形成されている。規制部１８０は、前側板部１７５
から溝部１７８内方（すなわち前側壁部１５５）側に起立するとともに相互に対向する２
つの板状部１８１と、後側板部１７６から溝部１７８内方（すなわち後側壁部１５６）側
に起立するとともに相互に対向する２つの板状部１８２とからなり、それら各板状部１８
１，１８２の先端が支持部１５３の前側壁部１５５及び後側壁部１５６にそれぞれ接触し
ている。これにより、遮蔽ユニット１５１の前後方向への位置ずれが抑えられている。よ
り詳しくは、板状部１８１，１８２は、下側レール部材１７０の両端部に渡って形成され
ている。このため支持部１５３が移動した場合であっても板状部１８１，１８２と壁部１
５５，１５６の接触が維持され、支持部１５３の移動方向が規制されることとなる。
【０１９６】
　また、規制部１８０は、相対向する前側の板状部１８１によって挟まれてなる前側ガイ
ド溝１８３と、相対向する後側の板状部１８２によって挟まれてなる後側ガイド溝１８４
とを有している。支持部１５３の壁部１５５，１５６には、ガイド溝１８３，１８４と同
一方向に延びているとともに、それらガイド溝１８３，１８４に嵌まる突条部１５５ａ，
１５６ａが一体成形されており、当該突条部１５５ａ，１５６ａの上下両面がガイド溝１
８３，１８４に対して接触していることで、遮蔽ユニット１５１の浮き上がり等が抑えら
れている。これにより、支持部１５３の下側壁部１５７と、下側レール部材１７０の底板
部１７７との位置関係が一定に保たれている。以上詳述した規制部１８０及び突条部１５
５ａ，１５６ａによって支持部１５３の移動方向が一の方向に規定されている。
【０１９７】
　すなわち、遮蔽ユニット１５１は、支持部１５３が溝部１７８の規制部１８０に沿って
摺動することにより、左右方向へスライド移動可能となっている。換言すれば、遮蔽ユニ
ット１５１は下側レール部材１７０によって規定された所定の方向への移動を許容された
状態で支持されている。このように遮蔽ユニット１５１のスライド移動方向を規制する点
に着目すれば、下側レール部材を「規制手段」又は「案内手段」と称することも可能であ
る。
【０１９８】
　軸体１６１における支持部１５３側と反対の端部は遮蔽体１５２から上方に向けて延出
しており（以下、この延出した部分を延出部１６２と称する）、この延出部１６２に対応
して上述した上側レール部材１９０が設けられている。
【０１９９】
　上側レール部材１９０は、下側レール部材１７０の長手方向と同一の方向（水平方向）
に延びており、その全長は下側レール部材１７０の全長と同等となっている。更には、下
側レール部材１７０と同様に遊技領域形成板１０３の背面と平行となるように形成されて
いる。また、下側レール部材１７０と同様に複数のスペーサ部材１９１，１９２を介して
遊技領域形成板１０３に固定されていることにより、遊技領域形成板１０３に対して所定
の隙間が確保されている。そして、上側レール部材１９０は第２シート材１２９の背面側
に配置されており、その全体が第２シート材１２９と前後に重なっている。このため、上
側レール部材１９０パチンコ機１０前方から視認しづらくなっている。
【０２００】
　上側レール部材１９０には、前記延出部１６２に対応するとともに、下側レール部材１
７０側に開放され、当該下側レール部材１７０の溝部１７８に対向する陥欠部１９３が形
成されている。換言すれば、陥欠部１９３は、パチンコ機１０における前後位置（遊技領
域形成板１０３に対する前後位置）が下側レール部材１７０の溝部１７８と同一且つ当該
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溝部１７８と平行となるように形成されている。
【０２０１】
　陥欠部１９３は、相互に対向するとともに軸体１６１の中心軸線方向と同一方向に延び
る一対の対向板部１９４，１９５によって構成されており、それら両対向板部１９４，１
９５の間に軸体１６１の延出部１６２が挟まれている。これにより、軸体１６１の先端側
における位置ずれ（詳しくは前後方向への位置ずれ）が抑えられている。更に、両対向板
部１９４，１９５は、上側レール部材１９０の両端部に渡って形成されており、遮蔽ユニ
ット１５１が移動する際には、延出部１６２が陥欠部１９３内を摺動する。これにより上
側レール部材１９０と遮蔽ユニット１５１との引っ掛かり状態が維持される。
【０２０２】
　また、軸体１６１の延出部１６２は陥欠部１９３よりも上方、すなわち上側レール部材
１９０の内部空間側に突出しており、その先端には当該軸体１６１の放射方向に延びる円
板状のストッパ１６３が一体成形されている。ストッパ１６３においては、自身の板面が
対向板部１９４，１９５の先端に所定の間隔を隔てて対峙している。これにより、遮蔽ユ
ニット１５１と上側レール部材１９０とを組み合わせる際に遮蔽ユニット１５１が上側レ
ール部材１９０から抜け落ちるといった不都合が生じにくくなっている。また、対向板部
１９４，１９５との間に所定の間隔が確保されていることで、遮蔽ユニット１５１が移動
した際のストッパ１６３と対向板部１９４，１９５との支えが回避されている。
【０２０３】
　なお、上述の如く下側レール部材１７０及び上側レール部材１９０の両側の端部には、
左右両側への開放部位が形成されており、これら開放部位を通じて支持部１５３を挿入す
ることで、遮蔽ユニット１５１の組み付けがなされる。すなわち、前記開放部位は遮蔽ユ
ニット１５１を挿入する挿入部１８６，１９６を構成している。下側レール部材１７０及
び上側レール部材１９０にはそれら各部材に対して別体で形成され、挿入部１８６，１９
６を塞ぐカバー部材１８７，１９７がネジ等の締結具によって取り付けられている。これ
により、遮蔽ユニット１５１の抜け落ち等が回避されている。
【０２０４】
　以上詳述したように遮蔽ユニット１５１の上下に配された下側レール部材１７０及び上
側レール部材１９０によって同遮蔽ユニット１５１の移動方向が規定されることで、遮蔽
ユニット１５１の倒れや位置ずれ等が好適に抑えられている。
【０２０５】
　ここで、図１０に基づき遮蔽ユニット１５１の駆動に関する構成について詳細に説明す
る。
【０２０６】
　支持部１５３の本体１５４内には、下側レール部材１７０により規定された所定方向へ
のスライド移動を実現する動力源として第１ステッピングモータ１６５が収容されている
。より詳しくは、第１ステッピングモータ１６５に対応して本体１５４に形成された第１
収容部１５４ａ内に当該第１ステッピングモータ１６５が嵌まった状態で固定されている
。
【０２０７】
　第１ステッピングモータ１６５における回転軸としての鉄心１６５ａは遊技領域形成板
１０３に対して直交する方向（すなわち前後方向）に延びており、その先端部には円板状
をなすとともにその外周に複数の歯が形成されたピニオン（歯車）１６５ｂが装着されて
いる。ピニオン１６５ｂの外周部（詳しくは歯の部分）は、下側壁部１５７に形成された
開口１５７ａを介して底板部１７７側に突出しており、下側レール部材１７０側に設けら
れた長尺状のラック１６６に対して噛み合っている。より詳細には、ラック１６６は、下
側レール部材１７０の長手方向寸法とほぼ同一の長さ寸法を有しており、その長手方向に
ピニオン１６５ｂに対応する複数の歯が配列されてなる。下側レール部材１７０の底板部
１７７にはラック１６６を設置する設置部１７９が形成されており、ラック１６６は設置
部１７９に嵌まった状態で接着材により固定されている。
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【０２０８】
　第１ステッピングモータ１６５が動作し鉄心１６５ａが回動することにより、ピニオン
１６５ｂとラック１６６とが噛み合う。これにより、下側レール部材１７０に対して遮蔽
ユニット１５１がスライド移動することとなる。すなわち、上述したピニオン１６５ｂ及
びラック１６６によって第１ステッピングモータ１６５に発生する動力を伝える動力伝達
手段が構成されている。
【０２０９】
　また、本体１５４の後側壁部１５６には、第１収容部１５４ａに連なる開口部１５６ｂ
が形成されており、当該開口部１５６ｂを介して図示せぬ配線が第１ステッピングモータ
１６５に接続されている。更に、下側レール部材１７０の後側板部１７６には上記配線が
通る長孔１７６ａが形成されており、この配線を介して、第１ステッピングモータ１６５
と下側レール部材１７０の外部に配置された図示せぬ中継基板とが電気的に接続されてい
る。
【０２１０】
　同図１０に示すように、本体１５４内には、遮蔽体１５２の回転移動を実現する動力源
として第２ステッピングモータ１６７が収容されている。より詳しくは、第２ステッピン
グモータ１６７に対応して本体１５４に形成された第２収容部１５４ｂ内に当該第２ステ
ッピングモータ１６７が嵌まった状態で固定されている。
【０２１１】
　第２ステッピングモータ１６７における回転軸としての鉄心１６７ａは前記軸体１６１
の中心軸線方向と同一の方向（すなわち上下方向）に延びており、その先端部が本体１５
４の上側壁部１５８に形成された貫通孔１５８ａから突出している。軸体１６１には鉄心
１６７ａに対応する穴状の嵌合部１６４が形成されており、この嵌合部１６４に対して鉄
心１６７ａが嵌まることで、それら鉄心１６７ａと軸体１６１とが連結されている。つま
り、第２ステッピングモータ１６７の動作に伴って鉄心１６７ａが回動することで軸体１
６１が回動する。これにより、遮蔽体１５２が回動することとなる。
【０２１２】
　なお、本体１５４の後側壁部１５６には第２収容部１５４ｂに連通する連通孔１５６ｃ
が形成されている。この連通孔１５６ｃを介して図示せぬ配線が第２ステッピングモータ
１６７に連なっている。この配線は前記長孔１７６ａを介して前記中継基板に繋がってお
り、当該配線によって第２ステッピングモータ１６７と中継基板とが電気的に接続されて
いる。
【０２１３】
　本実施の形態においては特に、駆動源としてステッピングモータ１６５，１６７を用い
る構成とした。ステッピングモータ１６５，１６７においては、前記中継基板を介して入
力されるパルス数に依存してその回転角度が決定される。このため、第１ステッピングモ
ータ１６５においては下側レール部材１７０上でのスライド量を当該パルス数によって規
定することができ、第２ステッピングモータ１６７においては遮蔽体１５２の回転状態（
すなわち遮蔽体１５２の向き）を当該パルス数によって規定することができる。これによ
り、遮蔽ユニット１５１の位置決め制御を好適に実現可能となっている。
【０２１４】
　次に、図９～図１１に基づき上述した遮蔽体１５２について詳細に説明する。図１１（
ａ）は遮蔽体１５２をその軸線方向から見た概略図、図１１（ｂ）は遮蔽体１５２の回動
状態を示す概略図である。
【０２１５】
　図９等に示すように、遮蔽体１５２は軸線方向に延びる複数の外周面を備えている。よ
り詳しくは、遮蔽体１５２は三角柱状をなすとともに、３つの異なる外周面１５２ａ～１
５２ｃを備えている。すなわち、中心軸線と直交する断面がいずれの位置においても同様
の三角形状をなしている。それら各外周面１５２ａ～１５２ｃは、略長方形状をなすとと
もに、それぞれ異なる幅寸法（すなわち、外周面１５２ａ～１５２ｃ自身の短手方向にお
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ける長さ寸法）を有している。換言すれば、回動方向（各外周面１５２ａ～１５２ｃの並
設方向）における長さ寸法が異なっている。更に言い換えれば、隣り合う外周面１５２ａ
～１５２ｃとの境界間の間隔寸法、すなわちそれら外周面１５２ａ～１５２ｃに沿った長
さ寸法が異なっている。以下説明の便宜上、幅寸法の小さな順に第１外周面１５２ａ，第
２外周面１５２ｂ，第３外周面１５２ｃと称する。
【０２１６】
　図９～図１１に示すように各外周面１５２ａ～１５２ｃはそれぞれ平面状をなしている
。そして、軸体１６１の中心軸線Ｘ（すなわち回転中心）からの第１外周面１５２ａまで
の最短距離寸法Ｌ１と、中心軸線Ｘからの第２外周面１５２ｂまでの最短距離寸法Ｌ２と
、中心軸線Ｘから第３外周面１５２ｃまでの最短距離寸法Ｌ３とが同一となっている。こ
のため、図１１（ｂ）に示すように各外周面１５２ａ～１５２ｃが遊技領域形成板１０３
（詳しくはその背面）に対して平行となった状態、すなわち所定の表示位置に配置された
状態においては、それら各外周面１５２ａ～１５２ｃが同一の仮想平面Ｐ上に位置するこ
ととなる。すなわち、各外周面１５２ａ～１５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置している状態に
おいては、各外周面１５２ａ～１５２ｃと遊技領域形成板１０３との間隔寸法Ｄ１は同一
又は略同一となる。
【０２１７】
　仮想平面Ｐは、遊技領域形成板１０３の背面と平行となるように構成されており、各外
周面１５２ａ～１５２ｃが上述した回動中心軸線Ｘを中心として所定の表示位置に配置さ
れた場合には、それら各外周面１５２ａ～１５２ｃの少なくとも一部が仮想平面Ｐ上で互
いに重なり合う構成となっている。言い換えれば、回動中心軸線Ｘを中心に外周面１５２
ａ～１５２ｃの切り替えが行われた場合には、それら各外周面１５２ａ～１５２ｃの少な
くとも一部が上述した仮想平面Ｐの一部にそれぞれ重なるように、各外周面１５２ａ～１
５２ｃは形成されている。第１外周面１５２ａ及び第３外周面１５２ｃについては特に、
回動中心軸線Ｘを中心に切り替えが行われた場合には、第１外周面１５２ａは仮想平面Ｐ
における第３外周面１５２ｃの配置される領域にその全体が含まれる。なお、第２外周面
１５２ｂについても同様に、回動中心軸線Ｘを中心に切り替えが行われた場合には、第１
外周面１５２ａは仮想平面Ｐにおける第２外周面１５２ｂの配置される領域にその全体が
含まれる構成としてもよい。
【０２１８】
　また、間隔寸法Ｄ１は、遮蔽体１５２が回転した場合の第１外周面１５２ａの移動範囲
Ｅ２と遊技領域形成板１０３とが重ならないように設定されている。このため、遮蔽体１
５２が回転した場合に第１外周面１５２ａと遊技領域形成板１０３との干渉が好適に回避
される。なお、図１１（ｂ）には移動範囲Ｅ２の一部のみを示す。
【０２１９】
　ここで、図１１（ｂ）に基づいて遮蔽体１５２の状態切替及びそれに関連する構成につ
いて詳細に説明する。遮蔽体１５２は上述した第２ステッピングモータ１６７によって３
つの異なる状態に切替可能となっている。具体的には、第１外周面１５２ａが遊技領域形
成板１０３に対向する（平行となる）第１の状態を基準として、第２外周面１５２ｂが遊
技領域形成板１０３に対向する（平行となる）第２の状態と、第３外周面１５２ｃが遊技
領域形成板１０３に対向する（平行となる）第３の状態とに切替可能となっている。
【０２２０】
　また、これら外周面１５２ａ～１５２ｃ同士の内角は全て鋭角となっている。より詳し
く説明すれば、第１外周面１５２ａ及び第２外周面１５２ｂの内角Ａ１と、第２外周面１
５２ｂ及び第３外周面１５２ｃの内角Ａ２と、第３外周面１５２ｃ及び第１外周面１５２
ａの内角Ａ３とはそれぞれ９０°よりも小さく設定されている（図１１（ａ）参照）。換
言すれば、図１１（ｂ）に示すように、第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐ上に配置されて
いる場合、当該第１外周面１５２ａの面方向（すなわち前後方向）において第２外周面１
５２ｂ全体及び第３外周面１５２ｃ全体がそれぞれ第１外周面１５２ａに重なり、第２外
周面１５２ｂが仮想平面Ｐ上に配置されている場合、当該第２外周面１５２ｂの面方向（
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すなわち前後方向）において第１外周面１５２ａ全体及び第３外周面１５２ｃ全体がそれ
ぞれ第２外周面１５２ｂに重なり、第３外周面１５２ｃが仮想平面Ｐ上に配置されている
場合、当該第３外周面１５２ｃの面方向（すなわち前後方向）において第１外周面１５２
ａ全体及び第２外周面１５２ｂ全体がそれぞれ第３外周面１５２ｃに重なっている。
【０２２１】
　言い換えれば、第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐ上に配置されている場合、当該第１外
周面１５２ａのパチンコ機１０の後方への投影範囲内に第２外周面１５２ｂ及び第３外周
面１５２ｃが含まれることとなり、第２外周面１５２ｂが仮想平面Ｐ上に配置されている
場合、当該第２外周面１５２ｂのパチンコ機１０の後方への投影範囲内に第１外周面１５
２ａ及び第３外周面１５２ｃが含まれることとなり、第３外周面１５２ｃが仮想平面Ｐ上
に配置されている場合、当該第３外周面１５２ｃのパチンコ機１０の後方への投影範囲内
に第１外周面１５２ａ及び第２外周面１５２ｂが含まれることとなる。
【０２２２】
　遮蔽体１５２の第１の状態から第２の状態への切り替えに際して、第２外周面１５２ｂ
は、自身の正面側（図１１（ｂ）における反時計回り方向）に向けて回転する。第２の状
態から第１の状態に復帰する際には、上記回転方向と逆側（図１１（ｂ）における時計回
り方向）に回転する。以下、前者の回転を正回転、そして前者の回転方向を正回転方向と
称するとともに、後者の回転を逆回転、そして後者の回転方向を逆回転方向と称する。
【０２２３】
　第１の状態から第３の状態に切り替えられる際には、第３外周面の正面側（図１１（ｂ
）における時計回り方向）に向けて回転する。すなわち逆回転する。第３の状態から第１
の状態に復帰する際には、上記回転方向と逆側（図１１（ｂ）における反時計回り方向）
に回転する。すなわち正回転する。
【０２２４】
　第２の状態及び第３の状態間での切り替えに関しては、第２の状態からの逆回転及び第
３の状態からの正回転により状態の切り替えが行われることはなく、第２の状態及び第３
の状態間での直接の切り替えは不可となっている。つまり、第２の状態及び第３の状態間
の切り替えは、必ず第１の状態を経由するように遮蔽体１５２の回転範囲が制限されてい
る。
【０２２５】
　より詳しく説明すれば、遮蔽体１５２が回転する際には、遮蔽体１５２における当該遮
蔽体１５２の軸線から最も離れた部位、すなわち第２外周面１５２ｂと第３外周面１５２
ｃとの境界部位Ｂは仮想平面Ｐよりも後側（図柄表示装置１４０側）にて移動することと
なる。すなわち、境界部位Ｂが通過する軌道Ｔは仮想平面Ｐよりも前側に張り出すことが
回避されている。このため、軸線と境界部位Ｂとの距離寸法Ｌ４は間隔寸法Ｄ１よりも大
きく設定されているものの、その境界部位Ｂと遊技領域形成板１０３との干渉が回避され
ている。
【０２２６】
　次に、図１２に基づき複数の遮蔽ユニット１５１の相互関係について説明する。図１２
（ａ）は第１の状態を示す概略図、図１２（ｂ）は第２の状態を示す概略図、図１２（ｃ
）は第３の状態を示す概略図である。なお、図１２（ａ）～（ｃ）においては、３つの遮
蔽ユニット１５１を用いて動作を簡略化して示すが、遮蔽ユニット１５１の個数は３つに
限定されるものではない。
【０２２７】
　図１２（ａ）に示すように、第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット１５１の第１外周面１５２ａが、隣り合う遮蔽ユニット１５１の第１
外周面１５２ａと接触している（隙間無く連続している）。具体的には、各第１外周面１
５２ａの縁部同士が接触した状態となっている。換言すれば、各第１外周面１５２ａが連
なることで、一つの連続した遮蔽面が形成されている。このように各遮蔽ユニット１５１
が隣接している場合であっても、第１外周面１５２ａ及び第２外周面１５２ｂの内角Ａ１
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と、第１外周面１５２ａ及び第３外周面１５２ｃの内角Ａ３とはそれぞれ９０°よりも小
さいため、遮蔽体１５２同士が縁部以外の部位で接触することを回避し、第１外周面１５
２ａの連続性が担保されている。すなわち各第１外周面１５２ａ間に隙間が生じにくくな
っている。
【０２２８】
　図１２（ｂ）に示すように、第２外周面１５２ｂが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット１５１の第２外周面１５２ｂが、隣り合う遮蔽ユニット１５１の第２
外周面１５２ｂと接触している。具体的には、上述した第１外周面１５２ａの場合と同様
に、各第２外周面１５２ｂの縁部同士が接触した状態となっている。換言すれば、各第２
外周面１５２ｂが連なることで、一つの連続した遮蔽面が形成されている。このように各
遮蔽ユニット１５１が隣接している場合であっても、第２外周面１５２ｂ及び第１外周面
１５２ａの内角Ａ１と、第２外周面１５２ｂ及び第３外周面１５２ｃの内角Ａ２とはそれ
ぞれ９０°よりも小さいため、遮蔽体１５２同士が縁部以外の部位で接触することを回避
し、第２外周面１５２ｂの連続性が担保されている。すなわち各第２外周面１５２ｂ間に
隙間が生じにくくなっている。
【０２２９】
　図１２（ｃ）に示すように、第３外周面１５２ｃが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット１５１の第３外周面１５２ｃが、隣り合う遮蔽ユニット１５１の第３
外周面１５２ｃと接触している。具体的には、上述した第１外周面１５２ａの場合と同様
に、各第３外周面１５２ｃの縁部同士が接触した状態となっている。換言すれば、各第３
外周面１５２ｃが連なることで、一つの連続した遮蔽面が形成されている。このように各
遮蔽ユニット１５１が隣接している場合であっても、第３外周面１５２ｃ及び第１外周面
１５２ａの内角Ａ３と、第３外周面１５２ｃ及び第２外周面１５２ｂの内角Ａ２とはそれ
ぞれ９０°よりも小さいため、遮蔽体１５２同士が縁部以外の部位で接触することを回避
し、第３外周面１５２ｃの連続性が担保されている。すなわち各第３外周面１５２ｃ間に
隙間が生じにくくなっている。
【０２３０】
　以上詳述した、各遮蔽面は、遊技領域形成板１０３の背面に平行な平面状をなしており
、その左右方向（すなわち各レール部材１７０，１９０の長手方向）の幅寸法がそれぞれ
異なっている。具体的には、第１の状態における遮蔽面の幅寸法＜第２の状態における遮
蔽面の幅寸法＜第３の状態における遮蔽面の幅寸法となっている。これにより、遊技領域
形成板１０３に対する間隔を一定に保ちながら、遮蔽ユニット１５１の配列方向（左右方
向）における遮蔽範囲を好適に変化させることが可能となっている。
【０２３１】
　ここで、図１３に基づき表示領域可変機構１５０の動作について説明する。図１３（ａ
）～（ｄ）は第１の状態と第２の状態との切替動作を示す動作説明図であり、図１３（ｅ
）～（ｇ）は第１の状態と第３の状態との切替動作を示す動作説明図である。
【０２３２】
　先ず、第１の状態と第２の状態との切替動作について説明する。第１の状態から第２の
状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構１５０は（ａ）→（ｂ）→（ｃ）→（ｄ
）の順に動作する。
【０２３３】
　図１３（ａ）に示すように、第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐ上に位置している状態で
は、各遮蔽ユニット１５１（詳しくは第１外周面１５２ａ）が相互に連なっている。ここ
で、第２の状態への移行を促がす信号が中継基板を介して各遮蔽ユニットに伝わると、そ
れら遮蔽ユニット１５１は下側レール部材１７０に沿ってスライド移動し、図１３（ｂ）
に示す相互に離間した状態となる。このように遮蔽ユニット１５１が離間した状態にてそ
れぞれ正回転することにより、第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐから離れるとともに第２
外周面１５２ｂが同仮想平面Ｐ上に配置される（図１３（ｃ）参照）。
【０２３４】
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　図１３（ｂ）に示したスライド量は各遮蔽ユニット１５１が回転した際に相互干渉を回
避できる程度に設定されている。これにより、図１３（ｂ）から図１３（ｃ）への移行が
円滑に行われるため、切り替えに要する期間の短縮が可能となる。
【０２３５】
　図１３（ｃ）に示すように、各遮蔽ユニット１５１の回転が完了すると、第２外周面１
５２ｂ間の隙間を詰めるように遮蔽ユニット１５１が下側レール部材１７０に沿って再び
スライド移動する。そして、第２外周面１５２ｂが集ることで一連の遮蔽面が形成され、
第２の状態への切り替えが完了する（図１３（ｄ）参照）。
【０２３６】
　一方、第２の状態から第１の状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構１５０は
（ｄ）→（ｃ）→（ｂ）→（ａ）の順に動作する。
【０２３７】
　具体的には、図１３（ｄ）に示すように各第２外周面１５２ｂが連なっている状態から
、それら各第２外周面１５２ｂが分離するように、各遮蔽ユニット１５１がスライド移動
する（図１３（ｃ）参照）。これにより、第２外周面１５２ｂから第１外周面１５２ａへ
の切り替えが可能な作動隙が確保される。各遮蔽ユニット１５１が回転移動し、図１３（
ｂ）に示す状態となった後には、遮蔽ユニット１５１が再びスライド移動する。そして、
図１３（ａ）に示すように、各第１外周面１５２ａが集ることで一連の遮蔽面を形成され
、第１の状態への切り替えが完了する。
【０２３８】
　次に、第１の状態と第３の状態との切替動作について説明する。第１の状態から第３の
状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構１５０は（ｅ）→（ｆ）→（ｇ）の順に
動作する。
【０２３９】
　第１の状態から第３の状態に移行する際には、図１３（ｆ）に示すように、遮蔽ユニッ
ト１５１が下側レール部材１７０に沿ってスライド移動する。これにより、各遮蔽ユニッ
ト１５１間に所定の隙間が確保され、それら遮蔽ユニット１５１の回転移動が可能となる
。各遮蔽ユニット１５１が逆回転することにより第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐから離
れるとともに、第３外周面１５２ｃが仮想平面Ｐと重なる位置に移動する。かかる場合、
回転の終了とともに第３外周面１５２ｃ同士が連なり、一連の遮蔽面が形成される。これ
により第３状態への切り替えが完了する。すなわち、上述した第１状態から第２状態への
切り替えよりも少ない期間で切り替えが完了することとなる。
【０２４０】
　一方、第３の状態から第１の状態への切り替えに際しては、表示領域可変機構１５０は
（ｇ）→（ｆ）→（ｅ）の順に動作する。
【０２４１】
　具体的には、図１３（ｇ）に示すように各第３外周面１５２ｃが連なっている状態から
、各遮蔽ユニット１５１が回転移動する。これにより、第３外周面１５２ｃと第１外周面
１５２ａとが入れ替わり、図１３（ｆ）に示すように第１外周面１５２ａが仮想平面Ｐ上
に配置された状態となる。かかる状態においては、各第１外周面１５２ａ間に所定の隙間
が形成されている。ここで、各遮蔽ユニット１５１はそれら隙が詰まるようにスライド移
動を行い、図１３（ｅ）に示す状態へと移行される。すなわち、第１外周面１５２ａ同士
が接触し、一連の遮蔽面が形成される。これにより、第３の状態から第１の状態への切り
替えが完了する。
【０２４２】
　それら各第２外周面１５２ｂが分離するように、各遮蔽ユニット１５１がスライド移動
する（図１３（ｃ）参照）。これにより、第２外周面１５２ｂから第１外周面１５２ａへ
の切り替えが可能な作動隙が確保される。各遮蔽ユニット１５１が回転移動し、図１３（
ｂ）に示す状態となった後には、遮蔽ユニット１５１が再びスライド移動する。そして、
図１３（ａ）に示すように、各第１外周面１５２ａが集ることで一連の遮蔽面が形成され
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、第１の状態への切り替えが完了する。
【０２４３】
　以上詳述したスライド移動の際には、上記所定の表示位置に配置されている各外周面１
５２ａ～１５２ｃが遊技領域形成板１０３の背面に対して平行な状態で維持される。すな
わち、外周面１５２ａ～１５２ｃと遊技領域形成板１０３との間隔が一定に保たれること
となる。これにより、スライド移動に伴って遮蔽体１５２と遊技領域形成板１０３とが近
づくことが回避されている。
【０２４４】
　次に、以上詳述した表示領域可変機構１５０を演出として用いるために設定された各種
駆動モードと、表示領域可変機構１５０及び図柄表示装置１４０の相互の関係とについて
図１４に基づき説明する。図１４は遊技機正面からみた表示領域可変機構１５０と図柄表
示装置１４０との関係を示す概略図である。図１４（ａ）群は遮蔽ユニット１５１が左右
両側に二分された状態、図１４（ｂ）群は遮蔽ユニット１５１が右側に偏倚された状態、
図１４（ｃ）群は遮蔽ユニット１５１が左側に偏倚された状態、図１４（ｄ）群は遮蔽ユ
ニット１５１が中央に集められた状態を示し、図１４（１）群は第１外周面１５２ａによ
る遮蔽状態、図１４（２）群は第２外周面１５２ｂによる遮蔽状態、図１４（３）群は第
３外周面１５２ｃによる遮蔽状態を示す。
【０２４５】
　表示領域可変機構１５０の駆動モードとしては、標準モード（標準状態）に対して遮蔽
位置を変更する第１種駆動モードと、標準モードに対して遮蔽量を変更する第２種駆動モ
ードとが設定されている。すなわち、標準モードは各種駆動モードが実行される際の起点
となっている。
【０２４６】
　標準モードにおいては、図１４（ａ１）に示すように、遮蔽ユニット１５１が左右両側
に二分して（それぞれ３つづつに分けて）配置されており、両シート材１２８，１２９及
び遮蔽ユニット１５１（詳しくは遮蔽体１５２）によって区画された透過領域Ｅ１の一部
（中央部分）を介して、図柄表示装置１４０の表示画面１４１が視認可能となっている。
より具体的には、隣接する遮蔽体１５２同士が相互に接触し、それら遮蔽体１５２によっ
て連続する二つの遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右
に６分割したうちの凡そ右側１／６の領域と左側１／６の領域とが覆われ、透過領域Ｅ１
の凡そ中央４／６の領域を介して、図柄表示装置１４０の表示画面１４１が視認可能とな
る。この場合、表示画面１４１においてキャラクタや文字（例えば数字）等の所定の図柄
が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット１５１との重なりを回避するように設定され
ており、具体的には、略長方形状をなす所定の領域に図柄が表示される。表示領域Ｅ３に
おいて上記図柄が変動表示され、予め定められた図柄が停止した場合や、予め定められた
図柄の組合せが停止した場合に、遊技者に有利な大当たり状態に移行される。なお、標準
モードにおける遮蔽ユニット１５１の位置を標準位置と称する。
【０２４７】
　以下、始めに第１種駆動モードについて説明し、後に第２種駆動モードについて説明す
る。
【０２４８】
　第１種駆動モードは、第１位置切替モードと、第２位置切替モードと、第３位置切替モ
ードと、第４位置切替モードとからなる。
【０２４９】
　第１位置切替モードは、各遮蔽ユニット１５１を図１４（ａ）に示す標準位置から図１
４（ｂ）に示す所定位置にスライド移動させるモードである。具体的には、標準モードに
て左側に配置されている遮蔽ユニット１５１を右方に移動させ、全ての遮蔽ユニット１５
１を右側に集約するモードである。このように遮蔽ユニット１５１が右側に偏倚し、整列
された状態においては、隣接する遮蔽体１５２同士が接触し、それら遮蔽体１５２によっ
て連続する一の遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右に



(38) JP 5251373 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

３分割したうちの凡そ右側１／３の領域が覆われ、透過領域Ｅ１の左側２／３の領域を介
してのみ、図柄表示装置１４０の表示画面１４１が視認可能となる。このように遮蔽され
る範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置１４０の表示画面１４１において所定の
図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット１５１との重なりを回避するように変更
される。詳しくは、略長方形状をなす所定の領域が表示領域Ｅ３として設定される。
【０２５０】
　第２位置切替モードは、各遮蔽ユニット１５１を図１４（ａ）に示す標準位置から図１
４（ｃ）に示す所定位置にスライド移動させるモードである。具体的には、標準モードに
て右側に配置されている遮蔽ユニット１５１を左方に移動させ、全ての遮蔽ユニット１５
１を左側に集約するモードである。このように遮蔽ユニット１５１が左側に偏倚し、整列
された状態においては、隣接する遮蔽体１５２同士が接触し、それら遮蔽体１５２によっ
て連続する一の遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右に
３分割したうちの凡そ左側１／３の領域が覆われ、透過領域Ｅ１の右側２／３の領域を介
してのみ、図柄表示装置１４０の表示画面１４１が視認可能となる。このように遮蔽され
る範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置１４０の表示画面１４１において所定の
図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット１５１との重なりを回避するように変更
される。詳しくは、略長方形状をなす所定の領域が表示領域Ｅ３として設定される。
【０２５１】
　第３位置切替モードは、図１４（ａ）から図１４（ｄ）に示す位置に、各遮蔽ユニット
１５１をスライド移動させるモードである。具体的には、標準モードにて左右両側に配置
されている各遮蔽ユニット１５１を中央に移動させ、全ての遮蔽ユニット１５１を中央に
集約するモードである。このように遮蔽ユニット１５１が中央に集約されるとともに整列
された状態においては、隣接する遮蔽体１５２同士が接触し、それら遮蔽体１５２によっ
て連続する一の遮蔽面が形成されることとなる。この遮蔽面により透過領域Ｅ１を左右に
３分割したうちの中央１／３の領域が覆われ、透過領域Ｅ１の左側１／３の領域及び右側
１／３の領域を介して、図柄表示装置１４０の表示画面１４１が視認可能となる。すなわ
ち、透過領域Ｅ１が遮蔽面によって左右に２分された状態となる。このように遮蔽される
範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置１４０の表示画面１４１において所定の図
柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽ユニット１５１との重なりを回避するように変更さ
れる。すなわち、複数の遮蔽ユニット１５１によって形成された遮蔽面を挟んだ両側に表
示領域Ｅ３が配置されることとなる。詳しくは、上述した左側１／３の領域及び右側１／
３の領域にそれぞれ略長方形状をなす所定の領域が表示領域Ｅ３として設定される。
【０２５２】
　第４位置切替モードは、第１位置切替モード～第３位置切替モードによって変更された
遮蔽ユニット１５１の位置と表示領域Ｅ３とを、上記標準モード（標準状態）に復帰させ
るモードである。具体的には、図１４（ａ１）に示すように、表示領域Ｅ３を挟んだ左右
両側に遮蔽ユニット１５１をそれぞれ３つづつ配置させるモードである。換言すれば、遮
蔽ユニット１５１によって形成された複数の遮蔽面の間に表示領域Ｅ３を配置させるモー
ドである。
【０２５３】
　遊技状況に応じて、上述した各種モードの切替を行うことにより、表示領域Ｅ３と遮蔽
領域との位置を変更し、多様な演出を行うことが可能となっている。
【０２５４】
　次に、第２種駆動モードについて説明する。第２種駆動モードは、第１表示切替モード
と、第２表示切替モードと、第３表示切替モードとからなる。
【０２５５】
　先ず上述した標準モード（標準状態）についてより詳しく説明する。標準モードにおい
ては、図１４（ａ１）に示すように、各遮蔽体１５２の第１外周面１５２ａがパチンコ機
１０の正面側を向いた状態となっている。すなわち、上述した各遮蔽面は複数の第１外周
面１５２ａによって構成されている。
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【０２５６】
　第１表示切替モードは、図１４（１）に示す第１外周面１５２ａによる遮蔽状態から図
１４（２）に示す第２外周面１５２ｂに示す遮蔽状態に移行するモードである。具体的に
は、各遮蔽ユニット１５１の遮蔽体１５２を回転させることで、第２外周面１５２ｂがパ
チンコ機１０の正面側を向く状態（上記第２の状態）に切り替えるモードである。第２外
周面１５２ｂによって一連の遮蔽面が構成されることで、その遮蔽される領域は通常状態
よりも大きくなる。このように遮蔽される範囲が変更（拡大）されることに伴って、図柄
表示装置１４０の表示画面１４１において所定の図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽
面との重なりを回避するように縮小される。第２外周面１５２ｂには上述したように所定
の絵柄（具体的には「ｃｈａｎｃｅ」の文字）が付与されている。第１外周面１５２ａか
ら第２外周面１５２ｂへの切り替えによって、上記絵柄がパチンコ機１０前方から視認可
能となり、遊技者に対して大当たり抽選に当選する可能性が高いことを示唆することがで
きる。
【０２５７】
　第２表示切替モードは、図１４（１）に示す第１外周面１５２ａによる遮蔽状態から図
１４（３）に示す第３外周面１５２ｃに示す遮蔽状態に移行するモードである。具体的に
は、各遮蔽ユニット１５１の遮蔽体１５２を回転させることで、第３外周面１５２ｃがパ
チンコ機１０の正面側を向く状態（上記第３の状態）に切り替えるモードである。第３外
周面１５２ｃによって一連の遮蔽面が構成されることで、その遮蔽される領域は通常状態
よりも大きくなる。このように遮蔽される範囲が変更（拡大）されることに伴って、図柄
表示装置１４０の表示画面１４１において所定の図柄が表示される表示領域Ｅ３は、遮蔽
面との重なりを回避するように縮小される。第３外周面１５２ｃには上述したように所定
の絵柄（具体的には「ｂｉｇ　ｃｈａｎｃｅ」の文字）が付与されている。第１外周面１
５２ａから第３外周面１５２ｃへの切り替えによって、上記絵柄がパチンコ機１０前方か
ら視認可能となり、遊技者に対して大当たり抽選に当選する可能性が上述した「ｃｈａｎ
ｃｅ」が表示される場合よりも更に高いことを示唆することができる。
【０２５８】
　なお、第１外周面１５２ａには複数の絵柄（詳しくは星をモチーフとした絵柄）が付与
されており、第１外周面１５２ａがパチンコ機１０の正面に向いた状態においては、それ
ら星がパチンコ機１０前方から視認可能となっている。
【０２５９】
　以上詳述した第１種駆動モード及び第２種駆動モードを複合して適用することで、図１
４（ａ１）～（ｄ３）に示す多様な演出が可能となっている。また、図柄表示装置１４０
における表示領域Ｅ３の位置及び大きさは、上述した各駆動モードに対応して変化する構
成となっているため、遊技者に対して注目すべき対象を明確に示すことができる。
【０２６０】
　次に、再び図９を参照して、表示領域可変機構１５０の組み付け作業について説明する
。表示領域可変機構１５０を装着する際の準備段階として、先ず、遊技領域形成板１０３
に対する各種構成の装着を行う。具体的には、可変入賞装置１０６やセンターフレーム１
１０等を装着するとともに、シート材１２８，１２９の貼り付けを行う。
【０２６１】
　次に、排出通路形成部材１４５をネジ等の締結具によって遊技領域形成板１０３に固定
し、遊技盤ユニット１００が完成された状態とする。次に、排出通路形成部材１４５の後
方から、当該排出通路形成部材１４５に一部重なるようにして、下側レール部材１７０が
取り付けられる。具体的には、ネジ等の締結具によって固定される。下側レール部材１７
０の固定と同様に、上側レール部材１９０の取付けを行う。上側レール部材１９０につい
てもネジ等の締結具によって遊技領域形成板１０３の背面側に固定する。
【０２６２】
　このように、下側レール部材１７０と上側レール部材１９０とを固定した後、遮蔽ユニ
ット１５１を両レール部材１７０，１９０間に配置する。より詳しくは、下側レール部材
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１７０の溝部１７８に支持部１５３を嵌め込むとともに、軸体１６１の先端を上側レール
部材１９０内に挿通する。全て（計６個）の遮蔽ユニット１５１を取り付けた後、両レー
ル部材１７０，１９０の両端側にカバー部材１８７，１９７を装着する。なお、遮蔽ユニ
ット１５１に接続された各種配線は、長孔１７６ａからまとめて取り出し、前記中継基板
に接続する。このように作業を行うことで、単独でも着脱作業を容易に行うことができる
。このようにして形成された遊技盤ユニット１００及び遮蔽ユニット１５１によって交換
ユニットを構成することにより、遊技機固有となる構成を集約しリユース性の向上に貢献
できる。具体的には、上述した交換ユニットを交換することで、機種変更を行うことによ
り、図柄表示装置１４０等の流用が可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【０２６３】
　以上説明したパチンコ機１０には、遊技機本体１２の背面側に、遊技を統括管理する主
制御装置９０、スピーカ５６等を制御する音声ランプ制御装置９１、図柄表示装置１４０
を制御する表示制御装置９２等が設けられている。そこで、以下にこれらパチンコ機１０
の電気的構成について、図１５のブロック図に基づいて説明する。図１５では、電力の供
給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２６４】
　主制御装置９０に設けられた主制御基板２０１には、ＭＰＵ２０２が搭載されている。
当該ＭＰＵ２０２には、当該ＭＰＵ２０２により実行される各種の制御プログラムや固定
値データを記憶したＲＯＭ２０３と、そのＲＯＭ２０３内に記憶される制御プログラムの
実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０４と、割
込回路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０２６５】
　ＭＰＵ２０２には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ２０
２の入力側には、主制御装置９０に設けられた停電監視基板２０５、払出制御装置８２及
びその他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視基板２０５
には電源及び発射制御装置８３に設けられた電源及び発射制御基板２１５が接続されてお
り、ＭＰＵ２０２には停電監視基板２０５を介して電力が供給される。また、スイッチ群
の一部として、作動口１０７及び可変入賞装置１０６などといった入球部に設けられた複
数の検知センサが接続されており、主制御装置９０のＭＰＵ２０２において入球部への入
球判定が行われる。また、ＭＰＵ２０２では、入球部のうち作動口１０７への入球に基づ
いて大当たり発生抽選等を実行する。
【０２６６】
　ここで、ＭＰＵ２０２にて大当たり発生抽選等を行う上での電気的な構成について図１
６を用いて説明する。
【０２６７】
　ＭＰＵ２０２は遊技に際し各種カウンタ情報を用いて、大当たり発生抽選，第１特定ラ
ンプ部１３０の発光色の設定，図柄表示装置１４０の図柄表示の設定等を行う。具体的に
は、大当たり発生の抽選に使用する大当たり乱数カウンタＣ１と、確変大当たり状態や通
常大当たり状態等の大当たり種別を判定する際に使用する大当たり種別カウンタＣ２と、
図柄表示装置１４０が外れ変動する際のリーチ抽選に使用するリーチ乱数カウンタＣ３と
、大当たり乱数カウンタＣ１の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタＣＩＮＩと、図
柄表示装置１４０の変動パターン選択に使用する第１変動種別カウンタＣＳ１と、第１特
定ランプ部１３０に表示される色の切り替えを行う期間及び図柄表示装置１４０における
図柄の変動表示時間を決定する第２変動種別カウンタＣＳ２と、外れ図柄の組み合わせの
設定に使用する外れ図柄カウンタＣ４と、を用いることとしている。
【０２６８】
　このうち、カウンタＣ１～Ｃ３，ＣＩＮＩ，ＣＳ１，ＣＳ２は、その更新の都度前回値
に１が加算され、最大値に達した後０に戻るループカウンタとなっている。また、外れ図
柄カウンタＣ４は、ＭＰＵ２０２内のレジスタ（リフレッシュレジスタ）を用いてレジス
タ値が加算され、結果的に数値がランダムに変化する構成となっている。各カウンタは短
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時間で更新され、その更新値がＲＡＭ２０４の所定領域に設定されたカウンタ用バッファ
に適宜格納される。ＲＡＭ２０４には、１つの実行エリアと４つの保留エリア（保留第１
エリア～保留第４エリア）とからなる保留球格納バッファが設けられており、これら各エ
リアには、作動口１０７への遊技球の入球履歴に合わせて、大当たり乱数カウンタＣ１，
大当たり種別カウンタＣ２，リーチ乱数カウンタＣ３の各値が時系列的に格納されるよう
になっている。
【０２６９】
　各カウンタについて詳しくは、大当たり乱数カウンタＣ１は、例えば０～６７６の範囲
内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり６７６）に達した後０に戻るループカウンタに
より構成されている。特に大当たり乱数カウンタＣ１が１周した場合、その時点の乱数初
期値カウンタＣＩＮＩの値が当該大当たり乱数カウンタＣ１の初期値として読み込まれる
。なお、乱数初期値カウンタＣＩＮＩは、大当たり乱数カウンタＣ１と同様のループカウ
ンタである（値＝０～６７６）。大当たり乱数カウンタＣ１は定期的に更新され、遊技球
が作動口３３に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納バッファに格納される。
つまり、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）は大当たり状態の発生の有無を抽
選する大当たり発生抽選手段を備えている。
【０２７０】
　大当たり種別カウンタＣ２は、０～４９の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つま
り４９）に達した後０に戻る構成となっている。そして、本実施の形態では、大当たり種
別カウンタＣ２によって、大当たり状態が終了した後に、確変状態（高確率状態）とする
か通常状態（低確率状態）とするかを決定することとしている。大当たり種別カウンタＣ
２は定期的に更新され、遊技球が作動口３３に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留
球格納バッファに格納される。つまり、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）は
大当たりの種別を抽選する大当たり種別抽選手段を備えている。
【０２７１】
　ここで、確変状態とは、大当たり状態の終了後において予め定められた終了条件が成立
するまで、大当たり状態の発生確率が通常状態よりも高くなる遊技状態のことをいう。具
体的には、通常状態では、大当たり状態が発生することとなる乱数の値は２個で、その値
は「３３７、６７３」であり、高確率状態時に大当たりとなる乱数の値の数は１０個で、
その値は「６７、１３１、１９９、２６９、３３７、４０１、４６３、５２３、６０１、
６６１」である。
【０２７２】
　また、本パチンコ機１０では、大当たり状態の終了後に通常状態となる通常大当たり状
態（第１特別遊技状態）と、大当たり状態の終了後に確変状態となる確変大当たり状態（
第２特別遊技状態）とで、図柄表示装置１４０に停止表示される図柄の態様が異なってい
る。具体的には、通常大当たり状態が発生する場合には第１特別表示結果としての通常大
当たり図柄の組み合わせ（より具体的には、同一の偶数が付された図柄の組み合わせ）が
停止表示され、確変大当たり状態が発生する場合には第２特別表示結果としての確変大当
たり図柄の組み合わせ（より具体的には、同一の奇数が付された図柄の組み合わせ）が停
止表示される。
【０２７３】
　リーチ乱数カウンタＣ３は、例えば０～２３８の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値
（つまり２３８）に達した後０に戻る構成となっている。リーチ乱数カウンタＣ３は定期
的に更新され、遊技球が作動口３３に入賞したタイミングでＲＡＭ２０４の保留球格納バ
ッファに格納される。つまり、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）はリーチ表
示の発生の有無を抽選するリーチ発生抽選手段を備えている。
【０２７４】
　第１変動種別カウンタＣＳ１は、例えば０～１９８の範囲内で順に１ずつ加算され、最
大値（つまり１９８）に達した後０に戻る構成となっており、第２変動種別カウンタＣＳ
２は、例えば０～２４０の範囲内で順に１ずつ加算され、最大値（つまり２４０）に達し
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た後０に戻る構成となっている。
【０２７５】
　第１変動種別カウンタＣＳ１によってリーチ表示に際して発生するリーチ演出の種別や
その他大まかな図柄変動態様といった図柄表示装置１４０の表示態様が決定される。つま
り、本パチンコ機１０（具体的にはＭＰＵ２０２）はリーチ演出の種別を抽選する演出種
別抽選手段を備えている。
【０２７６】
　ここで、リーチ表示（リーチ状態）とは、図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）を
行うことが可能な図柄表示装置１４０を備え、変動表示後の停止表示結果が特別表示結果
となった場合に、遊技状態が遊技者に有利な特別遊技状態となる遊技機において、図柄表
示装置１４０における図柄（絵柄）の変動表示（又は可変表示）が開始されてから停止表
示結果が導出表示される前段階で、前記特別表示結果となりやすい変動表示状態であると
遊技者に思わせるための表示状態をいう。
【０２７７】
　換言すれば、図柄表示装置１４０の表示画面に表示される複数の図柄列のうち一部の図
柄列について図柄を停止表示させることで、大当たり状態の発生に対応した大当たり図柄
の組み合わせが成立する可能性があるリーチ図柄の組み合わせを表示し、その状態で残り
の図柄列において図柄の変動表示を行う表示状態のことである。
【０２７８】
　より具体的には、図柄の変動表示を終了させる前段階として、図柄表示装置１４０の表
示画面内の予め設定された有効ライン上に、大当たり状態の発生に対応した大当たり図柄
の組み合わせが成立する可能性のあるリーチ図柄の組み合わせを停止表示させることによ
り、リーチラインを形成させ、当該リーチラインが形成されている状況下において最終停
止図柄列により図柄の変動表示を行うことである。
【０２７９】
　また、リーチ表示には、上記のようにリーチ図柄の組み合わせを表示した状態で、残り
の図柄列において図柄の変動表示を行うとともに、その背景画面において所定のキャラク
タなどの動画を表示することによりリーチ演出を行うものや、リーチ図柄の組み合わせを
縮小表示又は非表示とした上で、表示画面の略全体において所定のキャラクタなどを動画
として表示することによりリーチ演出を行うものが含まれる。
【０２８０】
　本パチンコ機１０においては、各種リーチ演出の一部として、上述した表示モードの切
り替えが行われる構成となっている。これらの詳細について、後に詳細に説明する。
【０２８１】
　第２変動種別カウンタＣＳ２によって、第１特定ランプ部１３０に表示される色の切り
替えを行う時間として表示切替時間が決定される。この切り替え表示時間は、図柄表示装
置１４０の図柄変動表示時間に相当する。両変動種別カウンタＣＳ１，ＣＳ２は、後述す
る通常処理が１回実行される毎に１回更新され、当該通常処理内の残余時間内でも繰り返
し更新される。そして、第１特定ランプ部１３０に表示される色の切り替え開始時及び図
柄表示装置１４０による図柄の変動開始時における変動パターン決定に際して両変動種別
カウンタＣＳ１，ＣＳ２のバッファ値が取得される。
【０２８２】
　外れ図柄カウンタＣ４は、大当たり抽選が外れとなった時に左列図柄，中列図柄，右列
図柄の外れ停止図柄を決定するためのものであり、所定範囲のカウンタ値が用意されてい
る。外れ図柄カウンタＣ４は通常処内で更新され、外れ図柄カウンタＣ４の値が、ＲＡＭ
２０４の前後外れリーチ図柄バッファ，前後外れ以外リーチ図柄バッファ及び完全外れ図
柄バッファの何れかに格納される。そして、図柄の変動開始時における変動パターン決定
に際し、リーチ乱数カウンタＣ３の値に応じて前後外れリーチ図柄バッファ，前後外れ以
外リーチ図柄バッファ，完全外れ図柄バッファのいずれかのバッファ値が取得される。
【０２８３】
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　図１５の説明に戻り、ＭＰＵ２０２の出力側には、停電監視基板２０５、払出制御装置
８２及び音声ランプ制御装置９１が接続されている。払出制御装置８２には、例えば、上
記入球部への入球判定結果に基づいて賞球コマンドが出力される。
【０２８４】
　音声ランプ制御装置９１には、変動開始コマンド，種別コマンド，停止表示コマンド，
大当たり開始コマンド及び大当たり終了コマンドなどの各種コマンドが出力される。ここ
で、変動開始コマンド及び種別コマンドは、第１特定ランプ部１３０における切替表示を
開始する場合に、音声ランプ制御装置９１に出力される。この場合、変動開始コマンドに
は、図柄の変動表示時間，大当たり発生の有無の情報，リーチ表示の有無の情報，リーチ
種別の情報などが含まれており、種別コマンドには、停止表示させる図柄の種類の情報が
含まれている。また、停止表示コマンドは、第１特定ランプ部１３０における切替表示を
終了する場合に、音声ランプ制御装置９１に出力される。また、大当たり開始コマンドは
、大当たり状態に移行する場合に、音声ランプ制御装置９１に出力される。
【０２８５】
　また、ＭＰＵ２０２の出力側には、可変入賞装置１０６に設けられた駆動部などが接続
されており、大当たり状態においては当該駆動部の駆動制御が実行され、可変入賞装置１
０６の開閉が実行される。
【０２８６】
　停電監視基板２０５は、主制御基板２０１と電源及び発射制御基板２１５とを中継し、
また電源及び発射制御基板２１５から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電
圧を監視する。また、払出制御装置８２は、払出装置７８により賞球や貸し球の払出制御
を行うものである。
【０２８７】
　電源及び発射制御基板２１５は、例えば、遊技場等における商用電源（外部電源）に接
続されている。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御基板２０
１や払出制御装置８２等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成し
た動作電力を二重線矢印で示す経路を通じて供給する。また、電源及び発射制御基板２１
５は、遊技球発射機構５０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構５０は所定の発
射条件が整っている場合に駆動される。
【０２８８】
　音声ランプ制御装置９１は、主制御基板２０１から入力した各種コマンドに基づいて前
扉枠１４に設けられたスピーカ５６やランプ部等を駆動制御するとともに、表示制御装置
９２を制御するものである。
【０２８９】
　表示制御装置９２に設けられた表示制御基板２１１には、ＭＰＵ２１２が搭載されてい
る。ＭＰＵ２１２には、当該ＭＰＵ２１２により実行される各種の制御プログラムや固定
値データを記憶したＲＯＭ２１３と、そのＲＯＭ２１３内に記憶される制御プログラムの
実行に際して各種データ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２１４と、割込
み回路，タイマ回路，データ出力回路等の各種回路とが内蔵されている。
【０２９０】
　ＭＰＵ２１２には入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＭＰＵ２１２
の入力ポートには、音声ランプ制御装置９１が接続されている。また、ＭＰＵ２１２の出
力ポートには、図柄表示装置１４０が接続されているとともに、中継基板を介して表示領
域可変機構１５０が接続されている。
【０２９１】
　ＭＰＵ２１２では、主制御装置９０から出力され音声ランプ制御装置９１を経由して出
力されてくる演出用コマンド（変動開始コマンド，種別コマンド，停止表示コマンド，大
当たり開始コマンド及び大当たり終了コマンド等）を取得するとともに、入力コマンドを
解析し又は入力コマンドに基づき所定の演算処理を行って図柄表示装置１４０の表示制御
を実行する。また、ＭＰＵ２１２では、上記演出用コマンドに基づいて表示領域可変機構
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１５０の表示モード（駆動モード）の設定を行う。
【０２９２】
　ＲＯＭ２１３には、遮蔽ユニット１５１の回動位置の情報及びスライド位置の情報が記
憶されているとともに、それら各情報に１対１で対応させて表示領域の切り替えに関する
情報が記憶されている。これら各種情報は、上述した演出用コマンドに対応付けがなされ
ており、遊技状況に応じてそれら各種情報に基づいた演出モードの切り替えを行うことに
より、多様な演出を実現可能となっている。
【０２９３】
　ＭＰＵ２１２において、図柄表示装置１４０の表示制御が実行される際、及び表示領域
可変機構１５０の表示モードの設定を行う際には、上述した各種情報に加え表示制御装置
９２のＲＡＭ２１４に設けられた各種エリアが用いられる。
【０２９４】
　ＲＡＭ２１４に設けられた各種エリアとしては、各種駆動フラグ格納エリア２２１，タ
イミング用カウンタエリア２２２，その他フラグ格納エリア２２３が設定されている。各
駆動フラグ格納エリア２２１は、音声ランプ制御装置９１から入力された変動開始コマン
ドに基づいて図柄の変動表示を開始する場合に、その変動表示回において各種駆動モード
の設定を行うことを特定するための情報を記憶するためのエリアである。タイミング用カ
ウンタエリア２２２は、各種駆動モードの設定の開始タイミングを特定するためのカウン
タエリアである。また、その他フラグ格納エリア２２３は、上記以外の各種情報を記憶す
るためのエリアである。
【０２９５】
　次に、表示制御装置９２のＭＰＵ２１２における表示領域可変機構１５０の駆動モード
の設定に関する各種処理を説明する。
【０２９６】
　ＭＰＵ２１２では、動作電力が供給されている間、予め定められた複数種の処理を所定
の順序で繰り返し実行するための通常処理が実行される。当該通常処理における駆動モー
ドの設定に関する処理として、音声ランプ制御装置９１から入力したコマンドの種類を特
定し、その特定したコマンドに対応した処理を実行するコマンド判定処理と、上記表示領
域可変機構１５０を伴った演出を行うための特定演出用処理とが少なくとも設定されてい
る。以下、これら各処理について説明する。
【０２９７】
　先ず、コマンド判定処理について図１７のフローチャートを参照しながら説明する。
【０２９８】
　コマンド判定処理では、始めにステップＳ１０１にて、変動開始コマンドが入力してい
るか否かを判定する。なお、音声ランプ制御装置９１から入力した各種コマンドは、ＲＡ
Ｍ２１４に設けられたコマンド格納エリアに格納され、次回用の変動コマンドが入力され
ることに基づいて消去される。
【０２９９】
　変動開始コマンドを入力している場合には、ステップＳ１０２にて、変動開始コマンド
に駆動モードの特定を行うべき情報、すなわち前記位置切替モード及び前記表示切替モー
ドの特定を行うべき情報が含まれているか否かを判定する。具体的には、変動開始コマン
ドに含まれる第１変動種別カウンタＣＳ１の値の情報が、ＲＯＭ２１３に記憶された駆動
モード用の値群の情報に含まれているか否かを判定する。駆動モードの特定を行うべき情
報が含まれている場合には、ステップＳ１０３～ステップＳ１１２の駆動モードの特定用
処理を実行し、駆動モードの特定を行うべき情報が含まれていない場合にはそのままステ
ップＳ１１３に進む。
【０３００】
　駆動モードの特定用処理では、先ずステップＳ１０３にて、第１位置切替モードの情報
が含まれているか否かを判定する。第１位置切替モードの情報が含まれている場合にはス
テップＳ１０４にて第１位置切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１０９
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に進む。第１位置切替モード用特定処理では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア
２２１のうち第１位置切替フラグ格納エリア（第１位置切替状態情報記憶手段）に第１位
置切替フラグ（第１位置切替状態情報）を格納する。
【０３０１】
　ステップＳ１０３において、第１位置切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ１０５にて、第２位置切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第２位置切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１０６にて第２位
置切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１０９に進む。第２位置切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ２１４の各駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第２位置切
替フラグ格納エリア（第２位置切替状態情報記憶手段）に第２位置切替フラグ（第２位置
切替状態情報）を格納する。
【０３０２】
　ステップＳ１０５において、第２位置切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ１０７にて、第３位置切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第３位置切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１０８にて第３位
置切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１０９に進む。第３位置切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ２１４の各駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第３位置切
替フラグ格納エリア（第３位置切替状態情報記憶手段）に第３位置切替フラグ（第３位置
切替状態情報）を格納する。
【０３０３】
　一方、ステップＳ１０８にて第３位置切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、そのままステップＳ１０９に進む。
【０３０４】
　ステップＳ１０９では、第１表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定する。
第１表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１１０にて第１表示切替
モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１１３に進む。第１表示切替モード用の
特定処理では、ＲＡＭ２１４の各駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第１表示切替フラ
グ格納エリア（第１表示切替状態情報記憶手段）に第１表示切替フラグ（第１表示切替状
態情報）を格納する。
【０３０５】
　ステップＳ１０９において、第１表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、ステップＳ１１１にて、第２表示切替モードの情報が含まれているか否かを判定
する。第２表示切替モードの情報が含まれている場合には、ステップＳ１１２にて第２表
示切替モード用の特定処理を実行した後に、ステップＳ１１３に進む。第２表示切替モー
ド用の特定処理では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１のうち、第２表示
切替フラグ格納エリア（第２表示切替状態情報記憶手段）に第２表示切替フラグ（第２表
示切替状態情報）を格納する。
【０３０６】
　ステップＳ１１１において、第２表示切替モードの情報が含まれていないと判定した場
合には、そのままステップＳ１１３に進む。
【０３０７】
　ステップＳ１１３では、変動表示用の特定処理を実行する。当該特定処理では、変動開
始コマンド及び種別コマンドに基づいて、図柄表示装置１４０における図柄の変動表示時
間や、図柄の表示位置（画面表示範囲）、リーチ表示やリーチ演出を含めた図柄の変動表
示態様及び最終的に停止表示させる図柄の種類を特定し、それら特定した情報をＲＡＭ２
１４に記憶させる。その後、本コマンド判定処理を終了する。
【０３０８】
　一方、ステップＳ１０１において、変動開始コマンドを入力していないと判定した場合
には、ステップＳ１１４に進み、その他の特定処理を実行した後に、本コマンド判定処理
を終了する。その他の特定処理では、入力しているコマンドが停止表示コマンド，大当た
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り開始コマンド及び大当たり終了コマンドである場合には、それぞれに対応した処理を実
行する。また、その他の特定処理では、コマンドを入力していないと判定した場合には、
そのまま処理を終了するとともに、入力したコマンドが解析できない場合にもそのまま処
理を終了する。
【０３０９】
　次に特別演出用処理について、図１８のフローチャートを参照しながら説明する。なお
、当該特別演出用処理は、約４ｍｓｅｃ周期で実行される。
【０３１０】
　特別演出用処理では、先ずステップＳ２０１にて、特別演出が発生する変動表示回中で
あるか否かを判定する。当該変動表示回中で無い場合には、そのまま特別演出処理を終了
し、当該変動表示回中である場合には、ステップＳ２０２に進む。
【０３１１】
　ステップＳ２０２では、ＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２２１に駆動モード
用フラグ（詳しくは位置切替用フラグ）が格納されているか否かを判定する。位置切替モ
ード用フラグが格納されていると判定された場合、ステップＳ２０３に進む。ステップＳ
２０３では、表示領域可変機構１５０を駆動させる（詳しくは遮蔽ユニット１５１を下側
レール部材１７０に沿ってスライド移動させる）タイミングか否かを判定する。当該開始
タイミングは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報として表示制御
装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、図柄の変動表示の開始後におい
てステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア
２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値
に達した場合にステップＳ２０３にて肯定判定をする。そして、ステップＳ２０４に進み
位置切替モードの開始処理を実行する。位置切替モードの開始処理では、表示領域可変機
構１５０の第１ステッピングモータ１６５に対して駆動信号を出力する。この駆動信号に
基づいて第１ステッピングモータ１６５が所定量回転し、既に説明したように、下側レー
ル部材１７０に沿って左右方向にスライド移動する。これにより、遮蔽体１５２の位置が
変化し、遮蔽される領域が変更される（図１４参照）。
【０３１２】
　ステップＳ２０４の処理を実行した後、又はステップＳ２０３にて否定判定がなされた
場合には、ステップＳ２０５において図柄表示装置１４０の表示画面（表示領域）の切り
替えタイミングであるか否かを判定する。当該開始タイミングは、図柄の変動表示の開始
後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶さ
れている。そして、上述の如く図柄の変動表示の開始後においてステップＳ２０１にて肯
定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリア２２２が更新され、当該タ
イミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ
２０５にて肯定判定をする。そして、ステップＳ２０６に進み表示画面切替処理を実行す
る。具体的には、上述した表示領域可変機構１５０（詳しくは遮蔽体１５２）に対して重
ならない位置に図柄表示装置１４０の表示範囲（表示領域）Ｅ３を移動させる（図１４参
照）。
【０３１３】
　ステップＳ２０６にて表示画面の切り替えを行った後は、ステップＳ２０７に進み、今
回の変動表示回において表示領域可変機構１５０の表示モードを切り替えるか否か、すな
わち遮蔽体１５２を回転させ外周面１５２ａ～１５２ｃの位置を変更するか否かを判定す
る。具体的には、表示切替モード用フラグがＲＡＭ２１４の各種駆動フラグ格納エリア２
２１に格納されているか否かを判定する。
【０３１４】
　表示切替モード用フラグが格納されている場合には、ステップＳ２０８に進み、ステッ
プＳ２０８において表示モードの切り替え処理の開始タイミングであるか否かを判定する
。当該開始タイミングは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報とし
て表示制御装置９２のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、上述の如く図柄の変
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動表示の開始後においてステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミ
ング用カウンタエリア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が
上記所定のカウント値に達した場合にステップＳ２０８にて肯定判定をする。そして、ス
テップＳ２０９に進み表示切替モード処理を実行する。表示切替モードの開始処理では、
表示領域可変機構１５０の第２ステッピングモータ１６７に対して駆動信号を出力する。
この駆動信号に基づいて第２ステッピングモータ１６７が所定量回転することにより、既
に説明したように遮蔽体１５２が軸体１６１を中心として回転し、パチンコ機１０の正面
側を向く外周面１５２ａ～１５２ｃが入れ替わる。これにより遮蔽体１５２によって遮蔽
される領域が変更される（図１４参照）。
【０３１５】
　ステップＳ２０９にて表示モードの切り替え処理を行った後、又はステップＳ２０８に
て否定判定がなされた場合には、ステップＳ２１０に進む。このステップＳ２１０におい
て表示画面の切り替え処理の開始タイミングであるか否かを判定する。当該開始タイミン
グは、図柄の変動表示の開始後における所定のカウント値の情報として表示制御装置９２
のＲＯＭ２１３に予め記憶されている。そして、上述の如く図柄の変動表示の開始後にお
いてステップＳ２０１にて肯定判定される度にＲＡＭ２１４のタイミング用カウンタエリ
ア２２２が更新され、当該タイミング用カウンタエリア２２２の値が上記所定のカウント
値に達した場合にステップＳ２１０にて肯定判定をする。そして、ステップＳ２１１に進
み表示画面切替処理を実行する。表示画面切替処理においては、上述した表示領域可変機
構１５０（詳しくは遮蔽体１５２）に対して重なりを回避するようにして表示領域Ｅ３を
縮小する（図１４参照）。表示領域可変機構１５０の状態に対応する表示画面１４１にお
ける表示領域Ｅ３のサイズ及びその位置に関する情報は、予め所定の情報として表示制御
装置９２のＲＯＭ２１３に記憶されている。
【０３１６】
　ステップＳ２０７，Ｓ２１０において否定判定がなされた場合、又はステップＳ２１１
において表示画切替処理が行われた場合には、ステップＳ２１２以降に進み、表示領域可
変機構１５０を用いて行われた特別演出の終了に関する処理を実施する。
【０３１７】
　先ずステップＳ２１２においては、変動表示の終了タイミングであるか否かを判定する
。変動表示の終了タイミングでない場合には、そのまま本特別演出用処理を終了する。変
動表示処理の終了タイミングである場合には、ステップＳ２１３に進み、第３表示切替モ
ード開始処理（復帰処理）を実行する。これにより、遮蔽体１５２の状態を通常状態（第
１の状態）に復帰させる。具体的には、第３表示切替モード開始処理では、表示領域可変
機構１５０の第２ステッピングモータ１６７に対する駆動信号を出力する。これにより、
第２ステッピングモータ１６７が所定量回転し、既に説明したように、遮蔽体１５２が軸
体１６１を中心として回転する。このように遮蔽体１５２を回転させることで遮蔽体１５
２の第１外周面１５２ａがパチンコ機１０の正面側を向き、遮蔽体１５２によって遮蔽さ
れる領域が変更される（図１４参照）。
【０３１８】
　続くステップＳ２１４では、第４位置切替モード開始処理（復帰処理）を実行する。す
なわち、遮蔽体１５２の状態を通常状態（通常状態）に復帰させる。具体的には、第４位
置切替モード開始処理では、表示領域可変機構１５０の第１ステッピングモータ１６５に
対して駆動信号を出力する。これにより、第１ステッピングモータ１６５が所定量回転し
、既に説明したように、下側レール部材１７０に沿って左右方向にスライド移動する。こ
のように遮蔽体１５２の位置を変化させることにより、遮蔽される領域が変更される。詳
しくは、図１４（ａ１）に示すように遮蔽ユニット１５１が左右両側に偏倚した通常状態
となる。
【０３１９】
　そして、ステップＳ２１４の処理を実行した後は、ステップＳ２１５に進み、表示画面
切替処理を実行する。具体的には、表示領域可変機構１５０の通常状態への復帰に基づい
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て、表示画面１４１における表示領域Ｅ３の大きさ及び位置を通常状態へと復帰させる。
【０３２０】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０３２１】
　遮蔽ユニット１５１が回動することにより、所定の絵柄が付与された外周面１５２ａ～
１５２ｃが切り替る構成とした。これにより、パチンコ機１０の正面側から視認される絵
柄を各種演出に応じて変更することができ、演出の多様化を実現することができる。
【０３２２】
　また、これら外周面１５２ａ～１５２ｃは正面側を向いた状態での遊技領域形成板１０
３との間隔が統一されている。具体的には、外周面１５２ａ～１５２ｃのうちいずれかが
正面を向いた場合に、その外周面がパチンコ機１０の奥側に移動することにより見づらく
なるといった不都合の発生が回避されている。このため、各外周面１５２ａ～１５２ｃの
見やすさを担保し、演出の迫力が損なわれることを抑制している。
【０３２３】
　遮蔽体１５２を介してその後方が視認されることが回避されている。詳しくは、遮蔽体
１５２が透明性を有さない構成となっている。これにより、図柄表示装置１４０における
視認可能な範囲と視認不可な範囲を明確に差別化でき、演出時の表示領域の変化を明確な
ものとすることができる。故に、大型の表示画面１４１を有する構成であっても、遊技者
に注目すべき部位を明確に示すことができ実用上好ましい構成を実現できる。
【０３２４】
　第１外周面１５２ａと各外周面１５２ｂ，１５２ｃの内角はそれぞれ鋭角となるように
形成されており、第１外周面１５２ａがパチンコ機１０の正面側を向いた場合（第１の状
態）、他の２つの外周面１５２ｂ～１５２ｃは、第１外周面１５２ａの背後に隠れること
となる。故に、第１外周面１５２ａが正面を向いた状態では、他の外周面１５２ｂ，１５
２ｃがパチンコ機１０の正面側から視認されにくくなっている。これにより、第１外周面
１５２ａを用いた演出を明確なものとすることができ、複数の外周面を有する構成を採用
したことに起因する演出の紛らわしさを低減することができる。なお、第２外周面１５２
ｂがパチンコ機１０の正面側を向いた場合（第２の状態）においても同様に、他の外周面
１５２ａ，１５２ｃが第２外周面１５２ｂの背後に隠れることとなる。また、第３外周面
１５２ｃがパチンコ機１０の正面側を向いた場合（第３の状態）においても同様に、他の
外周面１５２ａ，１５２ｂが第３外周面１５２ｃの背後に隠れることとなる。これにより
、各外周面１５２ａ～１５２ｃを用いた演出を明確に差別化することができる。
【０３２５】
　各外周面１５２ａ～１５２ｃの幅寸法がそれぞれ異なるものとなっている。このため、
それら各外周面１５２ａ～１５２ｃによって遮蔽される範囲、すなわち図柄表示装置１４
０の覆われる範囲が異なるものとなる。このように、遮蔽される範囲を変化させることで
、斬新な演出の実現に貢献することができる。本実施の形態においては特に、遮蔽される
範囲が変更されることに伴って、図柄表示装置１４０の表示範囲が変化する構成となって
いる。これにより、多様な表示形態を実現することができ、演出の多様化に貢献している
。
【０３２６】
　表示領域可変機構１５０が遊技領域形成板１０３と図柄表示装置１４０との間に配置さ
れているため、それら遊技領域形成板１０３と図柄表示装置１４０とに挟まれた領域を利
用して、立体的な演出を可能としている。
【０３２７】
　遮蔽体１５２（詳しくその回動中心軸線Ｘ）が上下方向に延びる構成とした。このため
、遮蔽体１５２を回動させる際の重力による影響を抑えることができ、円滑な回転操作を
可能としている。また、第１の状態～第３の状態のいずれの状態においても、遮蔽体１５
２が自重により回転し、位置ずれが生じるといった不都合を生じにくくなっている。この
ため、第２ステッピングモータ１６７の駆動力を小さくし、当該第２ステッピングモータ
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１６７の小型化を促進できる。
【０３２８】
　また、複数の遮蔽ユニット１５１（詳しくは遮蔽体１５２）を用いることで、遮蔽の態
様を多様化している。かかる場合、各遮蔽ユニット１５１間に隙間がされると、その隙間
から図柄表示装置１４０が視認されることとなり、遮蔽機能が十分に発揮されなくなるこ
とが懸念される。この点、本実施の形態においては、複数の遮蔽体１５２の各外周面１５
２ａ～１５２ｃによって連続する遮蔽面が形成されるため、遮蔽機能が損なわれるといっ
た不都合が生じにくくなっている。
【０３２９】
　更には、遮蔽体１５２が第１ステッピングモータ１６５によって正逆の両方向に回動す
る構成とした。これにより、遮蔽体１５２の回動中心軸線Ｘから最も遠い部位（詳しくは
第２外周面１５２ｂ及び第３外周面１５２ｃの境界部部位Ｂ）が回動中心軸線Ｘと遊技領
域形成板１０３との間（詳しくは、仮想平面Ｐよりも前方の領域）を移動することなく、
各外周面１５２ａ、～１５２ｃの切替表示を可能としている。これにより、遊技領域形成
板１０３と遮蔽体１５２（詳しくは回動中心軸線Ｘ）との間に境界部位Ｂの通過隙を設定
する必要がなくなり、それら遊技領域形成板１０３と遮蔽体１５２との間隔を狭めること
ができる。故に、より遊技者に近い位置での演出が実現可能となり、演出の迫力向上を期
待することができる。
【０３３０】
　各外周面１５２ａ～１５２ｃを切り替える際には、第１外周面１５２ａを基準として正
逆回転するため、第１外周面１５２ａにおける第２外周面１５２ｂ及び第３外周面１５２
ｃとの境界（端部）は仮想平面Ｐよりも前側の領域を移動することとなる。かかる場合、
各外周面１５２ａ～１５２ｃのうち第１外周面１５２ａの幅寸法が他の外周面１５２ｂ，
１５２よりも小さくなるように遮蔽体１５２を形成したことで、すなわち、回動中心軸線
Ｘから第１外周面１５２ａ及び第２外周面１５２ｂの境界部位までの距離寸法と、回動中
心軸線Ｘから第１外周面１５２ａ及び第３外周面１５２ｃの境界部位までの距離寸法とが
、回動中心軸線Ｘから第２外周面１５２ｂ及び第３外周面１５２ｃの境界部位Ｂまでの距
離寸法よりも小さくなるように設定したことで、仮想平面Ｐよりも前側の領域における前
記境界（端部）の動作スペースを小さくすることができる。これにより、外周面１５２ａ
～１５２ｃすなわち仮想平面Ｐを遊技領域形成板１０３の背面に近づけて配置することが
可能となる。故に、遊技者に対して、より近い位置での演出（遮蔽体１５２を用いた演出
）を実現でき、それら演出の迫力を向上することができる。
【０３３１】
　第１外周面１５２ａ及び第２外周面１５２ｂの切替動作と、第１外周面１５２ａ及び第
３外周面１５２ｃの切替動作とを比較した場合、図１３に示すように、後者の方が少ない
手順で切替可能となっている。第３外周面１５２ｃを用いた演出においては、第２外周面
１５２ｂを用いた演出よりも、大当たり抽選に当選する確率が高い旨を示唆しており、こ
のような遊技者により大きな期待を与えることのできる演出へとよりすばやく移行するこ
とができる。これにより、大当たり期待度の高さと演出への移行速度の速さに相関関係を
持たせることができ、遊技性の向上に貢献することができる。
【０３３２】
　更には、下側レール部材１７０に沿って遮蔽ユニット１５１がスライド移動する構成と
なっており、このスライド方向が遊技領域形成板１０３の背面と平行になっている。この
ため、遮蔽ユニット１５１と遊技領域形成板１０３との間隔の広がりを抑制することが可
能となっている。
【０３３３】
　表示領域可変機構１５０は、遊技領域形成板１０３に取り付けられている。これら表示
領域可変機構１５０及び遊技領域形成板１０３は共に遊技機固有となる構成である。この
ように遊技機固有となる構成を一にまとめることにより、パチンコ機１０のリユース性の
向上、具体的にはリユース時の交換作業の容易化に貢献している。
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【０３３４】
　（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、遊技盤ユニット１００を介して視認される表示領域の位置及びその
範囲を変化させる構成、すなわち表示領域可変機構４００に関する構成が上記第１の実施
の形態と異なっている。そこで以下、表示領域可変機構４００及びそれに付随する構成に
ついて詳細に説明する。なお、以下の説明では、図１９～図２１に基づいて上記第１の実
施の形態との相違点を中心に説明し、同一の構成については基本的に説明を省略する。図
１９は本実施の形態における表示領域可変機構４００を正面から見た概略図、図２０は図
１９のＣ－Ｃ線部分断面図、図２１（ａ）及び図２１（ｂ）は図２０の部分拡大図である
。因みに、図１９及び図２０においては、表示領域可変機構４００に関連する構成、例え
ば遊技盤ユニット１００や図柄表示装置１４０等を二点鎖線で示している。
【０３３５】
　図１９に示すように、本実施の形態における表示領域可変機構４００は、上記第１の実
施の形態と同様に、複数（本実施の形態においては６つ）の遮蔽ユニット４１０と、それ
ら遮蔽ユニット４１０の移動方向を規定する一対のレール部材４６０，４８０（詳しくは
下側レール部材４６０及び上側レール部材４８０）とを備えている。表示領域可変機構１
５０は、図２０に示すように遊技盤ユニット１００の背面側、詳しくは遊技盤ユニット４
００と図柄表示装置１４０とによって挟まれた空間内に配置されているが、同表示領域可
変機構１５０の配置に関しては第１の実施の形態と同様であるため詳細な説明は省略する
。
【０３３６】
　遮蔽ユニット４１０は、遮蔽体４１１と、その遮蔽体４１１を下側から支持する下側支
持部材４２０と、同遮蔽体４１１を上側から支持する上側支持部材４４０とによって構成
されている。これら各支持部材４２０，４４０がレール部材４６０，４８０によって支持
されることで、遮蔽ユニット４１０が組み付けられた状態となっている。上記第１の実施
の形態では遮蔽体を片側の端部にて支持する構成（片持ち支持する構成）としたのに対し
て、本実施の形態では遮蔽体を両側の端部にて支持する構成（両持ち支持する構成）とし
た点が相違している。先ず、各レール部材４６０，４８０及び各支持部材４２０，４４０
について説明する。なお、「支持部材４２０，４４０」によってレール部材４６０，４８
０と遮蔽体４１１とが連結される点に着目すれば、それら「支持部材４２０，４４０」を
「連結部材４２０，４４０」と称することも可能である。
【０３３７】
　図２０及び図２１（ｂ）に示すように、下側支持部材４２０は遮蔽体４１１の下側の端
部に設けられている。下側レール部材４６０は上記第１の実施の形態と同様に、前側板部
４６１，後側板部４６２及び底板部４６３によって構成されており、それら各板部４６１
，４６２，４６３の内面によって当該下側レール部材４６０の長手方向（すなわちレール
方向）に延びる溝部４６４が形成されている。溝部４６４は、左方，右方及び上側レール
部材４８０と対向する側に開放されており、その内部に遮蔽ユニット４１０の下側支持部
材４２０が嵌まった状態となっている。
【０３３８】
　下側レール部材４６０の前側板部４６１及び後側板部４６２には、下側支持部材４２０
の上下方向への移動を規制する第１規制部４６５が形成されている。第１規制部４６５は
、前側板部４６１から溝部４６４の内側へ起立するとともに、所定の間隔を隔てて対向す
る一対の前側板状部４６６と、後側板部４６２から溝部４６４の内側へ起立するとともに
、所定の間隔を隔てて対向する一対の後側板状部４６７とによって構成されている。より
具体的には、これら各板状部４６６，４６７は下側レール部材４６０の長手方向（すなわ
ちレール方向）に延びており、前側板状部４６６によって前側ガイド溝４６８が形成され
、後側板状部４６７によって後側ガイド溝４６９が形成されている。
【０３３９】
　下側支持部材４２０は、第１の実施の形態と同様に本体４２１を有している。本体４２
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１の前側壁部４２２及び後側壁部４２３には、下側レール部材４６０の各ガイド溝４６８
，４６９に嵌まる突条部４２４，４２５が形成されている。これら突条部４２４，４２５
及びガイド溝４６８，４６９が当接した状態にて下側支持部材４２０が移動することによ
り（摺動することにより）、同下側支持部材４２０の上下方向への移動（例えば浮き上が
り等）が規制されることとなる。これら突条部４２４，４２５におけるレール方向の長さ
、すなわち突条部４２４，４２５における左右両端の距離（スパン）によって、レール部
材４６０による下側支持部材４２０の支持長さＨＬ１が規定されており、この支持長さＨ
Ｌ１が所定の長さとなるように設定されていることで、下側支持部材４２０の左右への回
動や倒れが回避されている。
【０３４０】
　これら各突条部４２４，４２５の長さは、遮蔽体４１１の外周面４１１ａ～４１１ｃの
うち最も幅寸法の小さい第１外周面４１１ａによって連続面が形成された場合に、隣接す
る遮蔽体４１１の各突条部４２４，４２５と干渉しないように設定されている。詳しくは
、第１外周面４１１ａの幅よりも小さくなるように設定されている。
【０３４１】
　下側レール部材４６０の底板部４６３には、下側支持部材４２０の前後方向への移動を
規制する第２規制部４７０が形成されている。第２規制部４７０は、底板部４６３から溝
部４６４の内側へ起立するとともに、下側レール部材４６０の長手方向（すなわちレール
方向）に延びる突条部４７１を有している。
【０３４２】
　下側支持部材４２０における本体４２１の底側壁部４２６には、下側レール部材４６０
の突条部４７１が嵌まる嵌合溝４２７が形成されている。嵌合溝４２７の内壁面４２７ａ
，４２７ｂと突条部４７１の板面４７１ａ，４７１ｂとが当接した状態にて下側支持部材
４２０が移動することにより（摺動することにより）、下側支持部材４２０の前後方向へ
の移動が規制されることとなる。
【０３４３】
　以上詳述した、第１規制部４６５及び第２規制部４７０によって下側支持部材４２０の
移動方向が一の方向に規定されている。
【０３４４】
　次に、図２０及び図２１（ａ）に基づいて、上側支持部材４４０及び上側レール部材４
８０について説明する。上側支持部材４４０は、遮蔽体４１１において下側支持部材４２
０と反対側の端部（すなわち上側の端部）に設けられており、下側支持部材４２０とほぼ
同様の構成を有している。具体的には、上側支持部材４４０の外殻を構成するとともに、
遮蔽体４１１を回動可能に支持する本体４４１を有している。本体４４１には、遮蔽体４
１１の軸体４１５が挿入される挿入部４４１ａが形成されており、この挿入部４４１ａに
対して軸体４１５が回動可能な状態で嵌合されている。これにより、遮蔽体４１１及び上
側支持部材４４０が、遮蔽体４１１の回動を許容した状態で一体化されている。
【０３４５】
　上側レール部材４８０は、下側レール部材４６０とほぼ同様の構成を有している。具体
的には、前側板部４８１，後側板部４８２及び底板部４８３を有してなり、それら各板部
４８１，４８２，４８３の内面によって当該下側レール部材４６０の長手方向（すなわち
レール方向）に延びる溝部４８４が形成されている。つまり、上側レール部材４８０には
、下側レール部材４６０の溝部４６４と同一方向に延びる溝部４８４が形成されている。
この溝部４８４に対して上側支持部材４４０の本体４４１が嵌まっている。
【０３４６】
　上側レール部材４８０の前側板部４８１及び後側板部４８２には、下側レール部材４６
０と同様に、上側支持部材４４０の上下方向への移動を規制する第１規制部４８５が形成
されている。第１規制部４８５は、前側板部４８１から溝部４８４の内側へ起立するとと
もに、所定の間隔を隔てて対向する一対の前側板状部４８６と、後側板部４８２から溝部
４８４の内側へ起立するとともに、所定の間隔を隔てて対向する一対の後側板状部４８７
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とによって構成されている。前側板状部４８６によって前側ガイド溝４８８が形成され、
後側板状部４８７によって後側ガイド溝４８９が形成されている。
【０３４７】
　上側支持部材４４０の前側壁部４４２及び後側壁部４４３には、下側支持部材４２０と
同様に、上側レール部材４８０の各ガイド溝４８８，４８９に嵌まる突条部４４４，４４
５が形成されている。これら突条部４４４，４４５及びガイド溝４８８，４８９が当接し
た状態にて上側支持部材４４０が移動することにより、すなわち摺動することにより、同
上側支持部材４４０の上下方向への移動（例えば浮き上がり等）が規制されることとなる
。これら突条部４４４，４４５におけるレール方向の長さ、すなわち突条部４４４，４４
５における左右両端の距離（スパン）によって、レール部材４８０による上側支持部材４
４０の支持長さＨＬ２を規定されており、この支持長さＨＬ２が所定の長さとなるように
設定されていることで、上側支持部材４４０の左右への回動や倒れが回避されている。
【０３４８】
　これら各突条部４４４，４４５の長さは、遮蔽体４１１の外周面４１１ａ～４１１ｃの
うち最も幅寸法の小さい第１外周面４１１ａによって前記連続面が形成された場合に、隣
接する遮蔽体４１１の各突条部４４４，４４５と干渉しないように設定されている。詳し
くは、第１外周面４１１ａの幅よりも小さくなるように設定されている。
【０３４９】
　上側レール部材４８０の底板部４８３には、下側レール部材４６０と同様に、上側支持
部材４４０の前後方向への移動を規制する第２規制部４９０が形成されている。第２規制
部４９０は、底板部４８３から溝部４８４の内側へ起立するとともに、上側レール部材４
８０の長手方向（すなわちレール方向）に延びる突条部４９１を有している。
【０３５０】
　上側支持部材４４０における本体４４１の底側壁部４４６には、上側レール部材４８０
の突条部４９１が嵌まる嵌合溝４４７が形成されている。嵌合溝４４７の内壁面４４７ａ
，４４７ｂ及び突条部４９１の板面４９１ａ，４９１ｂが当接した状態にて上側支持部材
４４０が移動することにより、すなわち摺動することにより、上側支持部材４４０の前後
方向への移動が規制されることとなる。
【０３５１】
　以上詳述した上側レール部材４８０の第１規制部４８５及び第２規制部４９０によって
、上側支持部材４４０の移動方向が、下側レール部材４６０の第１規制部４６５及び第２
規制部４７によって規定された方向と同一となるように規定されている。
【０３５２】
　＜駆動機構５００の説明＞
　ここで、遮蔽ユニット４１０の駆動に関する構成について説明する。なお、遮蔽体４１
１を回動させる構成（例えば回動用ステッピングモータ５５５）については、第１の実施
の形態と同様の構成（例えば第１ステッピングモータ１６５）であるため詳細な説明は省
略し、遮蔽ユニット４１０をスライド移動させる構成、具体的には駆動機構５００につい
て詳細に説明する。
【０３５３】
　駆動機構５００は、遮蔽ユニット４１０に連結された連結手段５１０と、遮蔽ユニット
４１０に対して別個独立して設けられた駆動源を有し、連結手段５１０を介して遮蔽ユニ
ット４１０を移動させる駆動ユニット５５０とによって構成されている。
【０３５４】
　＜連結手段５１０の構成＞
　連結手段５１０は、駆動ユニット５５０における一の駆動源に発生した駆動力を各支持
部材４２０，４４０にそれぞれ伝達する動力伝達部材としてのベルト部材５１１，５２１
と、それら支持部材４２０，４４０及びベルト部材５１１，５２１を連結する連結部材５
３１，５４１とを備えている。上述した遮蔽ユニット４１０は、レール部材４６０，４８
０の両端に配置されている。各ベルト部材５１１，５２１は、レール部材４６０，４８０
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（詳しくは支持部材４２０，４４０）と駆動ユニット５５０とに跨って設けられており、
その長さ寸法が相違しているものの、基本的な構成は同様となっている。以下便宜上、下
側支持部材４２０に取り付けられた「ベルト部材５１１」を「下側ベルト部材５１１」、
上側支持部材４４０に取り付けられた「ベルト部材５２１」を「上側ベルト部材５２１」
と称し、先ず下側ベルト部材５１１及びそれに付随する構成について図１９～図２２に基
づき説明する。その後、配置等に関する相違点を踏まえて上側ベルト部材５２１について
詳細に説明する。なお、図２２は連結手段に関する構成を分解して示す一部破断斜視図で
ある。
【０３５５】
　図２２等に示すように、下側ベルト部材５１１は、帯状をなすベース部５１２を有して
いる。ベース部５１２の一側面には多数の歯部５１３が一体成形されている。歯部５１３
は、下側ベルト部材５１１の長手方向に並ぶようにして等間隔で配置されている。下側ベ
ルト部材５１１は、それら歯部５１３が上側レール部材４８０側を向くようにして、下側
レール部材４６０に組み付けられている。
【０３５６】
　下側レール部材４６０には、下側ベルト部材５１１を収容するベルト収容溝４７２が形
成されている。ベルト収容溝４７２は、駆動ユニット５５０側の端部（詳しくは動力源が
配置されている側の端部）が開放されており、この開放された部分を介して下側ベルト部
材５１１が駆動ユニット５５０側に延びている。ベルト収容溝４７２の溝幅（幅寸法）及
び溝深さ（深さ寸法）は、下側ベルト部材５１１の幅寸法及び厚さ寸法と同等となるよう
に設定されている（図２１（ｂ）参照）。これにより、ベルト収容溝４７２内での下側ベ
ルト部材５１１の撓み変形が発生しにくくなっている。
【０３５７】
　また、ベルト収容溝４７２は、下側レール部材４６０における溝部４６４側に開放され
ており、この開放された部分（開放部４７３）を介して下側ベルト部材５１１の一部、具
体的には歯部５１３が溝部４６４内に露出する構成となっている。言い換えれば、開放部
４７３は、下側ベルト部材５１１の溝部４６４内への飛び出しを規制しつつ、歯部５１３
を露出可能となるように形成されている。この開放部４７３を介して、下側ベルト部材５
１１に取り付けられた前記連結部材５４１が溝部４６４の内側、すなわち下側支持部材４
２０側に突出している。
【０３５８】
　図２２に示すように、連結部材５３１は、下側ベルト部材５１１における駆動ユニット
５５０側と反対の端部に取り付けられており、下側ベルト部材５１１の歯部５１３に係合
する係合部５３２と、下側支持部材４２０に嵌合する嵌合部５３３とを有してなる。係合
部５３２は、下側ベルト部材５１１の歯部５１３に対応して形成された複数の突起５３２
ａを有してなり、全体として櫛状をなしている。各突起５３２ａが歯部５１３同士の隙間
部分に挟まることにより、下側ベルト部材５１１と連結部材５３１とが連結されている。
【０３５９】
　嵌合部５３３は、係合部５３２が歯部５１３と係合している状態にて、ベルト収容溝４
７２の開放部４７３を介して溝部４６４の内側に突出するように形成されている。下側支
持部材４２０の前側壁部４２２には嵌合部５３３に対応する嵌合穴４２８が形成されてい
る。嵌合穴４２８に対して嵌合部５３３が嵌まることにより、下側ベルト部材５１１と下
側支持部材４２０とが連結部材５３１を介して一体化されている。このように下側ベルト
部材５１１及び下側支持部材４２０が一体化されていることにより、下側ベルト部材５１
１のベルト収容溝４７２に沿った移動に追従して下側支持部材４２０がスライド移動する
こととなる。
【０３６０】
　次に、図２１（ａ）に基づき、上側ベルト部材５２１及びそれに付随する構成について
説明する。上側ベルト部材５２１は、下側ベルト部材５１１と同様に、ベース部５２２及
び歯部５２３によって構成されており、それら歯部５２３が下側レール部材４６０と反対
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側を向くようにして、すなわち下側ベルト部材５１１の歯部５１３と同一側を向くように
して上側レール部材４８０に組み付けられている。
【０３６１】
　上側レール部材４８０には、上側ベルト部材５２１を収容するベルト収容溝４９２が形
成されている。ベルト収容溝４９２についても下側レール部材４６０のベルト収容溝４７
２と同様に、駆動ユニット５５０側の端部（詳しくは動力源側の端部）に開放されており
、その開放された部分を介して上側ベルト部材５２１が駆動ユニット５５０側に延びてい
る。また、ベルト収容溝４９２は、溝部４８４の内側に開放されており、この開放された
部分（開放部４９３）を介して連結部材５４１が取り付けられている。
【０３６２】
　連結部材５４１は、上述した連結部材５３１と同様に上側ベルト部材５２１の歯部５１
３に係合する係合部５４２（詳しくは突起５４２ａ）と、上側支持部材４４０の嵌合穴４
４８に嵌合する嵌合部とを備えている。上側ベルト部材５２１及び上側支持部材４４０が
連結部材５３１を介して一体化されていることにより、上側ベルト部材５２１のベルト収
容溝４９２に沿った移動に追従して上側支持部材４４０がスライド移動することとなる。
【０３６３】
　なお、各ベルト部材５１１，５２１と連結部材５３１，５４１とを別体で設ける必要は
必ずしもなく、それらベルト部材及び連結部材を一体成形することも可能である。
【０３６４】
　因みに、ベルト部材５１１，５２１は、耐熱性を有する合成樹脂材料によって形成され
ている。詳しくは、ベルト部材５１１，５２１を形成している材料には、ガラス繊維等の
補強材は混入されておらず、その代わりに、それらベルト部材５１１，５２１の内部に同
ベルト部材５１１，５２１と同等の長さを有する複数のワイヤがそれらベルト部材５１１
，５２１に沿って埋設されている。これらワイヤによって、ベルト部材５１１，５２１の
強度の向上と、ベルト部材５１１，５２１の大きさが熱によって変化するといった不都合
の回避がなされている。また、ガラス繊維等を用いない構成とすることでレール部材４６
０，４８０に対する攻撃性を低下させ、ベルト収容溝４７２，４９２内を移動する際のレ
ール部材４６０，４８０との摺動音の低減を図っている。特に、表示領域可変機構４００
は遊技領域形成板１０３及び図柄表示装置１４０によって挟まれた領域に配置されており
、熱がこもりやすくなると想定される。この点、上述の如くベルト部材５１１，５２１の
変形を抑えることにより実用上好ましい構成を実現できる。
【０３６５】
　＜駆動ユニット５５０の構成＞
　次に、図１９及び図２３を参照し、駆動ユニット５５０について詳細に説明する。図２
３は図１９の部分拡大図である。
【０３６６】
　駆動ユニット５５０は、前記動力源としてのスライド用ステッピングモータ５６０と、
前記各ベルト部材５１１，５２１をスライド用ステッピングモータ５６０に導く案内手段
５７０と、それらスライド用ステッピングモータ５６０及び案内手段５７０が設けられた
ハウジング５８０とによって構成されている。
【０３６７】
　ハウジング５８０は、上述したようにレール部材４６０，４８０の一側に配置されてお
り、それら各レール部材４６０，４８０の端部に跨るように形成されている。より具体的
には、ハウジング５８０はレール部材４６０，４８０の並設方向に延びる長板状をなして
おり、その両側の端部に各レール部材４６０，４８０に連結する連結部（図示略）が設け
られている。ハウジング５８０は、それら連結部とレール部材４６０，４８０とが連結さ
れた状態にてネジ等の固定具を用いてそれら各レール部材４６０，４８０に対して固定さ
れ、両レール部材４６０，４８０と一体化されている。このようにハウジング５８０によ
って両レール部材４６０，４８０を繋ぐことにより、それらレール部材４６０，４８０の
相対位置の変化を生じにくくしている。
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【０３６８】
　ハウジング５８０において下側レール部材４６０よりも上側且つ上側レール部材４８０
よりも下側となる位置に、前記スライド用ステッピングモータ５６０が配置されている。
スライド用ステッピングモータ５６０は、ハウジング５８０の背面側に取り付けられてお
り、その軸部５６１がハウジング５８０に形成された孔部を介して同ハウジング５８０の
前面側に突出している。より詳しくは、スライド用ステッピングモータ５６０は、軸部５
６１の回動中心軸線が前後方向を向いた状態で固定されている。軸部５６１の先端、すな
わち前記孔部を介して突出している部分には、両ベルト部材５１１，５２１の歯部５１３
，５２３に係合する歯車５６２が取り付けられている。
【０３６９】
　図２３等に示すように、ハウジング５８０には、歯車５６２を収容する凹状の歯車収容
部５８１が形成されており、この収容部５８１をレール方向両側（左右両側）から挟むよ
うにして下側ベルト部材５１１と上側ベルト部材５２１とが配置されている。すなわち、
下側ベルト部材５１１及び上側ベルト部材５２１は、各歯部５１３，５２３が歯車５６２
を挟んで対向するように配置されている。
【０３７０】
　より具体的に説明すれば、下側ベルト部材５１１は、その歯部５１３が表示領域可変機
構４００の内側（レール部材４６０，４８０側）を向くように配されており、上側ベルト
部材５２１は、その歯部５２３が表側領域可変機構の外側（レール部材４６０，４８０と
反対側）を向くように配されている。つまり、両ベルト部材５１１，５２１は、下側ベル
ト部材５１１が歯車５６２よりも外側、且つ上側ベルト部材５２１が歯車５６２よりも内
側となるように配置されている。
【０３７１】
　図１９に示すように、各ベルト部材５１１，５２１においてレール部材４６０，４８０
から延出している部位は、歯車５６２と係合している部位を除いた他の部位が包被部材に
よって覆われている。具体的には、下側ベルト部材５１１において歯車５６２と下側レー
ル部材４６０との間に位置する部位を収容するインナーケーシング５７１と、下側ベルト
部材５１１において歯車５６２を挟んで下側レール部材４６０と反対側となる部位を収容
するアウターケーシング５７２とを備えている。
【０３７２】
　インナーケーシング５７１は中空状をなしており、その片側の端部が下側レール部材４
６０のベルト収容溝４７２の端部（開放部分）に連なっている。インナーケーシング５７
１の他方の端部は、スライド用ステッピングモータ５６０の歯車５６２側に開放されてい
る。アウターケーシング５７２についてもインナーケーシング５７１と同様に中空状をな
しており、その片側の端部がインナーケーシング５７１と所定の間隔を隔てて対峙してい
る。詳しくは、歯車５６２と下側ベルト部材５１１との噛み合い部分を隔ててインナーケ
ーシング５７１と対峙している。
【０３７３】
　これら各ケーシング５７１，５７２は、その内周面が下側ベルト部材５１１の外周に当
接するように形成されている。これにより、ケーシング５７１，５７２内での下側ベルト
部材５１１の移動経路のばらつき（すなわち位置ばらつき）が抑えられている。ハウジン
グ５８０には、これらケーシング５７１，５７２を収容する凹状のケーシング収容部５８
２，５８３が形成されている。
【０３７４】
　ケーシング収容部５８２，５８３は、ケーシング５７１，５７２を挟む一対の対向壁部
５８２ａ，５８２ｂ，５８３ａ，５８３ｂによって構成されている（図２３参照）。対向
壁部５８２ａ，５８２ｂの間隔寸法は、ケーシング５７１の厚み寸法（詳しくはベルト部
材５１１が挿入された状態での同ベルト部材５１１の厚み方向と同じ方向における大きさ
）と同等となるように形成されており、対向壁部５８３ａ，５８３ｂの間隔寸法は、ケー
シング５７２の厚み寸法と同等となるように形成されている。これによりケーシング５７
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１，５７２の変位（移動や変形）を抑え、下側ベルト部材５１１の移動経路のばらつきを
抑制することが可能となっている。なお、ケーシング収容部５８２，５８３を形成するこ
とによって、ハウジング５８０の剛性の向上が図られている。つまり、それらケーシング
収容部５８２，５８２（詳しくは対向壁部５８２ａ，５８２ｂ，５８３ａ，５８３ｂ）は
、ハウジング５８０の補強部としての機能を有している。
【０３７５】
　上側ベルト部材５２１についても同様に、インナーケーシング５７３及びアウターケー
シング５７４によって上側レール部材４８０からの延出部分が覆われており、歯車５６２
に係合していない部分の露出が抑えられる構成となっている。また、ハウジング５８０に
は、これら両ケーシング５７３，５７４に対応してケーシング収容部５８４，５８５（詳
しくは対向壁部５８４ａ，５８４ｂ，５８５ａ，５８５ｂ）が形成されている。ケーシン
グ５７３，５７４がケーシング収容部５８４，５８５に収容されることにより、上側ベル
ト部材５２１及びケーシング５７３，５７４の変形が抑えられている。これにより、上側
ベルト部材５２１の移動経路のばらつきが抑制されている。
【０３７６】
　ケーシング収容部５８２～５８５は歯車収容部５８１に連なっており、それらケーシン
グ収容部５８２～５８５と歯車収容部５８１との境界部位には、ケーシング５７１～５７
４の端部に形成された膨出部５７５～５７８が嵌まる凹部５８６～５８９が設けられてい
る。凹部５８６～５８９に対して膨出部５７５～５７８が嵌まることにより、ケーシング
５７１～５７４の位置決めがなされ、ケーシング５７１～５７４とベルト部材５１１，５
２１との摩擦等により、ケーシング５７１～５７４の位置がずれるといった不都合を生じ
にくくしている。なお、ケーシング５７１～５７４の他方の端部においても同様に膨出部
５７５～５７８が形成されており、それら膨出部５７５～５７８が凹部に嵌まることによ
って、上述した不都合を更に生じにくくしている。
【０３７７】
　また、図２３等に示すように、ハウジング５８０において歯車５６２を挟んだ両側には
、各ベルト部材５１１，５２１のベース部５１２，５２２に対して当接する当接部５９１
，５９２が形成されている。このように、ベルト部材５１１，５２１に対して裏側から当
接することにより、歯車５６２と歯部５１３，５２３との逃げを規制し、両者の噛み合い
を担保しやすくしている。
【０３７８】
　以上詳述した、ケーシング５７１～５７４及びケーシング収容部５８２～５８５によっ
て上述した案内手段５７０が構成されている。
【０３７９】
　なお、本実施の形態においては特に、ケーシング５７１～５７４とハウジング５８０（
詳しくはケーシング収容部５８２～５８５）とを別体で設けることにより、それら各構成
に対して異なる材料を適用することが可能となっている。詳しくは、ハウジング５８０に
対しては、ガラス繊維等を含有する高強度の合成樹脂材料等を適用し、ベルト部材５１１
，５２１と接触するケーシング５７１～５７４に関しては、ガラス繊維等を含まない合成
樹脂材料を適用している。ハウジング５８０はレール部材４６０，４８０を繋いでおり、
このような構成に対して高強度の材料を適用することにより、表示領域可変機構４００剛
性向上を実現している。一方、ケーシング５７１～５７４に対して、ガラス繊維等を含ま
ない材料を適用することによって摩擦抵抗の低減を図り、ベルト部材５１１，５２１への
攻撃性の低下や、摺動音（擦れ音）の低減を図ることが可能となっている。
【０３８０】
　＜遮蔽ユニット４１０の動作説明＞
　ここで、図２４に基づき遮蔽ユニット４１０の動作について説明する。図２４は遮蔽ユ
ニット４１０の動作を示す概略図である。
【０３８１】
　スライド用ステッピングモータ５６０が所定の方向（例えばパチンコ機１０の正面視に
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て時計回り）に回転することにより、遮蔽ユニット４１０は図２４（ａ）→図２４（ｂ）
→図２４（ｃ）の順にスライド移動することとなる。詳しくは、スライド用ステッピング
モータ５６０の所定方向への回転に基づいて、下側ベルト部材５１１が下側レール部材４
６０と反対側に押される。これと同期して、上側ベルト部材５２１が上側レール部材４８
０と反対側に押される。このようにベルト部材５１１，５２１がレール部材４６０，４８
０と反対側、すなわちアウターケーシング５７２，５７４側に押されることによって、駆
動ユニット５５０に近づく側に両支持部材４２０，４４０が同期して移動する。これによ
り、遮蔽ユニット４１０は、レール部材４６０，４８０に沿って駆動ユニット５５０に近
づく側にスライド移動することとなる。なお、アウターケーシング５７２，５７４の全長
は、遮蔽ユニット４１０のスライド移動量Ｓを踏まえて設定されている。このため、図２
４（ｃ）に示すように遮蔽ユニット４１０が駆動ユニット５５０側に最も近づいた状態で
あっても、アウターケーシングからベルト部材５１１，５２１が飛び出すことはない。
【０３８２】
　スライド用ステッピングモータ５６０が前記所定方向と反対（例えばパチンコ機１０の
正面視にて反時計回り）に回転することにより、遮蔽ユニット４１０は図２４（ｃ）→図
２４（ｂ）→図２４（ａ）の順にスライド移動することとなる。詳しくは、スライド用ス
テッピングモータ５６０の所定方向への回転に基づいて、下側ベルト部材５１１が下側レ
ール部材４６０側に押される。これと同期して、上側ベルト部材５２１が上側レール部材
４８０側に押される。このようにベルト部材５１１，５２１がレール部材４６０，４８０
側、すなわちインナーケーシング５７１，５７３側に押されることによって、駆動ユニッ
ト５５０から離れる側に両支持部材４２０，４４０が同期して移動する。これにより、遮
蔽ユニット４１０は、レール部材４６０，４８０に沿って駆動ユニット５５０と離れる側
にスライド移動することとなる。
【０３８３】
　以上詳述したように、一のスライド用ステッピングモータ５６０の回動に基づいて、両
支持部材４２０，４４０を駆動することにより、構成の簡素化を図りつつ、遮蔽ユニット
４１０のスライド移動を好適なものとすることができる。つまり、駆動力の供給源を１に
定め、その駆動力を複数のベルト部材５１１，５２１を用いて遮蔽体４１１の両端部に伝
えることにより、遮蔽ユニット４１０のスライド移動に際して、遮蔽体４１１における一
方の端部の移動が他方の端部の移動に対して遅れるといった不都合を生じにくくすること
が可能となっている。
【０３８４】
　＜複数の遮蔽ユニット４１０を駆動する構成の集約＞
　本実施の形態においては、遮蔽ユニット４１０を複数（詳しくは６つ）備えている。以
下、図１９，図２１及び図２５に基づきこれら各遮蔽ユニット４１０を個々に独立して駆
動する構成について説明する。図２５（ａ）は表示領域可変機構４００の主要な構成を示
す概略図、図２５（ｂ）は上側レール部材４８０の構成を示す概略図、図２５（ｃ）は下
側レール部材４６０の構成を示す概略図である。
【０３８５】
　図１９に示すように、前記駆動ユニット５５０は、レール部材４６０，４８０を挟んだ
両側（詳しくは左右両側）に配置されており、それら各駆動ユニット５５０によって遮蔽
ユニット４１０を２組に分けて駆動する構成となっている。詳しくは左側の駆動ユニット
５５０によって左側の３つの遮蔽ユニットを駆動し、右側の駆動ユニット５５０によって
右側の３つの遮蔽ユニットを駆動する構成となっている。以下便宜上、左側の「駆動ユニ
ット５５０」を「左側駆動ユニット５５０Ｌ」と称し、右側の「駆動ユニット５５０」を
「右側駆動ユニット５５０Ｒ」と称する。これら左側駆動ユニット５５０Ｌ及び右側駆動
ユニット５５０Ｒは同様の構成を有するため、先ず、左側駆動ユニット５５０Ｌ及びそれ
に付随する構成について説明する。
【０３８６】
　左側駆動ユニット５５０Ｌは、当該左側駆動ユニット５５０Ｌ側に偏倚して配置された
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第１左側遮蔽ユニット４１０ａを駆動する第１スライド用ステッピングモータ５６０ａと
、第１左側遮蔽ユニット４１０ａよりも右側駆動ユニット５５０Ｒ側に偏倚して配置され
た第２左側遮蔽ユニット４１０ｂを駆動する第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂ
と、第２左側遮蔽ユニット４１０ｂよりも右側駆動ユニット５５０Ｒ側に偏倚して配置さ
れた第３左側遮蔽ユニット４１０ｃを駆動する第３スライド用ステッピングモータ５６０
ｃとを有している。
【０３８７】
　第１スライド用ステッピングモータ５６０ａに対応する第１下側ベルト部材５１１ａと
、第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂに対応する第２下側ベルト部材５１１ｂと
、第３スライド用ステッピングモータ５６０ｃに対応する第３下側ベルト部材５１１ｃと
は、下側ベルト部材５１１の厚み方向に並べて配置されている。遮蔽ユニット４１０が設
置されている領域に対して近い側の第１スライド用ステッピングモータ５６０ａから延び
る第１下側ベルト部材５１１ａは、それよりも遠い側のステッピングモータ５６０ｂ，５
６０ｃから延びる下側ベルト部材５１１ｂ，５１１ｃに対して内側を通るように配されて
おり、第１スライド用ステッピングモータ５６０ａよりも外側に配置された第２ステッピ
ングモータ５６０ｂから延びる第２下側ベルト部材５１１ｂは、それよりも遠い側の第３
ステッピングモータ５６０ｃから延びる第３下側ベルト部材５１１ｃよりも内側を通るよ
うに配されている。すなわち、第１下側ベルト部材５１１ａ→第２下側ベルト部材５１１
ｂ→第３下側ベルト部材５１１ｃの順に内側から外側に並設されている。
【０３８８】
　ここで、図２１（ｂ）に基づき各ベルト部材５１１ａ～５１１ｃを下側レール部材４６
０に収容する構成について詳細に説明する。下側レール部材４６０（詳しくは前側板部４
６１）には、複数のベルト収容溝４７２が上下に並設されている。具体的には、前側板部
４６１の前側板状部４６６よりも下側には、同前側板状部４６６に対して所定の間隔を隔
てて対向する第１区画壁部４７４が形成されている。これら前側板状部４６６及び第１区
画壁部４７４によって第１下側ベルト部材５１１ａを収容する第１ベルト収容溝４７２ａ
が構成されている。また、第１区画壁部４７４よりも下側（第１下側ベルト部材５１１ａ
のベース部５１２側）には、同第１区画壁部４７４に対して所定の間隔を隔てて対向する
第２区画壁部４７５が形成されている。これら両区画壁部４７４，４７５によって第２下
側ベルト部材５１１ｂを収容する第２ベルト収容溝４７２ｂが構成されている。そして、
第２区画壁部４７５及び底板部４６３によって第３下側ベルト部材５１１ｃを収容する第
３ベルト収容溝４７２ｃが構成されている。これら各ベルト収容溝４７２ａ～４７２ｃに
収容された下側ベルト部材５１１ａ～５１１ｃは、下側レール部材４６０の前側板部４６
１と平行な仮想平面上、すなわち遊技領域形成板１０３と平行な仮想平面上に配置された
状態となっている。
【０３８９】
　この仮想平面上には、下側ベルト部材５１１ａ～５１１ｃに加え、前記ハウジング５８
０のケーシング収容部５８２，５８３や各ステッピングモータ５６０ａ～５６０ｃの歯車
５６２も配置されている。このように、各種構成を同一の仮想平面上に集約することによ
り、駆動ユニット５５０の薄型化を促進している。
【０３９０】
　上側ベルト部材５２１についても同様に、第１スライド用ステッピングモータ５６０ａ
に対応する第１上側ベルト部材５２１ａと、第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂ
に対応する第２上側ベルト部材５２１ｂと、第３スライド用ステッピングモータ５６０ｃ
に対応する第３上側ベルト部材５２１ｃとは、上側ベルト部材５２１の厚み方向に並べて
配置されている。遮蔽ユニット４１０が設置されている領域に対して近い側の第１スライ
ド用ステッピングモータ５６０ａから延びる第１上側ベルト部材５２１ａは、それよりも
遠い側のステッピングモータ５６０ｂ，５６０ｃから延びる上側ベルト部材５２１ｂ，５
２１ｃに対して内側を通るように配されており、第１スライド用ステッピングモータ５６
０ａよりも外側に配置された第２ステッピングモータ５６０ｂから延びる第２上側ベルト
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部材５２１ｂは、それよりも遠い側の第３ステッピングモータ５６０ｃから延びる第３上
側ベルト部材５２１ｃよりも内側を通るように配されている。すなわち、第１上側ベルト
部材５２１ａ→第２上側ベルト部材５２１ｂ→第３上側ベルト部材５２１ｃの順に内側か
ら外側に並設されている。
【０３９１】
　ここで、図２１（ａ）に基づき、各ベルト部材５２１ａ～５２１ｃを上側レール部材４
８０に収容する構成について詳細に説明する。上側レール部材４８０（詳しくは前側板部
４８１）には、複数のベルト収容溝４９２が上下に並設されている。具体的には、前側板
部４８１の前側板状部４８６よりも上側には、同前側板状部４８６に対して所定の間隔を
隔てて対向する第１区画壁部４９４が形成されている。これら前側板状部４８６及び第１
区画壁部４９４によって第１上側ベルト部材５２１ａを収容する第１ベルト収容溝４９２
ａが構成されている。また、第１区画壁部４９４よりも上側（第１上側ベルト部材５２１
ａの歯部５２３ａ側）には、同第１区画壁部４９４に対して所定の間隔を隔てて対向する
第２区画壁部４９５が形成されている。これら両区画壁部４９４，４９５によって第２上
側ベルト部材５２１ｂを収容する第２ベルト収容溝４９２ｂが構成されている。そして、
第２区画壁部４９５及び底板部４８３によって第３上側ベルト部材５２１ｃを収容する第
３ベルト収容溝４９２ｃが構成されている。
【０３９２】
　また、上述した各スライド用ステッピングモータ５６０は、第１スライド用ステッピン
グモータ５６０ａ→第２スライド用ステッピングモータ５６０ｂ→第３スライド用ステッ
ピングモータ５６０ｃの順に内側から外側に並べて配置されている。
【０３９３】
　各下側ベルト部材５１１ａ～５１１ｃ，各上側ベルト部材５２１ａ～５２１ｃ及び各ス
テッピングモータ５６０ａ～５６０ｃを上述したような配置とすることにより、それら各
種構成を同一仮想平面上に配置しつつ、パチンコ機１０の正面視において各下側ベルト部
材５１１ａ～５１１ｃや各上側ベルト部材５２１ａ～５２１ｃが交差することを好適に回
避している。これにより、下側ベルト部材５１１ａ～５１１ｃや上側ベルト部材５２１ａ
～５２２ａの捻れを回避することが可能となっている。
【０３９４】
　右側駆動ユニット５５０Ｒは、左側駆動ユニット５５０Ｌと対称となるように設けられ
ている。以下、右側駆動ユニット５５０Ｒに関する構成について説明する。
【０３９５】
　右側駆動ユニット５５０Ｒは、当該右側駆動ユニット５５０Ｒ側に偏倚して配置された
第１右側遮蔽ユニット４１０ｄを駆動する第４スライド用ステッピングモータ５６０ｄと
、第１右側遮蔽ユニット４１０ｄよりも左側駆動ユニット５５０Ｌ側に偏倚して配置され
た第２右側遮蔽ユニット４１０ｅを駆動する第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅ
と、第２右側遮蔽ユニット４１０ｅよりも左側駆動ユニット５５０Ｌ側に偏倚して配置さ
れた第３右側遮蔽ユニット４１０ｆを駆動する第６スライド用ステッピングモータ５６０
ｆとを有している。
【０３９６】
　第４スライド用ステッピングモータ５６０ｄに対応する第４下側ベルト部材５１１ｄと
、第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅに対応する第５下側ベルト部材５１１ｅと
、第６スライド用ステッピングモータ５６０ｆに対応する第６下側ベルト部材５１１ｆと
は、第４下側ベルト部材５１１ｄ→第５下側ベルト部材５１１ｅ→第６下側ベルト部材５
１１ｆの順に上側レール部材４８０から遠ざかるようにして配置されている。
【０３９７】
　ここで、図２１（ｂ）に基づき、下側レール部材４６０について説明する。下側レール
部材４６０において前記ベルト収容溝４７２ａ～４７２ｃ群が形成されている側に対して
下側支持部材４２０を挟んだ反対側には（詳しくは後側板部４８２）には、複数のベルト
収容溝４７２が上下に並設されている。具体的には、前側板部４６１と同様に第３区画壁
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部４７６及び第４区画壁部４７７が形成されており、後側板状部４６７及び第３区画壁部
４７６によって第４下側ベルト部材５１１ｄを収容する第４ベルト収容溝４７２ｄが構成
され、両区画壁部４７６，４７７によって第５下側ベルト部材５１１ｅを収容する第５ベ
ルト収容溝４７２ｅが構成され、第４区画壁部４７７及び底板部４６３によって第６下側
ベルト部材５１１ｆを収容する第６ベルト収容溝４７２ｆが構成されている。
【０３９８】
　また、上述した各スライド用ステッピングモータ５６０ｄ～５６０ｆは、第４スライド
用ステッピングモータ５６０ｄ→第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅ→第６スラ
イド用ステッピングモータ５６０ｆの順に内側から外側に並べて配置されている。
【０３９９】
　上側ベルト部材５２１についても同様に、第４スライド用ステッピングモータ５６０ｄ
に対応する第４上側ベルト部材５２１ｄと、第５スライド用ステッピングモータ５６０ｅ
に対応する第５上側ベルト部材５２１ｅと、第６スライド用ステッピングモータ５６０ｆ
に対応する第６上側ベルト部材５２１ｆとは、上側ベルト部材５２１の厚み方向に並べて
配置されている。詳しくは、第４上側ベルト部材５２１ｄ→第５上側ベルト部材５２１ｅ
→第６上側ベルト部材５２１ｆの順に下側レール部材４６０から遠ざかるようにして配置
されている。
【０４００】
　ここで、図２１（ａ）に基づき、上側レール部材４８０について説明する。上側レール
部材４８０において前記ベルト収容溝４９２ａ～４９２ｃ群が形成されている側に対して
上側支持部材４４０を挟んだ反対側には（詳しくは後側板部４８２）には、複数のベルト
収容溝４９２が上下に並設されている。具体的には、後側板部４８２には前側板部４８１
と同様に第３区画壁部４９６及び第４区画壁部４９７が形成されており、後側板状部４８
７及び第３区画壁部４９６によって第４上側ベルト部材５２１ｄを収容する第１ベルト収
容溝４９２ｄが構成され、両区画壁部４９６，４９７によって第５上側ベルト部材５２１
ｅを収容する第５ベルト収容溝４９２ｅが構成され、第４区画壁部４９７及び底板部４８
３によって第６上側ベルト部材５２１ｆを収容する第６ベルト収容溝４９２ｆが構成され
ている。
【０４０１】
　これら各ステッピングモータ５６０ｄ～５６０ｆ、各ベルト部材５１１ｄ～５１１ｆ，
５２１ｄ～５２１ｆ等を下側レール部材４６０の後側板部４６２と平行な仮想平面上に配
置することにより左側駆動ユニット５５０と同様に右側駆動ユニット５５０の薄型化を実
現している。
【０４０２】
　以上詳述した第２の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０４０３】
　遮蔽体４１１を両支持部材４２０，４４０によって支持し、それら両支持部材４２０，
４４０が移動することに基づいて、遮蔽ユニット４１０がスライド移動する構成とした。
これにより、遮蔽ユニット４１０のスライド移動の円滑化に貢献している。
【０４０４】
　１のスライド用ステッピングモータ５６０によって、両支持部材４２０，４４０を駆動
することにより、両支持部材４２０，４４０の移動を同期しやすくしている。これにより
、支持部材４２０，４４０のうちいずれか一方の動作に対して他方の動作が遅れるといっ
た不都合が生じにくくなっている。
【０４０５】
　また、仮に両支持部材４２０，４４０の一方に駆動力を伝達し、他方がそれに追従して
移動する構成とした場合、少なくとも他方の支持部材のレール部材による支持長さ（支持
スパン）、詳しくはレール方向における支持長さを長くする等の対策を講じ、上述したよ
うな動作の遅れを抑える必要が生じる。しかしながら、このように支持長さを長くするこ
とは、複数の遮蔽ユニットを有する構成においては、隣接する遮蔽ユニットの存在により
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制限される。確かに、各遮蔽ユニットの支持部分を前後にオフセットして配置することに
より、支持長さを担保することは可能であるが、このような対策は表示領域可変機構の厚
みを増加させる要因となり、限られたスペースへの配置を妨げることとなる。つまり、遊
技領域形成板１０３と図柄表示装置１４０との離れが促進されやすくなる。これは、表示
画面１４１の視認性を悪化させる要因となり得るため好ましくない。
【０４０６】
　この点、上述の如く下側支持部材４２０及び上側支持部材４４０の両者に駆動力を伝え
る構成とし、両支持部材４２０，４４０の動作にずれが生じることを抑制することにより
、前記支持長さを短くすることが可能となる。これにより、複数の遮蔽ユニットを有する
構成を採用したとしても、表示領域可変機構の厚みを増加させることなく、すなわち表示
領域可変機構４００の薄型化を図りつつ、演出の多様化を促進することができる。
【０４０７】
　特に、複数の遮蔽体４１１の外周面を組み合わせることにより、連続面を形成する構成
としたことにより、各遮蔽ユニット４１０を近づける必要がある。この点、上述の如く支
持長さを短くすることが可能であるため、遮蔽ユニット４１０を十分に近づけて配置する
ことが可能となっている。
【０４０８】
　なお、上述の如く支持長さを長くすることにより、遮蔽ユニットの傾きを抑制したとし
ても、他の支持部材側に発生するモーメントを払拭することは困難であると考えられ、そ
のようなモーメントは遮蔽ユニットの動作を妨げる要因となり得るため好ましくない。こ
の点、本実施の形態においては、遮蔽ユニット４１０の両支持部材４２０，４４０に駆動
力を伝える構成とすることにより、上述したモーメントの発生を抑えることができ、遮蔽
ユニット４１０の円滑な移動を実現できる。
【０４０９】
　更に、上述の如く支持長さを短くすることにより、遮蔽ユニットの移動範囲が支持長さ
の確保のために減縮されるといった不都合の発生を抑えることができる。これにより、遮
蔽ユニットを用いた演出をより広範囲で行うことが可能となり、演出をよりダイナミック
なものとすることができる。
【０４１０】
　各遮蔽体４１１は複数の外周面を有しており、これら各外周面を切り替えることにより
多様な演出を可能とし、各外周面の幅寸法に差違を設けることにより演出の差別化を図っ
ている。これら外周面の幅寸法のうち最小となるものは、上述の如くこれら外周面を組み
合わせることにより連続面を形成する構成を採用したことに起因して、前記支持長さによ
る影響を受けやすくなっている。つまり、外周面の幅寸法は支持長さによって左右され易
くなっている。これは、外周面の幅寸法の差を大きくすることを妨げる要因となり得るた
め好ましくない。この点、本実施の形態においては、支持長さによる影響を抑えることが
可能となっており、各外周面の差別化、すなわちそれら外周面を用いた演出の差別化に貢
献している。
【０４１１】
　駆動ユニット５５０（詳しくはハウジング５８０）をレール部材４６０，４８０の左右
両側に配置し、表示領域可変機構４００が環状をなす構成とした。これにより、表示領域
可変機構４００の剛性向上に貢献している。特に、ハウジング５８０によって両レール部
材４６０，４８０を繋ぐことにより、下側レール部材４６０と上側レール部材４８０との
相対位置のずれを生じにくくしている。ケーシング収容部５８２～５８５を複数形成する
ことにより、ハウジング５８０の剛性向上に貢献している。これにより、可変機構４００
の剛性を一層好適に向上することができる。
【０４１２】
　一の駆動ユニット５５０により、全ての遮蔽ユニット４１０を駆動する構成とした場合
、ベルト部材５１１，５２１の全長が長くなりやすくなる。ベルト部材５１１，５２１の
全長が長くなることは、ベルト部材５１１，５２１の伸縮による影響が大きくなると想定
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される。これは、スライド用ステッピングモータ５６０の回転に対する遮蔽ユニット４１
０の追従性（応答性）を低下させる要因となり得るため好ましくない。この点、本実施の
形態に示したように、左側駆動ユニット５５０Ｌ及び右側駆動ユニット５５０Ｒによって
遮蔽ユニット４１０を２組に分けて駆動する構成とすることにより、ベルト部材５１１，
５２１の全長を短くすることができ、上述したような不都合を生じにくくすることができ
る。これにより、スライド用ステッピングモータ５６０の回転に対する遮蔽ユニット４１
０の追従性（応答性）を担保し、支持部材４２０，４４０のずれを抑制することが可能と
なる。
【０４１３】
　下側ベルト部材５１１の歯部５１３と上側ベルト部材５２１の歯部５２３とが、歯車５
６２を挟んで対峙する構成とした。これにより、駆動ユニット５５０の薄型化に貢献して
いる。特に、本実施の形態に示すように、遊技盤ユニット１００と図柄表示装置１４０と
の間に表示領域可変機構４００を配置する構成においては、同表示領域可変機構４００の
厚みが大きくなることに起因して、図柄表示装置１４０の視認性が低下し得るため好まし
くない。この点、上述の如く駆動ユニット５５０（すなわち表示領域可変機構４００）を
薄型化に貢献することにより、図柄表示装置１４０の視認性を担保しやすくでき、実用上
好ましい構成を実現できる。
【０４１４】
　なお、両ベルト部材５１１，５２１の歯部５１３，５２３が、歯車５６２を挟んで対峙
する構成としたことにより、歯部５１３，５２３と歯車５６２との掛かり代が、スライド
用ステッピングモータ５６０の軸部に発生する応力によって小さくなることを抑制してい
る。詳しくは、スライド用ステッピングモータ５６０の軸部５６１と歯車５６２の歯部と
が離れていることに起因して、歯車とベルト部材との噛み合い基づく応力が発生しやすく
なると想定される。この応力によって軸部がベルト部材から離れる側に傾くと、歯部５１
３，５２３と歯車５６２との掛かり代が小さくなり得る。この点、両ベルト部材５１１，
５２１の歯部５１３，５２３が歯車５６２に対して同歯車５６２を挟んだ両側から噛み合
う構成とすることにより、下側ベルト部材５１１との噛み合いに起因して発生する応力と
、上側ベルト部材５２１との噛み合いに起因して発生する応力とが互いに打ち消しあうよ
うに作用することととなる。これにより、軸部５６１が一方のベルト部材から離れること
を抑制でき、歯部５１３，５２３と歯車５６２との掛かり代の減少を抑えることが可能と
なっている。
【０４１５】
　下側ベルト部材５１１ａ～５１１ｃ及び上側ベルト部材５２１ａ～５２１ｃを同一仮想
平面上に配置し、互いに交差しない構成とした。これにより、駆動ユニット５５０の薄型
化に貢献している。
【０４１６】
　一のスライド用ステッピングモータ５６０を用いて両支持部材４２０，４４０を駆動す
る構成とした。これにより、両支持部材４２０，４４０の移動を同期させやすくしている
。例えば、各支持部材４２０，４４０をそれぞれ個別のモータによって駆動する構成とし
た場合には、それら各モータの動作を同期させる必要が生じる。これは、モータの回転制
御を複雑化させる要因になると懸念される。また、複数のモータを必要とすることにより
、表示領域可変機構４００の大型化や重量の増加を招来し得るため好ましくない。この点
、一のスライド用ステッピングモータ５６０によって遮蔽ユニット４１０のスライド移動
を可能とすれば、上述した不都合を好適に回避することができ、実用上好ましい構成を実
現できる。
【０４１７】
　なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。ちなみに、以下の別形態の構成を、上記各実施の形態における構成に対して、個別に
適用してもよく、相互に組み合わせて適用してもよい。
【０４１８】
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　（１）上記第１の実施の形態では、遮蔽ユニット１５１を構成する軸体１６１の中心軸
線から遮蔽体１５２の各外周面１５２ａ～１５２ｃまでの距離寸法が同一となる構成とし
たが、これら各距離寸法がそれぞれ異なる構成としてもよい。
【０４１９】
　以下、図２６に基づきその変形例について説明する。図２６（ａ）は、表示領域可変機
構の変形例を示す斜視図、図２６（ｂ）は遮蔽体の変形例を示す概略図、図２６（ｃ）は
第１の状態から第２の状態への切り替えを示す動作説明図である。
【０４２０】
　表示領域可変機構２５０においては、上記表示領域可変機構１５０と同様の構成、詳し
くは遮蔽ユニット２５１，保持部材２５２を備えている。保持部材２５２は、遊技領域形
成板１０３の背面に固定された支持レール２５３によって支持されている。支持レール２
５３は、遊技領域形成板１０３の背面と直交する方向に延びており、前記保持部材２５２
が搭載される搭載面２５４が形成されている。搭載面２５４は、支持レール２５３の長手
方向と同一方向に延びるとともに、保持部材２５２の底板部２５５と平行な平面状をなし
ている。底板部２５５における搭載面２５４と対向している部位には、それら搭載面２５
４に当接する合成樹脂製の当接部２５６が装着されており、これら当接部２５６が搭載面
２５４上を摺動可能となっている。
【０４２１】
　また、保持部材２５２における溝部２５７の両端側には、保持部材２５２を前記支持レ
ール２５３に沿って移動させる動力源としての駆動部２５８が設けられている。駆動部２
５８は上述した第１ステッピングモータ１６５と同様の構成、すなわちステッピングモー
タと、このステッピングモータに付随する鉄心及びピニオンとを備えている。保持部材２
５２には駆動部２５８のピニオンに対応する（噛み合う）ラック２５９が装着されている
。ラック２５９は支持レール２５３の長手方向に複数の歯が配列されてなる帯状をなして
おり、駆動部２５８のステッピングモータが回転することによって、保持部材２５２が支
持レール２５３の長手方向（すなわち前後方向）にスライド移動する。より具体的には、
遮蔽ユニット２５１と保持部材２５２とが一体となって前後方向にスライド移動する。こ
れにより、遮蔽ユニット２５１と遊技領域形成板１０３との間隔を変化させることが可能
となっている。
【０４２２】
　次に図２６（ｂ），（ｃ）に基づき、遮蔽ユニット２５１の遮蔽体２６０について詳細
に説明する。遮蔽体２６０を構成する各外周面２６０ａ，２６０ｂ，２６０ｃと、軸部２
６１の中心軸線との距離寸法Ｌ７，Ｌ８，Ｌ９はそれぞれ異なっている。具体的にはＬ７
＞Ｌ８＞Ｌ９となっている。
【０４２３】
　遮蔽体２６０が回動することによって、遊技領域形成板１０３に対して第１外周面２６
０ａが対峙している状態から（第１の状態）から、遊技領域形成板１０３に対して第２外
周面２６０ｂが対峙している状態（第２の状態）に移行された場合、遊技領域形成板１０
３と遮蔽体２６０との距離が一時的に広がることとなる。すなわち、第２外周面２６０ｂ
が仮想平面Ｐから後退することとなる。このように第２外周面２６０ｂが仮想平面Ｐから
離れた後、上述の如く支持レール２５３に沿って遮蔽ユニット２５１の前後位置を変更す
ることにより、具体的には遮蔽ユニット２５１を前方に移動させることにより、第２外周
面２６０ｂが再び仮想平面Ｐに重なる位置に復帰することとなる。これにより、第２外周
面２６０ｂが後退することで視認性が悪化するといった不都合の発生を抑制することがで
きる。
【０４２４】
　なお、第３外周面２６０ｃが遊技領域形成板１０３と対峙する場合においても、同様の
位置合わせが行われる。これにより、第３外周面２６０ｃの視認性の担保が図られている
。
【０４２５】
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　以上、詳述したように、回動中心軸線Ｘから各外周面までの距離寸法がそれぞれ異なる
構成とした場合であっても、その回動中心軸線Ｘ（詳しくは遮蔽ユニット２５１及び保持
部材２５２）が前後にスライド移動する構成とすることにより、各外周面２６０ａ～２６
０ｃと遊技領域形成板１０３とが対峙した状態でのそれらの距離を一定に保つことが可能
となる。
【０４２６】
　因みに、以上詳述した変形例を第２の実施の形態に適用することも可能である。このよ
うな変更を行う場合には、例えば表示領域可変機構４００全体が前後にスライドする構成
とすればよい。
【０４２７】
　（２）上記各実施の形態では遮蔽体１５２の回動中心軸線Ｘが上下に延びる構成とした
が、これに限定されるものではない。例えば、図２７（ａ）に示すように遮蔽体２７０の
回動中心軸線Ｙが左右に延びる構成とすることも可能である。但し、かかる構成を採用し
た場合、重力に抗して遮蔽体２７０を回動させる必要が生じる。これにより各外周面の切
り替え操作を機敏に行うことが困難となり得る。故に、望ましくは、回動中心軸線Ｙは上
下に延びる構成とするとよい。なお、回動中心軸線が左右に延びる構成とした場合、シー
ト材２７１，２７２を遊技領域形成板１０３の右部及び左部に配し、それらシート材２７
１，２７２の後方に保持部材２７３やレール部材２７４を配置するとよい。
【０４２８】
　（３）上記各実施の形態では、遮蔽体１５２の回動方向に並設された外周面全てを「表
示面」として利用したが、これに限定されるものではない。回動方向に並設された複数の
外周面を有する構成にあっては、それら外周面のうち隣り合う２つの外周面を「表示面」
として用いればよい。すなわち、外周面１５２ａ～１５２ｃのうち２つのみを「表示面」
として利用することも可能である。
【０４２９】
　また、遮蔽体が四角柱状をなす構成とし、回動方向に４つの異なる外周面が並設される
構成とした場合、これら外周面のうち隣り合う２つの外周面を「表示面」として利用する
ことも可能であるし、隣接する３つの外周面を「表示面」として利用することも可能であ
る。特に図２７（ｄ）に示すように遮蔽体２８０の外周面２８０ａ～２８０ｄを備え、回
動中心軸線からの距離寸法が外周面２８０ａ，２８０ｃ，２８０ｄで同一である場合には
、これら３つの異なる外周面２８０ａ，２８０ｃ，２８０ｄを表示面として利用すること
で実用上好ましい構成を実現できる。すなわち、上記実施の形態と同様に、回動中心軸線
を前後方向に移動させることなく、同一の仮想平面Ｐ上に重なる構成とすることができる
。更には、遮蔽体２８０の正逆回転により各外周面２８０ａ，２８０ｃ，２８０ｄの切り
替えを円滑に行うことができる。
【０４３０】
　なお、同図２７（ｂ）に示すように遮蔽体２８０を隣り合う外周面２８０ａ～２８０ｄ
同士の内角が９０°となる直方体状とした場合、いずれの外周面２８０ａ，２８０ｃ，２
８０ｄがパチンコ機１０の正面側を向いた場合であっても残り全ての外周面全域がその後
方投影領域内に含まれることとなる。これにより、複数の遮蔽体２８０を有する構成とし
ても、隣り合う遮蔽体２８０同士を近づけやすくでき、連続面の形成を容易なものとする
ことができる。
【０４３１】
　また、図２７（ｂ）に示す遮蔽体２８０においては、外周面２８０ｄを挟んだ両側の外
周面２８０ａ，２８０ｃのそれぞれの長さ寸法が同一となるように形成した。すなわち、
回動中心軸線から外周面２８０ａにおける外周面２８０ｂ側の端部の距離寸法と、回動中
心軸線から外周面２８０ｃにおける外周面２８０ｂ側の端部までの距離寸法とが同一とな
るように遮蔽体２８０を形成した。これを以下のように変更することも可能である。外周
面２８０ａと外周面２８０ｃの長さ寸法を異なるものとし、上述した各端部までの距離寸
法が異なるように遮蔽体２８０を形成することも可能である。かかる場合、回動中心軸線
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と遊技領域形成板１０３との距離寸法が、各外周面２８０ａ，２８０ｃのうち長さ寸法が
短い側の外周面における外周面２８０ｂ側の端部と回動中心軸線との距離寸法よりも小さ
くなるように遮蔽体２８０を形成することが望ましい。このように遮蔽体２８０を形成す
ることにより、遊技領域形成板１０３に対して、仮想平面Ｐ（すなわち演出位置）を近づ
けつつ、演出範囲を広げることができる。すなわち、遊技者に対して近い位置での演出を
可能としつつ、演出範囲を広げることが可能となり、実用上好ましい構成を実現できる。
【０４３２】
　因みに、遮蔽体が五角柱以上の多角柱状をなす構成とすることも可能である。但し、遮
蔽体が五角以上の多角柱状をなす構成とした場合、外周面同士の内角が９０°よりも大き
な部分が存在することとなる。かかる場合、一部の外周面は「表示面」として利用するこ
とが困難となり得る。故に、遮蔽体の外周面によって「表示面」を効率的に構成するには
、三角柱状又は四角柱状とすることが好ましい。これにより、遮蔽体の外周面を無駄なく
利用でき、実用上好ましい構成を実現できる。
【０４３３】
　更には、遮蔽体１５２が柱状をなす構成としたが、これを変更し、遮蔽体が板状をなす
構成としたり、筒状をなす構成としたりすることも可能である。
【０４３４】
　（４）上記各実施の形態では、各外周面１５２ａ～１５２ｃ間の内角Ａ１，Ａ２，Ａ３
を全て鋭角としたが、これら各内角Ａ１，Ａ２，Ａ３のうちいずれか１つを直角とするこ
とも可能である。また、それら各内角Ａ１，Ａ２，Ａ３のうちいずれか１つを鈍角とする
ことも可能である。但し、内角を鈍角とした場合、仮想平面Ｐ上に配置されていない他の
外周面同士が干渉しやすくなることに起因して、隣り合う遮蔽体１５２同士を近づけにく
くなると想定される。故に、好ましくは、角内角Ａ１，Ａ２，Ａ３は、鋭角又は直角とす
るとよい。
【０４３５】
　（５）上記各実施の形態では、各外周面１５２ａ～１５２ｃが平面状をなす構成とした
が、これを変更し、各外周面１５２ａ～１５２ｃが一定の曲率を有する曲面状をなす構成
とすることも可能である。例えば、各外周面１５２ａ～１５２ｃを回動中心軸線Ｘの放射
方向外側に向けて凸となる湾曲状としてもよいし、放射方向内側に向けて凸となる湾曲状
としてもよい。かかる場合、各外周面１５２ａ～１５２ｃの曲率は、少なくともそれら各
外周面１５２ａ～１５２ｃにおける回動方向両側の縁部間で同一となるように形成するこ
とが望ましい。これにより、第１～第３の状態において、各外周面１５２ａ～１５２ｃを
仮想曲面上に重ねることが可能となる。
【０４３６】
　また、各外周面１５２ａ～１５２ｃ間の境界部位を角状としが、これを変更し、各外周
面１５２ａ～１５２ｃ間の境界部位にコーナーＲを形成してもよい。
【０４３７】
　（６）上記各実施の形態では、演出の切り替えに伴って複数の遮蔽体１５２における同
じ外周面１５２ａ～１５２ｃを遊技領域形成板１０３側に向ける構成としたが、これを以
下のように変更することも可能である。すなわち、各遮蔽体１５２が演出の切り替えに伴
ってそれぞれ異なる外周面１５２ａ～１５２ｃを遊技領域形成板１０３側に向ける構成と
してもよい。例えば、図２７（ｃ）に示すように、中央の遮蔽体１５２の第１外周面１５
２ａが仮想平面Ｐ上に配置された状態で、左側の遮蔽体１５２の第２外周面１５２ｂ及び
右側の遮蔽体１５２の第３外周面１５２ｃも仮想平面Ｐ上に配置される構成とすることも
可能である。上記実施の形態に示したように、個々の遮蔽体１５２は第１の状態～第３の
状態のいずれの状態であっても、その外周面１５２ａ～１５２ｃは仮想平面Ｐ上に位置す
る（図１１（ｂ）参照）。このため、遮蔽体１５２間の外周面１５２ａ～１５２ｃの繋り
を維持しつつ、それら外周面１５２ａ～１５２ｃによって形成される遮蔽面の幅、すなわ
ち遮蔽領域の大きさを様々に変化させることが可能となる。すなわち、複数の遮蔽体１５
２の異なる外周面１５２ａ～１５２ｃの組み合わせによって遮蔽面を形成することで、上
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述したような遮蔽パターンの多様化を図ることができる。
【０４３８】
　（７）上記各実施の形態では、各遮蔽体１５２が同一の構成を有する構成としたが、こ
れら各遮蔽体がそれぞれ異なる構成を有する構成とすることも可能である。例えば、図２
７（ｄ）に示すように、三角柱状の遮蔽体２９０と直方体状の遮蔽体２９１とを組み合わ
せて（混在させて）用いることも可能である。
【０４３９】
　また、同図２７（ｄ）に示すように、それぞれの軸体２９２，２９３（詳しくは回動中
心軸線）は、遊技領域形成板１０３の背面と平行な同一の仮想平面上に配置する必要は無
く、前後方向にずらして配置することも可能である。但し、このように回動中心軸線を前
後方向にずらす構成を採用した場合、表示領域可変機構の大型化や、保持部材の構造の複
雑化を招来しやすくなると想定され好ましくない。故に、望ましくは、各遮蔽体の回動中
心軸線は同一平面状に配置するとよい。
【０４４０】
　（８）上記第１の実施の形態では、遊技領域形成板１０３の上部、詳しくは第１シート
材１２８の後方に上側レール部材１９０を配置し、遊技領域形成板１０３の下部、詳しく
は第２シート材１２９の後方に下側レール部材１７０を配置したが、これら両レール部材
１７０，１９０を相互に入れ替えることも可能である。
【０４４１】
　また、上側レール部材１９０に関しては、省略することも可能である。更には、上側レ
ール部材１９０に代えて、下側レール部材１７０を配置し、遊技領域形成板１０３の上部
及び下部にて、遮蔽ユニット１５１を駆動させる構成としてもよい。
【０４４２】
　上記第１の実施の形態においては、下側レール部材１７０側に動力部としての第１ステ
ッピングモータ１６５を設けたが、これと同様の構成を上側レール部材１９０側にも追加
し、両レール部材１７０，１９０側のステッピングモータを同期して駆動することにより
、各遮蔽体１５２をスライド移動させる構成としてもよい。
【０４４３】
　（９）上記各実施の形態では、ステッピングモータ１６５，１６７を用いる構成とした
が、これを以下のように変更することも可能である。例えば、ステッピングモータ１６５
，１６７に代えてＤＣモータ等の他のモータを用いることも可能である。但し、この場合
、遮蔽体１５２の位置や向きを検出するセンサ等の検出手段を設け、これら検出手段を介
して得られる遮蔽体１５２の位置情報及び向き情報を表示制御装置９２（詳しくは表示制
御基板２１１）に入力し、これら各情報に基づいて、遮蔽ユニット１５１の位置及び向き
を制御するフィードバック制御を行うことが望ましい。
【０４４４】
　なお、下側レール部材１７０の長手方向への遮蔽ユニット１５１のスライド移動（直線
移動）に関しては、第１ステッピングモータ１６５に代えてリニアモータを用いる構成と
することで、位置制御を容易化しつつ、より機敏な動作の実現に貢献できる。
【０４４５】
　（１０）上記各実施の形態では、表示領域可変機構１５０（詳しくは下側レール部材１
７０）を排出通路形成部材１４５の後方に配置したが、これに限定されるものではなく、
排出通路形成部材１４５と並設することも可能である。例えば、排出通路形成部材１４５
と下側レール部材１７０とを上下に並設するとよい。これにより、遊技領域形成板１０３
と図柄表示装置１４０との間隔寸法を更に小さくすることが可能となるとともに、遮蔽体
１５２の大型化に貢献できる。
【０４４６】
　（１１）上記各実施の形態では、シート材１２８，１２９によって、下側レール部材１
７０及び上側レール部材１９０を遮蔽する構成とし、パチンコ機１０の前方からの下側レ
ール部材１７０及び上側レール部材１９０の視認を困難なものとしたが、これらシート材



(67) JP 5251373 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

１２８，１２９を省略することも可能である。
【０４４７】
　また、遊技領域形成板１０３と同等の大きさを有する図柄表示装置１４０（詳しくは表
示画面１４１）を有する構成としたが、これを変更し、図柄表示装置１４０（詳しくは表
示画面１４１）をシート材１２８，１２９間の透過領域Ｅ１に対応する大きさとしてもよ
い。但し、リユースを考慮すると、図柄表示装置１４０（詳しくは表示画面１４１）は上
記実施の形態に示すように全面液晶とすることが好ましい。
【０４４８】
　なお、シート材１２８，１２９は遊技領域形成板１０３の背面側でなく正面側に配する
ことも可能である。
【０４４９】
　（１２）上記各実施の形態では、遮蔽体１５２が自身の後方の図柄表示装置１４０を遮
蔽する構成としたが、遮蔽しない構成とすることも可能である。例えば、遮蔽体１５２を
有色透明な合成樹脂材料によって形成し、後方の図柄表示装置１４０の視認が可能となる
程度の透明性を付与してもよい。また、外周面１５２ａ～１５２ｃに付与された各種絵柄
についても同様に、それら絵柄を通して後方の図柄表示装置１４０の視認が可能となるよ
うに透明性を付与してもよい。
【０４５０】
　更には、各遮蔽体１５２を図柄表示装置１４０の前方以外の部分に配置することも可能
である。すなわち、遮蔽体１５２は必ずしも図柄表示装置１４０の前側に重なるように配
置する必要はない。例えば、図柄表示装置が遊技領域形成板１０３における中央に配置さ
れる構成においては、その図柄表示装置との重なりを回避した位置に配置することも可能
である。より具体的には、図柄表示装置との重なりを回避し、且つ遊技領域形成板の遊技
領域に対して重なる位置に遮蔽体１５２を配置してもよい。かかる構成においては、遮蔽
体１５２の前方を遊技球が流下することとなるが、これら遊技球の流下経路に対する遮蔽
体１５２の距離は、いずれの外周面１５２ａ～１５２ｃが正面側を向いた場合であっても
一定に保たれる。遊技領域を流下する遊技球の動きを見ながら、遮蔽体１５２を用いた演
出を見た場合であっても、遮蔽体１５２の見え方に距離的な違和感が生じることを抑制で
きる。
【０４５１】
　（１３）上記第１の実施の形態では、遮蔽ユニット１５１を構成する軸体１６１の先端
部にストッパ１６３を形成したが、これを省略することも可能である。
【０４５２】
　また、ストッパ１６３を上側レール部材１９０の断面に対応させることで、レール方向
以外の方向への移動を規制する構成としてもよい。なお、このような構成の変更を行った
場合には、軸体１６１の成形が困難になると想定される。ストッパ部を軸体１６１に対し
て別体で形成することによりそのような不都合を好適に回避できる。
【０４５３】
　更には、ストッパ１６３に代えて上側レール部材１９０の溝部内をそのレール方向に転
がる回転体（例えばローラ）を設けることも可能である。
【０４５４】
　（１４）上記各実施の形態では、遮蔽体１５２が正回転及び逆回転の２つの方向に回転
することで、各外周面１５２ａ～１５２ｃの切り替えを行ったが、これに限定されるもの
ではない。例えば、遮蔽体１５２の回転方向を１の方向に限定することも可能である。こ
れにより、回転制御の簡略化を図ることができる。
【０４５５】
　（１５）上記各実施の形態では、各遮蔽体１５２の外周面１５２ａが個々に独立した絵
柄を有する構成としたが、複数の遮蔽体１５２の外周面１５２ａによって１つの連続した
絵柄が形成される構成としてもよい。また、外周面１５２ｂ，１５２ｃについても同様に
、複数の外周面１５２ｂによって「ｃｈａｎｃｅ」の文字を構成してもよいし、複数の外
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周面１５２ｃによって「ｂｉｇ　ｃｈａｎｃｅ」の文字を構成してもよい。
【０４５６】
　（１６）上記各実施の形態では、各遮蔽体１５２の端部同士（各外周面１５２ａ～１５
２ｃ同士の境界部位）が接触する構成としたが、これを変更し、各遮蔽体１５２の端部同
士が前後に重なる構成とすることも可能である。これにより、遮蔽体１５２間の隙間を介
して図柄表示装置１４０が視認可能となることを回避し遮蔽機能を好適なものとすること
ができる。
【０４５７】
　（１７）上記各実施の形態では、表示領域可変機構１５０を用いた演出により、表示画
面１４１において遮蔽される領域が大きくなる構成としたが、これを変更し、表示領域可
変機構１５０を用いた演出により、表示画面１４１において遮蔽される領域が小さくなる
構成とすることも可能である。
【０４５８】
　具体的には、通常状態においては第３外周面１５２ｃがパチンコ機１０の正面側を向く
構成とし、演出によって、第１外周面１５２ａ，１５２ｂと切り替わる構成とすればよい
。
【０４５９】
　（１８）上記各実施の形態では、遮蔽体１５２と軸体１６１とを別体で設けたが、これ
らを一体で設けてもよい。
【０４６０】
　また、軸体１６１を遮蔽体１５２内に配置したが、これに代えて軸体１６１を遮蔽体１
５２の外部に配置することも可能である。但しかかる変更を行った場合、遮蔽体１５２の
各外周面１５２ａ～１５２ｃの大型化と、遮蔽体１５２の動作隙の確保とを両立すること
は困難となり得る。更には、「表示面」の数を増やすことも困難となり得る。故に、望ま
しくは、軸体１６１を遮蔽体１５２内、例えば「表示面」によって挟まれた領域に配置す
るとよい。
【０４６１】
　（１９）上記各実施の形態では、複数の遮蔽体１５２（具体的には３つ又は６つの遮蔽
体１５２）によって連続面を形成する構成としたが、必ずしもこれに限定されるものでは
ない。連続面を形成する以外に、個々の遮蔽体１５２によって複数の異なる位置にて個別
に遮蔽を行う構成としてもよい。かかる場合、各遮蔽体を挟んだ両側に表示領域を設定す
ることにより、表示領域を複数に分けて設定することができ、更なる演出の多様化に貢献
することができる。遮蔽体を少なくとも２つ有していれば、２つの遮蔽体を離間して配置
することにより、複数の異なる部位での遮蔽を可能とし表示領域の分化を好適に促進でき
る。例えば、遮蔽体を４つ有する構成とした場合、それら遮蔽体をそれぞれ離間して配置
し、各遮蔽体の両側に表示領域（５つに分化された表示領域）を設定するとよい。
【０４６２】
　また、連続面を形成する際には、隣接する遮蔽体が少なくとも２つあればよい。更には
、複数の遮蔽体によって形成される連続面が複数設定され、それら各連続面が互いに離間
して配置される構成とすることも可能である。かかる場合、それら各連続面を挟んだ両側
に表示領域を設定することで、更なる演出の多様化に貢献することができる。例えば、６
つの遮蔽体を有する構成とした場合、２つの遮蔽体によって形成される連続面（３つの連
続面）を互いに離間して配置し、それら連続面の両側に表示領域（計４つ）を設定すると
よい。
【０４６３】
　（２０）上記各実施の形態では、遮蔽ユニット１５１の駆動モードとして、位置切り替
えモードと表示切替モードとを個別に設定する構成としたが、これら各位置切り替えモー
ドと表示切替モードとを統合する構成としてもよい。例えば、第１位置切替モードを第１
駆動モード，第１位置切替モードと第１表示切替モードとの組み合わせを第２駆動モード
，第１位置切替モードと第２表示切替モードとの組み合わせを第３駆動モード等とすると
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よい。これにより、複数の切替動作をまとめることができモード切替に要する動作の簡略
化及び時間の短縮を実現することができる。
【０４６４】
　また、表示領域可変機構１５０を用いた演出終了後には必ず標準状態に復帰させる構成
としたが、表示領域可変機構１５０を用いた演出が連続する場合には、駆動状態を維持す
る構成とすることも可能である。これにより、表示領域可変機構の動作が多発し表示領域
が過度に切り替わることにより視認性が悪化することを抑制できる。
【０４６５】
　（２１）上記各実施の形態では、上記実施の形態では、表示制御装置９２から出力され
るコマンドに基づいて、音声ランプ制御装置９１により表示制御装置９２が制御される構
成としたが、これに代えて、主制御装置９０から出力されるコマンドに基づいて、表示制
御装置９２が音声ランプ制御装置９１を制御する構成としてもよい。また、音声ランプ制
御装置９１と表示制御装置９２とが別々に設けられた構成に代えて、両制御装置９１，９
２が一の制御装置として設けられた構成としてもよい。また、主制御装置９０から音声ラ
ンプ制御装置９１に出力されるコマンドの構成も任意である。
【０４６６】
　また、音声ランプ制御装置９１は、主制御装置９０からのコマンドを入力した場合に、
当該コマンドをそのまま表示制御装置９２に出力するのではなく、音声ランプ制御装置９
１において図柄の変動表示パターンなどを特定するとともに、その特定結果を含めた情報
を表示制御装置９２に出力する構成としてもよい。
【０４６７】
　更には、表示領域可変機構１５０と表示制御装置９２とは図示せぬ中継基板を介して電
気的に接続される構成としたが、この中継基板を省略することも可能である。
【０４６８】
　（２２）上記各実施の形態では、リーチ演出に伴って表示領域可変機構１５０を駆動さ
せる構成としたが、表示領域可変機構１５０を用いた演出をリーチ演出以外の場面で用い
ることも可能である。例えば、大当たり状態に移行された場合の演出等の他の演出に適用
することも可能である。
【０４６９】
　（２３）上記各実施の形態では、表示領域Ｅ３において図柄の変動表示を行う構成とし
、表示画面１４１における上記表示領域Ｅ３以外の領域においては、画像の表示を行わな
い構成としたが、これを変更し、表示領域Ｅ３以外の領域にて背景等の画像の表示を行う
ことも可能である。但し、かかる場合には、遮蔽体１５２を透明又は半透明な材料により
形成し、それら遮蔽体１５２を介してその背後に表示される画像が視認可能となるように
こうせいすることが望ましい。
【０４７０】
　また、表示領域Ｅ３においては、図柄等の表示を行う構成としたが、図柄以外の背景等
の絵柄を表示することも可能である。更には、図柄の変動表示を行う構成に代えて、図柄
等の静止表示を行う構成とすることも可能である。
【０４７１】
　（２４）上記各実施の形態では、遮蔽体１５２の各外周面１５２ａ～１５２ｃの幅寸法
（隣接する外周面との境界部位間の長さ寸法）がそれぞれ異なる構成としたが、複数の「
表示面」の切り替えを良好に行うことに着眼すれば、これら各外周面１５２ａ～１５２ｃ
の幅寸法を同一とすることも可能である。すなわち、１５２ａ～１５２ｃの幅寸法を同一
とした場合であっても、演出の切り替え（具体的には遮蔽体の回転動作）の円滑化を図る
ことができる。かかる場合、各外周面１５２ａ～１５２ｃに異なる装飾を付与することで
、演出の多様化が達成される。
【０４７２】
　（２５）上記各実施の形態においては、各外周面１５２ａ～１５２ｃを平面状としたが
、これら各外周面に凸状又は凹状のデザイン（例えば文字，数字，絵柄等）を付与するこ
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とも可能である。この場合、ベースとなる平面部分又は隣合う外周面との境界部位が仮想
平面Ｐ上に重なる構成とするとよい。
【０４７３】
　（２６）上記第２の実施の形態では、駆動ユニット５５０をレール部材４６０，４８０
の左右両側に配置する構成とした。すなわち、左側駆動ユニット５５０Ｌ及び右側駆動ユ
ニット５５０Ｒを有する構成としたが、これに限定されるものではない。両駆動ユニット
５５０Ｌ，５５０Ｒのうちいずれか一方を省略することも可能である。このような変更を
行った場合には、遮蔽ユニット４１０ａ～４１０ｆを駆動する構成を一の駆動ユニットに
まとめるとよい。また、駆動ユニット５５０をレール部材４６０の下方及びレール部材４
８０の上方にそれぞれ配置してもよい。このような変更を行う場合には、それら各駆動ユ
ニット５５０が各シート材１２８，１２９によって覆われる構成とするとよい。
【０４７４】
　（２７）上記第２の実施の形態においては、スライド用ステッピングモータ５６０の歯
車５６２よりも外側に下側ベルト部材５１１を配し、同歯車５６２よりも内側に上側ベル
ト部材５２１を配する構成としたが、この配置が逆となるようにベルト部材５１１，５２
１を入れ替えてもよい。すなわち、歯車５６２よりも内側に下側ベルト部材５１１を配し
、同歯車５６２よりも外側に上側ベルト部材５２１を配する構成としてもよい。
【０４７５】
　（２８）上記第２の実施の形態においては、動力伝達部材としてベルト部材５１１，５
２１を用いる構成とした。詳しくは、ベルト部材５１１，５２１を湾曲させることにより
、同ベルト部材５１１，５２１とスライド用ステッピングモータ５６０とを直接繋ぐ構成
とした。これを変更し、他のギア部材等を介してベルト部材５１１，５２１とスライド用
ステッピングモータ５６０とを繋ぐ構成としてもよい。このようにギア部材等を中継させ
ることにより、ベルト部材を湾曲させる必要が無くなる。これにより、ベルト部材の強度
向上を図り、ベルト部材の撓み等の変形を抑えやすい構成を実現できる。
【０４７６】
　（２９）上記第２の実施の形態においては、スライド用ステッピングモータ５６０を両
レール部材４６０，４８０の中間位置に配置して、下側ベルト部材５１１の全長と上側ベ
ルト部材５２１の全長との寸法差を生じにくくしたが、これに限定されるものではない、
ステッピングモータ５６０の位置は任意である。例えば、ステッピングモータ５６０を両
レール部材４６０，４８０の一方側に偏倚して配置することも可能である。但し、ベルト
部材の全長が長くなると、支持部材の移動に関する応答性が低下しやすくなる。これは、
両支持部材４２０，４４０を同期して移動させることを困難なものとする要因になり得る
ため好ましくない。故に、望ましくは、ステッピングモータは両レール部材の離間方向に
おける中間位置に偏倚して配置するとよい。
【０４７７】
　（３０）上記第２の実施の形態においては、スライド用ステッピングモータ５６０を、
軸部５６１の中心軸線が前後方向に延びるように配置したが、これに限定されるものでは
ない。例えばスライド用ステッピングモータを、軸部の中心軸線が上下方向に延びるよう
に配置してもよいし、軸部の中心軸線が左右方向に延びるように配置してもよい。但し、
このような変更を行った場合には、併せてベルト部材の配置を変更する必要が生じる。こ
れは駆動ユニット５５０の厚みを増加する要因となり得るため好ましくない。
【０４７８】
　（３１）上記第２の実施の形態においては、ベルト部材５１１ａ～５１１ｃをベルト部
材５１１の厚み方向に並設する構成としたが、各ベルト部材５１１ａ～５１１ｃの配置は
任意である。例えば、ベルト部材５１１ａ～５１１ｂをベルト部材５１１の幅方向に並設
することも可能である。
【０４７９】
　また、ベルト部材５１１を歯部５１３が上方を向くように配置したが、これを以下のよ
うに変更することも可能である。すなわち、ベルト部材５１１を歯部５１３が下方を向く
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ように配置することも可能であるし、ベルト部材５１１を歯部５１３が前方又は後方を向
くように配置することも可能である。
【０４８０】
　なお、以上詳述した変更をベルト部材５１１ｄ～５１１ｆ，５２１ａ～５２１ｃ，５２
１ｄ～５２１ｆの各組みに適用してもよい。
【０４８１】
　（３２）上記第２の実施の形態においては、ベルト収容溝４７２ａ～４７２ｃを下側レ
ール部材４６０の前側板部４６１に形成し、ベルト収容溝４７２ｄ～４７２ｆを下側レー
ル部材４６０の後側板部４６２に形成した。すなわち、下側支持部材４２０を挟んでベル
ト部材５１１ａ～５１１ｃ及びベルト部材５１１ｄ～５１１ｆを配置した。これを変更し
、ベルト部材５１１ａ～５１１ｆを下側支持部材４２０の一側に、すなわち下側レール部
材４６０の板部４６１～４６３の何れかにまとめて配置することも可能である。
【０４８２】
　（３３）上記第２の実施の形態においては、ベルト部材５１１，５２１をスライド用ス
テッピングモータ５６０の歯車５６２を挟んだ両側に配置したが、これに限定されるもの
ではない。ベルト部材５１１，５２１を同一側に配置することも可能である。すなわち、
下側ベルト部材５１１の歯部５１３と、上側ベルト部材５２１の歯部５２３とは必ずしも
対峙している必要はなく、下側ベルト部材５１１の歯部５１３と、上側ベルト部材５２１
の歯部５２３とが同一側を向くように各ベルト部材５１１，５２１を配置することも可能
である。但し、このような変更を行った場合には、両ベルト部材５１１，５２１による各
支持部材４２０，４４０の動作方向を統一するため、駆動力の伝達方向を反転させる構成
を併用することが好ましい。例えば、ベルト部材５１１，５２１をそれぞれ環状とすると
よい。
【０４８３】
　（３４）上記第２の実施の形態においては、下側支持部材４２０及び上側支持部材４４
０を一つのスライド用ステッピングモータ５６０によって駆動する構成としたが、これを
変更し、下側支持部材４２０を駆動するステッピングモータと、上側支持部材４４０を駆
動するステッピングモータとを個別に設けてもよい。但し、このような変更を行う場合に
は、各支持部材４２０，４４０の位置を検知する検知手段を個別に設け、それら検知手段
からの位置情報に基づいてそれら各支持部材４２０，４４０の移動が同期するようにフィ
ードバック制御を行うことが好ましい。
【０４８４】
　（３５）上記第２の実施の形態においては、「駆動力伝達部」として、ベルト部材５１
１，５２１を有する構成としたが、ベルト部材５１１，５２１に代えてチェーン部材やケ
ーブル部材を有する構成としてもよい。なお、ケーブル部材を有する構成とした場合には
、ケーブルに段差等の引っ掛かりを設け、ステッピングモータ（詳しくは歯車）との噛み
合いを可能とするとともに、噛み合いのずれを生じにくくするとよい。
【０４８５】
　なお、例えば遮蔽ユニットの移動方向を上下方向とした場合には、駆動力伝達部を紐等
によって構成し、それら紐を巻き上げることにより、遮蔽ユニットを上昇させ、自重落下
させることによって同遮蔽ユニットを下降させることも可能である。但し、このような構
成を採用した場合には、遮蔽ユニットの自重に依存して移動するため、機敏な動きを実現
することは困難になると考えられる。更には、遮蔽ユニットの移動方向が、自重による移
動が困難な方向（例えば左右方向）に設定された場合、１のスライド用ステッピングモー
タによって遮蔽ユニットの往復移動をさせることが困難となる。例えば、往用のスライド
用ステッピングモータと復用のスライド用ステッピングモータを設けることにより、これ
に対処することが可能ではあるが、構成が煩雑化すると考えられ、好ましくない。以上の
理由から、スライド用ステッピングモータによる押し引きに対応できるもの（例えば上述
したベルト等）を「駆動力伝達部」として用いることが好ましい。
【０４８６】
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　（３６）上記第２の実施の形態では、「規定手段」としてケーシング５７１～５７４を
有する構成としたが、これら各ケーシング５７１～５７４を省略することも可能である。
これらケーシング５７１～５７４を省略する場合には、ハウジング５８０のケーシング収
容部の溝幅や溝深さをベルト部材５１１，５２１に合わせて変更しケーシング収容部の内
周面でベルト部材５１１，５２１を挟むことによって、それらベルト部材５１１，５２１
の撓みや捻れを抑制するとよい。
【０４８７】
　（３７）上記第２の実施の形態に示すように、遮蔽体４１１の両側の端部に支持部材４
２０，４４０を有する構成においては、回動用ステッピングモータ５５５を上側支持部材
４４０に設けることも可能である。
【０４８８】
　（３８）上記第２の実施の形態では、下側ベルト部材５１１ａ～５１１ｃの長さ、詳し
くは各ステッピングモータ５６０ａ～５６０ｃと各遮蔽ユニット４１０ａ～４１０ｃとの
を伝達経路の長さ（距離）を積極的に相違させることにより、それらベルト部材５１１ａ
～５１１ｃの誤組み付けを抑制したが、これを変更し、各ベルト部材５１１ａ～５１１ｃ
の長さが同等となるように構成してもよい。これにより、各遮蔽ユニット４１０ａ～４１
０ｃにおける駆動力の伝達に伴うタイムラグを同等とすることができ、各遮蔽ユニット４
１０ａ～４１０ｃの動作を揃えることが可能となる。
【０４８９】
　例えば、ステッピングモータ５６０ａ～５６０ｃの配列を逆とし、第１ステッピングモ
ータ５６０ａと第３ステッピングモータ５６０ｃとの位置を入れ替えるとよい。
【０４９０】
　なお、同様の変更を下側ベルト部材５１１ｄ～５１１ｆ，上側ベルト部材５２１ａ～５
２１ｆ及びステッピングモータ５６０ｄ～５６０ｆに対して適用することも可能である。
【０４９１】
　（３９）上記第２の実施の形態においては、各ベルト部材５１１ａ～５１１ｆに対して
、個々に対応するベルト収容溝４７２ａ～４７２ｆを形成した。これを変更し、複数のベ
ルト部材が同一のベルト収容溝に収容される構成としてもよい。例えば、ベルト部材５１
１ａとベルト部材５１１ｆとがベルト収容溝４７２ａ内に収容される構成とすることも可
能である。しかしながら、このように、複数のベルト部材が一のベルト収容溝内で並存す
る構成とした場合、既に説明した支持長さを確保することが難しくなりえる。故に、好ま
しくは、各ベルト部材に対応するベルト収容溝を個別に設ける構成とするとよい。
【０４９２】
　（４０）上記各実施の形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等、例えば特別装置の特
定領域に遊技球が入ると電動役物が所定回数開放するパチンコ機や、特別装置の特定領域
に遊技球が入ると権利が発生して大当たりとなるパチンコ機、他の役物を備えたパチンコ
機、アレンジボール機、雀球等の遊技機にも、本発明を適用できる。
【０４９３】
　また、弾球式でない遊技機、例えば、複数種の図柄が周方向に付された複数のリールを
備え、メダルの投入及びスタートレバーの操作によりリールの回転を開始し、ストップス
イッチが操作されるか所定時間が経過することでリールが停止した後に、表示窓から視認
できる有効ライン上に特定図柄又は特定図柄の組み合わせが成立していた場合にはメダル
の払い出し等といった特典を遊技者に付与するスロットマシンにも本発明を適用できる。
【０４９４】
　また、外枠に開閉可能に支持された遊技機本体に貯留部及び取込装置を備え、貯留部に
貯留されている所定数の遊技球が取込装置により取り込まれた後にスタートレバーが操作
されることによりリールの回転を開始する、パチンコ機とスロットマシンとが融合された
遊技機にも本発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０４９５】
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【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機の全体構成を示す斜視図。
【図２】遊技機本体の主要な構成を分解して示す分解斜視図。
【図３】内枠の構成を示す正面図。
【図４】遊技盤ユニットの構成を示す正面図。
【図５】遊技盤ユニットの一部を分解して示す分解斜視図。
【図６】図４のＡ－Ａ線部分断面図。
【図７】裏パックの構成を示す正面図。
【図８】遊技盤ユニット及び図柄表示装置の構成を示す斜視図。
【図９】表示領域可変機構の構成を示す分解斜視図。
【図１０】図９のＢ－Ｂ線部分断面図。
【図１１】（ａ）は遮蔽体をその軸線方向から見た概略図、（ｂ）は遮蔽体の回動状態を
示す概略図。
【図１２】（ａ）は第１の状態を示す概略図、（ｂ）は第２の状態を示す概略図、（ｃ）
は第３の状態を示す概略図。
【図１３】（ａ）～（ｄ）は第１の状態と第２の状態との切替動作を示す動作説明図、（
ｅ）～（ｇ）は第１の状態と第３の状態との切替動作を示す動作説明図。
【図１４】遊技機正面からみた表示領域可変機構と図柄表示装置の表示領域との関係を示
す概略図。
【図１５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図。
【図１６】遊技制御に用いる各種カウンタの概要を示す説明図。
【図１７】表示制御装置のＣＰＵにより実行されるコマンド判定処理を示すフローチャー
ト。
【図１８】特別演出処理を示すフローチャート。
【図１９】第２の実施の形態における表示領域可変機構４００を正面から見た概略図。
【図２０】図１９のＣ－Ｃ線部分断面図。
【図２１】図２０の部分拡大図。
【図２２】連結手段に関する構成を分解して示す一部破断斜視図。
【図２３】図１９の部分拡大図。
【図２４】遮蔽ユニットの動作を示す概略図。
【図２５】（ａ）は表示領域可変機構４００の主要な構成を示す概略図、（ｂ）は上側レ
ール部材４８０の構成を示す概略図、（ｃ）は下側レール部材４６０の構成を示す概略図
。
【図２６】表示領域可変機構の変形例を説明するための説明図。
【図２７】遮蔽ユニットの変形例を説明するための説明図。
【符号の説明】
【０４９６】
　１０…パチンコ機、１３…内枠、９０…主制御装置、９１…音声ランプ制御装置、９２
…表示装置、１００…遊技盤ユニット、１０３…遊技領域形成板、１０４…遊技領域、１
２８，１２９…シート材、１４０…図柄表示装置、１４１…表示画面、１５０…表示領域
可変機構、１５１…遮蔽ユニット、１５２…遮蔽体、１５２ａ～１５２ｃ…外周面、１６
１…軸体、１６５，１６７…ステッピングモータ、１７０…保持部材、１９０…レール部
材、２１１…表示制御基板、２１２…ＭＰＵ、２１３…ＲＯＭ、２１４…ＲＡＭ。
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